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２番 立 石 富 章 ８番 藤 森 正 晴

３番 髙 橋 省 平 ９番 廣 納 良 幸

４番 松 山 陽 子 11番 藤 原 日 順

５番 藤 原 裕 和 12番 成 田 政 敏

６番 宮 永 肇 13番 山 下 皓 司

７番 赤 松 正 道 14番 安 部 重 助

欠席議員（１名）

１番 小 林 和 男

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 藤 原 龍 馬

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之

太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二
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税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

地域振興課参事 小 林 一 三 代表監査委員 井 上 秀 樹

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

きょうは久しぶりに朝から太陽がのぞき、少し落ちついたような気がします。昨日、

一昨日と水防指令が発令され、対策と対応に細心の注意で臨んでいただきました。大変

御苦労さまでございました。おかげで被害も最小限にとどまったように思わせていただ

きます。

また、本会議においては、大きな影響を受けまして、審議が予定より大幅におくれて

おります。本日は時間延長覚悟でおくれを取り戻したく思いますので、質疑、答弁につ

きましては簡易明瞭に、要点のみにしていただきますよう特にお願いをしておきます。

なお、本日は平成２４年度各会計歳入歳出決算の説明と監査委員による審査報告まで

を予定しておりますので、格段の御協力を重ねてお願いいたしまして挨拶といたします。

ここで、町長から昨日の水防活動報告をしていただきたいと思いますので、ここで許

可いたします。

町長。

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

昨日は午前１０時２５分より役場職員におきまして町内巡回を５班体制で実施をしな

がら、そして１２時２０分に水防指令２号発令をさせていただき、よって午後からの議

会は延会ということにさせていただきました。それ以降、役場職員、そして消防団によ

ります巡視活動、そして土のう積み等の作業に当たったわけでございます。１７時３０

分、雨量が一定落ちついてきたということを受けまして水防指令２号を解除し、水防指

令１号という状態で見守り態勢に入らせていただき、その後、河川の水位も、水防団待

機水位は越えてはいるものの順調に水位が低下してきてるということを受けまして、１

８時５０分に水防指令１号を解除をさせていただき、連絡員のみの待機という状況をつ

くらせていただきました。

水防活動につきましては先ほど申し上げたところでございますが、１５時５５分には

５班体制で巡回をしておりましたけども、その巡回パトロールが終了し、そしてその間、

グリーンエコー、また福本地内のほうに土のうを運搬したという状況でございます。

きのうにおきましては、新たな床下浸水としましては２件発生をしております。その

ほかの被害ということでありますが、新たに発生したもので申し上げますと、粟賀ゴル

フ場におきましてコース内に一部土砂が流出したという状況でございます。雨量につき

ましては、昨日午前９時から１２時にかけまして非常に雨足が強くなりまして、雨雲の

予想も見ておりますと、さらに夕方１７時まで非常に強い雨が予測がされましたので非
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常に心配もしておりました。結果としまして、１２時以降、予想していたほど雨足は強

くならなかったというところでございまして、最大の６０分雨量で申し上げますと、新

田区の９時２０分から１０時２０分の間での４３ミリ、根宇野での１０時半から１１時

半での３１ミリ、そのほか、ほぼ時間帯は同じであります。貝野観測地点での２６ミリ、

役場２４ミリ、宮野２２ミリ、川上１７ミリ、上小田１７ミリ、そして猪篠は午前９時

から１０時の間で１３ミリといった状況でございます。

降り始めから降り終わりの延べ雨量ということで、９月２日から４日の３日間という

ことではございませんが、昨日も少し報告しましたけども、それ以降降りましたのも合

わせまして、一番降ったのが新田における延べ雨量５９３ミリといった大変な雨量とな

ったところでございます。根宇野におきましても４４０ミリという雨量を記録をしてお

ります。河川の水位につきましては、全ての水位計設置箇所において水防団待機水位は

越えておりましたが、氾濫注意水位には至らなかったという状況でございます。

そのほか避難者としましては、自主避難を為信区１世帯１名ということで、そのほか

大畑区が避難所の開設をさせていただいたという状況でございます。

消防団の出動人員につきましては、本部７名、そして３２分団１６５名の延べ１７２

名の出動をいただき、対応させていただいたところであります。

改めまして、水防指令に伴っての水防活動に従事していただきました全ての皆様方に

心より感謝を申し上げたいと思います。そのほか９月２日からの災害対応につきまして、

現在も建設課中心に各区の区長さんの報告を受けながら被害状況把握に努めているとこ

ろでございますが、一日も早い状況把握と、そして復旧に向けての作業に当たっていき

たいと思いますので、今後とも御協力のほどよろしくお願い申し上げまして報告とさせ

ていただきます。

○議長（安部 重助君） ありがとうございました。

午前９時０７分開議

○議長（安部 重助君） ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達してお

りますので、第５４回神河町議会定例会第３日目の会議を開会いたします。

ここで、欠席届が出ておりますので、御報告いたします。小林和男議員、お母さんが

亡くなられたという報告を受けておりますので、欠席されます。また、廣納議員につき

ましては、午後から所用のため欠席と聞いております。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前に、報告第１０号についての追加説明が教育課長のほうからあるそうで

ございますので、説明をしていただきますようお願いします。

教育課長。

○教育課長（谷口 勝則君） 教育課、谷口でございます。昨日の報告１０号の中で藤原

日順議員さんから御質問いただいております、中学校において授業がわかりやすいと答
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えている生徒が約５０％という調査結果が出ているということの中で、各学年ごとの率

はどうかという御質問でございますけども、これは小学生、中学生、また保護者に教育

委員会として独自のアンケートを実施させていただいたもののうちの一つでございまし

て、保護者に対して、あなたの子どもは授業がわかりやすいと言っていますかというふ

うなアンケートの中で保護者に答えていただいたものでございます。そういった中で、

１年生におきましては授業がわかりやすいと答えた率は５８．８％、２年生が４１．６

％、それから３年生が４６．２％という結果でございます。トータルで４９．３％とい

うことでございまして、約５０％ということでございます。

それで、逆に言えば、反対の数字として、その逆は全部わかりにくいのかといえば、

そういうことではございません。教科によって違うとかいうふうなこともございまして、

具体的に申しますと、わかりにくいと答えた結果は１年生におきましては９．７％、２

年生におきましては１１．９％、３年生におきましては１１．４％、トータルで１０．

９％の保護者がわかりにくいというふうに、あなたの子どもは授業がわかりやすいと言

っていますかというふうな問いに対して答えていただいております。しかし、これがわ

かりにくいから最終的に理解できなくなったかということではございませんので、理解

できたか、最終的に授業がわかったかということとわかりにくいということとは別問題

ということでございます。以上の結果です。

○議長（安部 重助君） 報告、追加説明を終わります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第１ 第７９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第７９号議案、神河町集落集会施設設置条例の一部

を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７９号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は神河町集落集会施設設置条例の一部を改正する条例制定の件でございまして、

区からの要望により集落集会施設の名称を変更するものでございます。

平成７年度に設置しました貝野営農センター及び平成１８年度に設置しました野村女

性⋞若者等活動促進施設につきまして、現名称は設置時の補助事業の名称を活用してお

り、それぞれの区から親しみのある名称に変更したいとの要望がありましたので、調整

の結果、それぞれの施設の名称を貝野公民館と野村集会所に改正するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。これ、条例との絡みでお尋ねするんで

すが、公民館設置条例いうのがあります。片や集落集会施設設置条例というのがありま

す。公民館という冠称をつける場合に、これは町が丸抱えで運営していくということに

なってますね。現在公民館という公式に認めた名称の施設は中央公民館と神崎公民館、

この２つしかないわけなんです。

この集会所施設条例を見てみますと、これは従来、県や国のいろいろ補助メニューを

つけた施設いうんですかね、ふれあい何々とか女性活動何々とかいうふうなものでこの

一覧表を見てもろたとおりなんです。従来、この集会所施設は公民館という冠称では呼

んでないということなんです。公民館というのは一般的には地域の便宜語になってまし

て、非常にわかりやすいことはわかりやすい。しかし、公民館設置条例と集会所施設設

置条例、２つがありますから、これの整合性だけは保つ必要があるんじゃないか。だか

ら、今回公民館という冠称にするのが私はええとか悪いとか言うとんでなしに、町長説

明によると地元の要望であったと、こういうことですから、それは無視はできんと思い

ますが、条例で定められている以上、そこはしっかりとした説明が要るんじゃないかと、

こういうふうに思うわけです。公民館という冠称を将来残すとするならば、これはちょ

っと運用上、中身はそういうことで区分できたとしても誤解が生じないかという懸念が

あるんで、改めてお尋ねをいたしました。以上です。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。立石議員さんの御意見の懸念は必ずし

もないとは言い切れないというふうに思っております。集会所の呼称が何々公民館とい

うことであって、公民館設置条例の公民館とはおのずと違うんですよということ、条例

上でいいますと今お話しをいただいたとおりでして、公民館設置条例に載ってるものと

集会所設置条例に載ってるものということで明確に色分けはしておりますけれども、耳

ざわりとしては同じ公民館という名称になるので紛らわしいということはあるんですが、

今回は提案させていただいたとおりでして、各区の区長様から少し要望がありまして、

関係法令等々確認しますと名称を変えてもいいということでしたので変えさせていただ

いたということですので、御質問の部分につきましては注意を払っておきたいと思いま

すが、今回の改正はこれでお認めいただきたいと思ってます。以上です。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） 立石です。それで別に結構なんです。しかし、条例の用

語の使い分けと、それと公民館と集会所の施設は目的と町が関与するあれ、おのずと限

界があるわけですわ、補助金にしたって。そういうことからちょっと気になったもんで

すから申し上げたんですが、確かに私申し上げましたように、地域においては公民館と

いうのはもう便利語というような、便宜語というんか、そういうことで通るわけですわ。
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だから、例えば私とこの地域でしたら南小田農村環境改善センターいう長ったらしい名

前がついとんですが、ふだん使うてるのは南小田の公民館寄ってくださいみたいな話で

通じるわけですね。だから地元の要望によっては、これは申請したら結構ですよという

ふうに適用してもらえるんだったら今後そういうことで対応していただきたいなと、こ

ういうふうに思うわけです。

ほとんど国県の補助を受けて、やむなくこういう名称がつけられとるわけですわ。そ

れがある一定の年限が過ぎると、これは地区の施設ということで名前を変更しようと何

ら、縛りは解けると思うんですね。そういうことも視野に入れながら今後集会所施設の

名称については柔軟に逆に対応してほしいなという要望を含めたお尋ねでしたんで、そ

このとこよろしくお願いします。

もう一度見解だけ、私が言いましたことに対してお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。お話のとおりだと思っております。補

助メニューということで設置時には事業主体がどちらであるかとか、どういう名称の補

助を使ったかということで設管条例をつくらなければならないという経緯の中でつくっ

てきたものでありまして、確認後、もう変えてもいいということがわかりましたら地域

の要望に応えて柔軟に対応していくという方針で今回も変えておりますので、以降につ

きましても柔軟な対応と、それから設置時には設置時のルールに基づいてやりますが、

後には柔軟に対応していくという姿勢でいきたいと思っております。以上です。（「了

解ました」と呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほか、特にないようでございます。

質疑を終結し、これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。

討論を終結し、第７９号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第７９号議案は、可決すること

に決定しました。

⋞ ⋞

日程第２ 第８０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第８０号議案、兵庫県市町交通災害共済組合を組織

する地方公共団体の数の減及び規約の変更の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。
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町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、兵庫県市町交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減及び規約の

変更の件でございます。

兵庫県市町交通災害共済組合は、県下の８市１２町で組織され、交通事故による災害

を受けた住民またはその遺族に対し、交通災害見舞金等を支払うことを事業とする共済

組合です。

昨年１２月に構成団体である養父市から同組合管理者へ共済組合脱退届が提出されま

した。組合管理者は再三留意に努められましたが、脱退の意思は変わらなかったことか

ら、養父市の意思を尊重する判断をされるに至りました。このことにより、同組合の規

約の一部を改正する必要が生じたものであります。

一部事務組合の規約変更につきましては、地方自治法第２８６条第１項に、構成団体

の数の増減または規約変更について、構成団体の協議によりこれを定め、都道府県知事

の許可を受けなければならないとされ、同法第２９０条には、構成団体の協議について

は構成団体の議会の議決を経なければならないと規定されております。具体的には、同

組合が構成市町から議決書を受理し、それをもって県へ規約改正申請を行うこととなり

ます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは詳細説明を

させていただきます。

まず、交通災害共済組合からの報告書に記載されました養父市脱退理由について報告

をいたします。

養父市におかれまして、平成１７年度に事務評価委員会で、民間保険会社の保障も充

実しており、行政サービスとして実施する必要が薄いとの評価がされました。これに対

しまして養父市は、民間保険に加入困難な低所得者層が多く加入していること、手続が

簡単で高齢者家庭でも利用しやすいこと、市の加入率６２％と高く、脱会により同組合

構成市町に影響が大きいなど評価の見直しを訴えてこられました。平成２０年度には再

度廃止の提言があり、２２年度に議論は尽くされたとして再評価対象から除外され、市

として脱会の決断をされたということでございます。

参考としまして、平成２４年度の構成市町の県下８市１２町の加入率等を申し上げた

いと思います。加入率は全体が２４．１％、我が町は４１．０％で、朝来市、新温泉町
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に次ぐ組合内３位でございます。掛金は１人５００円で、町の加入者は約４，９００人

でございます。共済見舞金支給は、１等級、死亡８０万円を最高に１０等級までござい

まして、治療日数、入院日数等で区分をされております。ちなみに２４年度の町の支給

件数が１３件、支給額が約１３０万円で、支給額を掛金で割った還元率は５５％となっ

ております。これは全体の還元率は４４％という状況でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、第８０号議案を採

決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第８０号議案は、原案のとおり

可決しました。

⋞ ⋞

日程第３ 第８１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第８１号議案、平成２５年度神河町一般会計補正予

算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町一般会計補正予算（第２号）でございまして、補正予算

（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、第２表の地方債の補正。次に、地方特例交付金、普通交付税、前

年度繰越金、臨時財政対策債の確定による増減。次に、人件費の臨時特例の給与減額措

置による減額。次に、財政調整基金、公共施設維持管理基金の積み立て。次に、岩屋の

小水力発電概略設計業務委託料。次に、新野区水車に発電機を設置するための補助金。

次に、諸費で過年度医療助成補助金等の返納金。次に、各種統計調査の委託費内示によ

る増減。次に、南小田小学校跡の小規模作業所整備事業の県補助を受けての補助金。次

に、軽度難聴児への補聴器購入費助成事業の開始による増額。次に、保育士等処遇改善

臨時特例事業の県補助を受けての増額。次に、麦の生産拡大のための土壌改良剤と集落

営農組織の法人化に要する経費の県補助を受けた補助金。次に、川上農地陥落への土地
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改良事業補助金。次に、神崎フード容器洗浄乾燥機の改修工事による増額。次に、水車

公園冷蔵庫修繕工事による増額。次に、地籍調査費の測量業務委託料の減額と山林調査

用自動車購入費や現地調査資材購入費等の増額。次に、中村の県民緑税、住民参画型森

林整備事業採択による増額。次に、観光立国日本に向けた兵庫県観光プロモーション団

に参画していますが、その行き先と参加人数の変更による出張旅費の増額。次に、砥峰

高原が再度のドラマロケ地候補となり、それに乗じた観光ＰＲ費用の増額。次に、町道

鍛治市川線舗装、町道依成岸野線測量登記等、急を要する道路⋞河川事業の増額。次に、

学校給食費の貯油タンクの修理費と汁食缶等の購入費の増額。次に、公債費の借入額と

利率の確定による減額。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億６，４７６万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５

億５，９６８万６，０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきまして総務課財政特命参事から御説明しますので、よろしく御審議

をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。詳細説明を

いたします。

それでは、まず５ページをお願いします。第２表、地方債補正でございます。臨時財

政対策債の額が決まりましたので、１６３万７，０００円を減額し、限度額を４億１，

３３６万３，０００円とします。この臨時財政対策債は地方交付税の国の財源不足分を

地方に債務を起こさせ、その元利償還金額を後年度の交付税に算入するものであります。

これらによりまして、平成２５年度地方債の限度額総額は６億４，９３６万３，０００

円となります。

続いて、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。

９ページ、歳入をお願いします。地方特例交付金で、減収補填特例交付金の住宅借入

金等特別控除減収分が確定しまして、６３万８，０００円の増額でございます。普通交

付税も額が確定しまして、７，４３０万円増額の２７億７３０万円となりました。

国庫支出金で児童手当交付金２６３万１，０００円の増額は、過年度の確定による追

加交付でございます。

県支出金では、児童手当県負担金２３万４，０００円の増額、過年度分の確定による

追加交付でございます。

総務費県補助金の小水力等農村地域資源活用推進事業補助金５００万円は、小水力発

電概略設計事業に係る補助金でございます。

民生費補助金、社会福祉費補助金の軽⋞中度難聴児補聴器購入等助成事業補助金１０

万円は、新規事業の補助金でございます。
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老人福祉費補助金の地域介護拠点整備費補助金は、南小田小学校跡地に建設予定の小

規模多機能施設に係る補助金で、３，２４０万円でございます。

医療費助成費、補助金１５７万４，０００円は、過年度分の各医療費助成の精算によ

る追加交付でございます。

１０ページ、保育士等処遇改善臨時特例交付金３９０万円は、平成２５年度の創設事

業の交付金でございます。

農林業費県補助金で中山間地域等直接支払い推進交付金から農業者戸別所得補償制度

推進事業補助金までは、交付額の内示によるそれぞれの増額でございます。

地産地消学校給食推進事業補助金１５万円は、下の４目農林業県委託金の３０万円が

なくなり、２分の１の補助金となったものであります。

大豆⋞麦等生産体制確立推進事業補助金３１０万円は、麦の生産拡大のための資材購

入経費を助成する事業の補助金でございます。

林業費補助金の住民参画型森林整備事業補助金２５０万円は、県民緑税の活用事業の

中村地区採択に係る補助金でございます。

水産業費補助金の豊かな海創生支援推進交付金８万円は、町内の３漁協の水産多面的

機能発揮対策事業の取り組みに対する補助で、新規事業でございます。

総務費県委託金、統計調査委託金１１万９，０００円の増額は、交付額内示によるそ

れぞれの増額でございます。

繰入金の財政調整基金繰入金１，３０９万７，０００円の増額は、当初予算で財源不

足を基金から繰入金を充てていましたが、今回補正の財源で戻して、繰入額をゼロとす

るものでございます。

繰越金、前年度繰越金で１億５，３４５万５，０００円増額でございます。

１１ページ、雑入で、砥峰バスチケット売上金９０万円は、砥峰臨時直行バスチケッ

トの売上金でございます。

文化遺産を活かした観光振興⋞地域活性化事業返済金は、古文書整理をしている神河

町文化財活性化実行委員会に補助をし、国庫補助が実行委員会に入ればその額を返済し

てもらっていますが、その額が内定し、１７９万７，０００円の減額となりましたので、

雑入の受け入れも減額しています。

町債の臨時財政対策債につきましては、第２表で説明したとおりでございます。

１２ページ、歳出でございます。人件費につきましては、７月から実施しました臨時

特例給与減額措置等により各科目で減額がございますが、以降の個々の説明は省略させ

ていただきます。一般会計では、給料は３級から６級までの職員は５．６３％、１級、

２級の職員は３．４６％の減額によりまして２，０５７万８，０００円の減額、共済費

は４０６万５，０００円の減額でございます。

議会費の修繕料では、本会議場の放送設備修繕料で２５万２，０００円の増額で、委

託料は、会議録作成業務がおくれぎみのため９月、１２月の本会議議事録について委託
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することとし、７６万９，０００円の増額でございます。

一般管理費の委託料６２万円は、給与システム運用維持委託料でございます。

財産管理費の財政調整基金積立金は１億９，７３３万５，０００円で、公共施設維持

管理基金積立金は１，７４０万円でございます。

企画費、委託料の小水力発電概略設計業務委託料は、岩屋の水力発電所跡が再度整備

できるものかどうかを調査する委託で、１００％補助を受けて５００万円を計上してお

ります。負担金補助金及び交付金の小水力発電電気施設等整備補助金５０万円は、新野

区の水車２基に発電機を取りつけるのと米つき水車の軸修理の２００万円事業に対する

５０万円の補助でございます。

１３ページ、諸費は、過年度医療助成補助金返納老人医療費分から過年度障害者自立

支援給付費等県負担金返還金までの平成２４年度の国県補助金精算による返納金で、３

５５万４，０００円の増額でございます。

１４ページ、工業統計調査費、経済センサス統計調査費、統計調査員確保対策費、住

宅土地統計調査費、商業統計調査費は、委託費内示に伴うそれぞれの費用の見直しに係

る補正でございます。

住生活総合調査費４万５，０００円及び農林業センサス調査費４，０００円は、今回

補正で新規に計上するものであります。

１５ページ、社会福祉総務費の繰出金で国民健康保険事業特別会計繰出金３０万４，

０００円と介護保険事業特別会計繰出金４７万３，０００円の減額は、人件費の減額に

伴う繰出金の減額でございます。

老人福祉費の地域介護拠点整備事業整備費補助金の３，２４０万円は、南小田小学校

跡の小規模多機能施設の建設事業者に対する補助金でございます。

心身障害者福祉費の補聴器購入費は、１８歳までの身体障害者手帳対象外の軽度難聴

児の補聴器購入費を助成するもので、本人負担は３分の１で、１０月１日から施行しま

す。

７目後期高齢者医療費の繰出金２５万２，０００円の減額は、人件費の減額によるも

のでございます。

児童福祉総務費の報酬２４万円と、１つ飛んで旅費６万円は、子ども⋞子育て支援法

に基づき神河町子ども⋞子育て会議を設置するに当たり、委員の報酬と費用弁償を計上

しております。戻りまして、報償費の相談員謝礼の１２万円減額は、縁結び事業相談員

の人数と謝礼単価の変更によります。需用費３２万６，０００円、役務費２万７，００

０円につきましても縁結び事業の事務費の増額でございます。

保育所費の保育士等処遇改善臨時特例事業３９０万円は、保育士の処遇改善のため、

従前からの民間施設給与改善費の事業加算率にさらに加算し、町経由で交付するもので

ございます。

１６ページ、衛生費、ごみ処理費の環境対策除草事業委託料３０万円の増額は、市場
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橋南の左岸河川敷で以前、瓦、瓦れき等の埋立地として利用し、現在フェンスをして災

害時の工事残土の仮置き場として利用していますが、藤つるや竹やぶが生い茂っていま

す。早急に対処するように要望もあり、補正計上いたします。

農業費、３目農業振興費の報償費、需用費、役務費、１７ページの委託料、使用料及

び賃借料の増減は、地産地消学校給食推進事業の制度が変更になり、補助額も減ったた

め、事業内容を変更したものであります。１９節の神河町地域農業再生協議会補助金は、

麦の生産拡大のためのｐＨが低い圃場に対して規定量以上に土壌改良剤を使用した場合

に掛け増しし、資材購入費用を助成する３１０万円と、集落営農組織の法人化に要する

事務経費４０万円で、協議会を通して補助するもので、計３５０万円の増額でございま

す。

農地費の土地改良事業補助金１００万円増額は、平成２５年７月に集中豪雨で川上農

地が陥落したものに５０％の補助をするものでございます。

農業施設管理費の神河町フードセンター施設改修工事費は、容器洗浄乾燥機が耐用年

数を過ぎ、部品を交換しながら使用していましたが、食品衛生上、緊急に改修する必要

が生じたため９００万円を計上しました。体験実習館プレハブ冷蔵庫修繕工事は、水車

公園冷蔵庫の室内機、室外機を新しく取りかえる維持修繕工事費で７１万７，０００円

でございます。

地籍調査費の需用費は現地調査資材等の不足のため１１４万１，０００円の増額で、

役務費の郵便料は相続調査等の件数がふえたため２０万円の増額、傷害保険料は契約期

間が１カ月短くなったため１万９，０００円の減額でございます。委託料は、測量等委

託業務の入札が６件全て完了したことにより入札差額４３１万９，０００円を減額して

おります。備品購入費は、今後の山地調査に備えジムニーを２台購入するもので、２７

９万３，０００円の増額で、管理費用を役務費と公課費に計上しています。なお、地籍

調査費の財源は人件費以外では国が５０％、県が２５％で、残りも交付税算入があり、

実質の持ち出しは５％程度とされています。

林業振興費の需用費７万５，０００円増額は、県民緑税の住民参画型森林整備事業で

中村地区が採択になり、その事務費で、その補助金が２４２万５，０００円でございま

す。

１９ページ、水産業振興費では、町内３漁協の水産多面的機能発揮対策に対する事務

費で、旅費１万円、需用費５万１，０００円、使用料及び賃借料２万円を計上していま

す。

商工振興費の賃金は、観光協会応援と桜のオーナー調査整理事務のため８５万円の増

額でございます。備品購入費では、ヨーデルの森厨房機とモンテ⋞ローザ冷蔵庫等の入

札減による８６万１，０００円の減額でございます。旅費は、兵庫県観光プロモーショ

ン団による出張派遣費で、当初中国へ４名の予算を組んでいましたが、友好５０周年と

いうことで、アメリカ、ワシントン州に変更になったため、参加者２名として出張しま
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したが、その後に不足が生じるため２７万３，０００円の増額補正でございます。この

件につきましては後ほど担当課長がさらに詳しく説明します。需用費７４万円、役務費

５０万円の増額につきましては、まだ公表はできませんが、砥峰が再度ドラマロケの予

定地となり、それを活用した観光ＰＲ関連の費用で、消耗品は垂れ幕、看板等作成、食

料費はロケ弁代、印刷製本費はロケ地マップやポスターの印刷代、広告費は新聞広告代

でございます。自動車借り上げ料の９０万円増額につきましては、砥峰直通バスを増便

することによるものでございます。工事請負費は、昨年整備しました砥峰高原駐車場は

補助の範囲で簡易なものでしたので、のり面が崩れかけています。西側を保護するため

の植栽工事費６２万円を計上しました。

１９ページ、土木費、道路橋梁維持費の工事請負費は、町道鍛治市川左岸線で未舗装

部分のでこぼこが多く走行しにくく、粉じんが舞い上がり早急な舗装の必要があり整備

するもので、１，０００万円の増額でございます。

道路新設改良費の委託料は、町道依成岸野線の法線の変更によって測量及び土地の登

記事務が必要となりましたので、１５０万円の増額でございます。公有財産購入費です

が、町道上岩高垣線で地籍調査によって道路の境界が民地に食い込んでいることが判明

したため、その分を追加買収するものであります。

河川費では、奥猪篠谷川の改修工事で、民地を借用して工事する予定でしたが、所有

者が死亡されましたので、土地所有を事前にするための登記委託料１０万円と用地購入

費１４万９，０００円の増額でございます。

２０ページは人件費で、２１ページをお願いします。学校給食費の修繕費は、ボイラ

ー室内にある貯油タンクの温度管理をする調節弁が経年劣化によって温度調節ができな

いため交換修理するもので、２０万８，０００円の増額でございます。備品購入費は、

汁食缶に傷やさびがあるなど不衛生なもの５缶と県体育保健課の衛生検査での指摘対策

で、ざる置き台を３台購入するため、２０万６，０００円の増額でございます。

公債費の残金は、平成２４年度借入額の確定により５６万５，０００円の減額で、利

子は借入額と利率の確定により６６６万７，０００円の減額でございます。

２２ページ以降に給与費明細書を添付しております。

以上で、簡単ですが、説明を終わります。

○議長（安部 重助君） ここで、さらに追加説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。まず、議会で旅費の

補正予算を御承認いただく前に職員２人をアメリカに派遣いたしましたことをおわび申

し上げます。申しわけありませんでした。

この観光プロモーションは、井戸知事が会長であります公益社団法人ひょうごツーリ

ズム協会が主催したものでありまして、８月１６日から２２日までの７日間、県の観光

プロモーション団の一員としてアメリカのワシントン州へ商工観光係の職員２人を派遣
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したものであります。

派遣費用は当初予算の中で対応できないかと考えていましたが、大河ドラマ黒田官兵

衛のロケが決まったこともありまして、観光広報活動を縮小するよりも拡大して、大河

内高原を中心とした神河町を全国に売り込む機会が訪れましたので、秋以降の大河内高

原整備費の観光広報に係る予想される旅費の不足分２７万３，０００円を補正させてい

ただきたくお願い申し上げるものであります。

本来は補正予算を御承認いただいた後に出張させるべきところでしたが、６月議会で

の補正に間に合わずに８月に行かせましたこと、またこの場で旅費の事後承認をお願い

しますこと、大変申しわけなく、おわび申し上げます。

また、８月６日、７日の民生産業常任委員会では口頭で補正予算の御説明を申し上げ

ましたが、８月１６日から行くという説明が抜けておりましたこと、あわせて大変申し

わけありませんでした。

このツーリズム協会の海外プロモーションは本来は中国を予定しておりまして、神河

町としましても参加する予定で、１人当たり１０万円の４人分、計４０万円を当初予算

で計上しておりました。しかし、御承知のように、尖閣諸島に関しまして我が国と中国

との関係が非常に悪化しております。兵庫県とツーリズム協会との協議の中で、兵庫県

とアメリカのワシントン州との友好提携５０周年事業として県民交流団を派遣すること

になりまして、観光プロモーションの行き先をワシントン州に変更されたものでありま

す。

協会の大西専務理事と県の観光交流課から、神河町が前回の中国プロモーションを欠

席した関係もありまして、ぜひ今回は参加してほしいとの要請がありまして、町長も交

えて検討しました結果、１人当たりの旅費は３３万６，１３０円で、２人参加しますと

６７万２，２６０円と予算をオーバーしてしまいますが、今後の観光施策の遂行のこと

を考えますと、若い職員にも協会や県、他市町や団体とのつながりを持たせるほうがよ

い。アメリカからの集客にも取り組むと同時に見聞を広げることが大事であるとなりま

して、２人を参加させたものであります。その結果、この２人につきましては、ワシン

トン州での広報活動のほかに派遣団との皆さんとの交流を深めてくれまして、今後県や

他の市町やツーリズム協会との関係は一層強化されたものと思っております。

また、作家の村上春樹氏がことしもノーベル文学賞の有力候補と言われております。

受賞されますと、大河原高原は代表作の「ノルウェイの森」のロケ地として今以上の集

客効果が出てくると期待しております。派遣した２人の話では、海外では村上春樹の名

前は日本以上に有名であったとの話でした。

ひょうごツーリズム協会では、神河弁当を「あいたい兵庫特別版」へ掲載していただ

き、大河内高原でのマスコミツアーも実施いただき、早速大阪の旅行業者２社から秋に

バスツアーを１６回と７回組んで募集するとの話をいただいております。また、兵庫県

とは東京や大阪のキャンペーンの合同実施等、本町とは非常に懇意にしていただいてお
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ります。今後１００万人の交流人口の実現に向けて今以上に観光施策に取り組んでいき

たいと考えております。

今回の補正予算につきましては予算執行の手続に問題がありましたことを反省し、お

わび申し上げます。何とぞ補正予算を御承認賜りますようお願い申し上げます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） 以上で提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。質疑、特にございませんか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 先ほど１８ページの旅費のことでいろいろと言いわけが

ましい話があったんですけれども、これ昨年の中国の関係についても住民批判があり、

その報告も住民にされておりません。そういうような中で、ただ県が、県の外郭団体が

招聘したからいうふうな安易な対応、もう一つは、いろいろとコンプライアンスといい

ますか、法令遵守、町の職員であればこういうふうな予算執行、予算計上、これらに係

る手続上の話があるにもかかわらず、当然、中国行きが途中で変更になったいう、これ

は国政、外国の関係も含めてあれば、その時点で常に、常任委員会の中で当初計画した

事業で変更があれば報告してくださいいうふうなことが常に言われておったと思います

けれども、６月定例の前にそういうふうな状況がわかれば当然５月の段階の常任委員会

で報告すべきでありますし、議長にもそういうふうなことを、こういうふうな事情で当

初計画したものが執行できなくなったいうふうなことで、そういうふうな流れの報告を

すべきであるにもかかわらず、昨年のケツじまいが十分なされんままに再度またこうい

うふうなミスというか、管理責任が問われるような内容ではないかと思います。

金額にすれば、それは７０億からの予算の中の２０何万３，０００円いうふうなこと

ですけれども、安易な考え方いうんですかね、ミスがあるんではないかいうふうに住民

サイドとしては思いますんで、このあたり、昨年行かれた、中国へ行かれた内容の町益

ですね。町がどれぐらいの利益があったんや、こういうふうな反省も住民に知らせるべ

きではないか。当然国内の話もありますけれども、話の中にありました職員研修いうん

は職員研修費の中で対応すべきで、この事業費の中で研修の意味があるからいうふうな

ことで理由づけされるんもちょっといかがなものかないうふうに感じますんで、このあ

たり、なぜそういうふうな安易な流用いうんですか。４０万の予算があるから行き先変

更するんやいうのは目的が全然違うように感じておりますんで、このあたり、昨年の事

業の手続、また今後の、もう既に執行されてるんですから、今後の住民対応について御

説明いただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。この観光プロモーシ

ョンにつきましては、ことしはワシントン州、昨年は実は上海であったんですが、上海

でのいろんな問題等もありまして、兵庫県では実施されてプロモーション団は行ったん
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ですが、神河町は派遣を見合わせております。一昨年は広州へ参りまして、神河町の広

報に努めてまいったというところでございます。

その結果としまして、どういう効果があるかというところでございますが、広州へプ

ロモーション行った後に中国の方が大河内高原へ来られたと思いますが、その模様がイ

ンターネットのユーチューブの中で非常にきれいなところだというところで中国語で流

されておるというのは確認しております。あと中国からの研修生、留学生の方が一度そ

の後バスで高原へ来られたという実績はあるんですが、具体的に中国からのお客さんが

どれだけふえたという実績は残念ながらありません。今回のアメリカにつきましても、

アメリカから何人お越しいただけるかと言われましたら非常に難しいところがあること

は事実でございますが、兵庫県に神河町があるというところをアメリカの方々にも宣伝

できたということは効果としては、実際の効果としては少ないかもしれませんが、国際

交流の一翼を担ったかなとは思っております。何とぞ御理解賜りますようお願い申し上

げます。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡ございます。民生産業常任委員会の８月６日、８月７日

の常任委員会におきまして、この中国からアメリカ行きということの変更を説明させて

いただきましたが、今、野村課長が言いましたように、行く日程の日を説明していなか

ったということで、本当に申しわけなかったというように思っております。また、８月

１９日の総務文教常任委員会におきましても、このことにつきまして審議いただきまし

た。そういう中で、委員会では、広く見聞を広めるということはいいことであるけども、

この手続がおかしいんではないかと。もっときちっとそういうような手続をして、そし

て行くなら専決とか、そういうことの了解も得てするべきでないかという御指摘をいた

だきました。本当にそのとおりだというように思っております。この点につきましては

本当におわび申し上げたいというように思います。

それと、どういうような成果があったかということでございますが、そういう中では、

目には見えませんけども、県の人たちと、また他市町の人たちとの交流、そして神河町

を、合併して名前が余り知られておりませんけども、その名前を売るというようなこと

につきましては効果があったというようには思っております。また、その報告につきま

してはそれぞれの何かにあったときにそれぞれアメリカへ行った報告をしてもらおうと

いうようには考えておりますが、実際にどのように効果があったかということにつきま

してはまだ目に見えていない状況でございます。１００万人を目標に置いておりますが、

昨年７０万７，０００人ということで、観光客がふえているということは事実でござい

ますので、そういう中で、今後につきましてはお金を落としてもらおうというようなこ

とも考えながら進めていきたいというように思います。今回、手続がおかしいことにつ

きましては、本当におわびいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） まだちょっと回答が抜けておるように思うんですけども、今、
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副町長のほうからも言われましたけれども、安易なミスでの補正という、そこら辺の責

任をどういうふうにとられるのか。それから研修費の取り扱いについて、職員研修には

こういう費用を使っていいんかどうか、またその目的がよかったのかどうかいうことも

お願いしたいんと、それから今後の住民対応、住民にはどういうふうな説明をしていく

んだというようなことも質問があったように思うんですけど、その辺のところを再度説

明願います。

副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。実際に観光係との、振興課との協議の中

では、予算がない、この分について増額になるということでございまして、その時点で

は予算の中での範囲でいけるということで、１人ふやして見聞を広めるほうがいいとい

う判断で行かすことになりました。その許可した段階では、予算の中での範囲で動かす

ということでございます。

また、研修ということではなくて、やはり商工観光を広めるということでこの事業の

科目で旅費として行かすということの位置づけをいたしました。順番に研修に行かすと

いうようなことでしたら総務の研修費ということになりますけども、事業を展開すると

いう意味での出張でございますので、この商工観光のほうでの費用ということで行かせ

ております。実際に協議した中では十分にその予算の中でいけるということで許可をし

ましたが、実際に、今も申しましたように、今後、黒田官兵衛の関係とか、そういうこ

とがロケ地として入りましたので、今後において予算が不足すると、旅費が不足すると

いうことで補正をさせていただくということになりました。そういう中で、やはり１名

ふやしたということが原因でありますので、十分にそれを議会のほうに協議していなか

ったということが本当に手続上まずかったということでおわびを申し上げているところ

でございます。

○議長（安部 重助君） 今後の住民にはどういうふうな説明、今の説明でええんかどう

かいうことなんですけども、再度、赤松議員、質問ございますか。

どうぞ。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。議会サイドからいえば、節の流用いう

んは別にとやかく言う問題ではないんですけれども、例えばその節の積み上げがあって、

目まで議会で審議するいうふうな中で、それぞれの目の中で事業配分されてるわけです。

その中で、例えば中国行きがアメリカになったいうふうな内容で、当初段階で１名、中

国に行きますいうふうな説明がされとるとしたら、やはりその事業がなくなったらなく

なった時点でその４０万は凍結すべきでないかな。もしくは減額してゼロにすべき。そ

して新しくアメリカ行きの予算計上をすべきでないんかないうふうな、その手続上の管

理者がどういうふうに予算執行を考えて許可なり、また効果についても紀行伺ですね。

職員が出張するのに外国へ行ったらあかんとは言いませんけれども、こんな小さな町で

職員が外国へ行くいうふうな、何か安易に行くことについて管理者がどういうふうに理
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解されてるんかないう、そのあたりもなかなか住民サイドとして理解ができないわけで、

かなり特例やと思うんですね。それが管理者の中でどういうふうに認識されとんかな。

そして町益、そのことによって町がどれだけの利益があるんや。ただ、ロケ地の関係

を強調されてますけれども、別に外国行かんでもロケ地はロケ地として、県内でいいと

こがあれば監督さんなりディレクターが調査して対応されるものと私どもは理解してる

んで、中国とかアメリカへ行ってＰＲすることによって神河のロケ地としてのアピール

ができるんやいうふうなことがつながらないと思うんですね。ですから、何遍も繰り返

しになりますけれども、要は、外国へ行かなかったら神河町の１００万人の交流人口が

達成できひんのやいうんとは関係ないん違うかな、このあたりを十分住民に理解できる

ような説明がなされていないいうふうに私は思ってます。

それから、繰り返しになるんですけれども、住民の人から見て、なぜ神河町のＰＲの

ために外国に出ていかなあかんのや。ずっと昔の話ですけれども、峰山のＰＲのために

九州とか東京へ支配人さんが行かれて旅費を多く使われたいうふうなことでかなり批判

があったわけです。そういうふうなことで、県下の１２町の中でも十分神河が知られて

ないのに、九州や東京や外国まで出ていってどれだけの誘客効果があるんや。昨年も実

施された高原直行バスいうんですかね。こういうふうなんがトップシーズンに運行され

てますけど、その方々のお話を聞いても、どこから来られたかというふうな中で、どう

いうふうなことで知られたんやというふうな話を聞く機会があって聞きますけれども、

バスの広報で見たとかいうふうなことで、県内の方、姫路の方でも全然知らなんだいう

ふうな話を聞くときがあるんです。

ですから、そこまで、くどいようですけれども、そういうふうな１００万人の入り込

みのために外国までＰＲして町益がどれぐらいあるんやというふうな話が具体的に聞き

たいいうふうなことで、時間をとって申しわけないんですけれども、その辺がシビアに

説明されてない。また研修のエリア、これらについても十分、職員が出張、研修依頼と

いう要望を出せばどこでも簡単に対応されるんか。このあたりの管理者のお考えについ

てもまだ明確に説明されていないんではないかというふうに感じてますんで、もし回答

があればお願いしたい。お願いします。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。実際に中国の出張につきまして当初予算

で４名を計上させていただきました。そういう中で今回、中国へ行かれないということ

でアメリカに変更したということで、観光プロモーション団体という中に属しておりま

して、そういう中で変更として行かすということになりました。独自で神河町だけで行

くということになれば、なかなかそういうことは行かすことはできませんけども、こう

いうような観光プロモーション団の中に入っての行動ということで、そして今も言いま

したように広く見聞を広めるということで、そのように対応したということでございま

す。本当にそれは実際には、中国がなくなれば、それをゼロにして、またアメリカとい
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うことで協議をしたらそれが一番よかったんですが、その手続が悪かったということで

おわびをしてるという状況でございます。

１５年ほど前もドイツ研修ということで私も行かせてもらいました。３年計画で、議

員さん、そして町職員、そしてそれぞれの一般からの募集、団体というようなことでド

イツ研修行かせてもらいましたが、そのときのやはり広く見聞を広めたということが私

も記憶に残っておりまして、本当にちっちゃい町の中だけの考えではなかなか考えがス

ムーズにいかないな。やはりいろんなところを見て考える必要があるなということはず

っと思っておりましたので、こういう機会におきましては大いに広く見聞を広めるとい

うことで賛成して行かせたわけでございます。そういう中で、本当に説明不足というこ

とで申しわけなかったんですが、おわびしたいというように思います。

また、九州とか東京へ行って何の役に立ったんかということにつきましても、九州へ

行ってくまモンとの交流がありましたし、大阪でまた、くまモンとカーミンとのコラボ

がございました。そういう中でいろんな面でプラスになってるというように思います。

また、園田競馬にカーミンの特別賞ということで表彰をしておりますが、私も園田へ

行きますと、そこでカーミンと一緒に表彰状を手渡したわけですが、その中の観客の３

組ぐらいの人が、ああ、カーミンにこんなとこで久しぶりに出会うなんてということで

近寄っていただきました。そして、神河町へバス旅行に行ったんですよと、今度もまた

行きますからね、こんなとこで会うなんてというようにして声をかけていただきまして、

本当にびっくりしたような状況でございました。

そういう中で一つ一つ、本当にちっちゃいことですけども、いろんな面で芽が出るん

じゃないかなというように私は思っております。よろしくお願いしたいというように思

います。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 補正予算につきまして、この手続上のミスがあったということ

は、これは担当課長、副町長のほうから申し上げたとおりでございます。私のほうから

重ねてはその部分は省略させていただきまして、先ほど赤松議員のほうから観光に対す

る物の考え方、管理者として何を考えてるんだという、そういう御質問であったと思い

ます。私のほうからその基本的な物の考え方について述べさせていただきたいと思いま

す。

神河町は合併時に１万３，０００人を超えている町でありました。しかしながら、兵

庫県の中でも一番小さな町、その町が８年目を迎えまして、今現在、住民基本台帳上で

は１万２，４００人前後という人口推移しているわけであります。文字どおり人口減少

社会の中での本当にその一つの自治体であるということでございます。あわせまして、

平成２４年度の出生数が過去最低だと思います。年間５７人という深刻な状況がござい

ます。そのために神河町はこれからのまちづくりをどこに重点を置かなければいけない

のかということでございます。この点につきましては平成２５年度の当初予算の中での

－１０９－



まちづくりの予算の組み立て方の中でも概要の中でも述べさせていただいたところでは

ございますが、改めてまず安全⋞安心のまちづくり、災害に強いまちづくりを進めなけ

ればいけないことを基本としながら、そして人口減少社会に対する町としての重点政策

を打って出なければいけない。その一つとしては、少子化対策、そこでの子育て環境の

充実、あわせて雇用の確保、若者流出防止、住宅政策、そしてまた高齢者対策というこ

とで、病院を核とした健康福祉のまちづくり構想をことしから策定をするということで

あります。あわせまして、やはり農林業の活性化、とりわけ農業、林業、そしてまた自

然環境を生かした観光産業の充実⋞強化⋞発展、このことを進めていかなければいけな

いということです。

このたびのこの観光プロモーションにつきましては、文字どおり神河町の観光行政、

この重点施策に基づいた予算の執行をしたというところでございます。人口減少に対し

ての一つの有効的な政策としましては、議員も御存じのとおり、交流人口の増加である

ということは御存じのとおりであります。人口減少に対してどういうまちづくりをして

いくのか。やはり人が訪れる町をつくっていかなければいけないということが言われて

おります。私もいろいろな講演会にも行かせていただいて、その講演の演題は、これか

らの地域活性化、そのために何が必要なのかということでございます。どの講師の方も

言われるのが、交流人口の増加、そのためのその地域の魅力づくり、そしてそのために

足元をしっかりと固めていくということも重要である。そのためにはもう一度地域を見

詰め直して、それぞれの地域に何が魅力あるものがあるのかということを地域の皆様方

と行政が一緒になって見つけていかなければいけないんだということでございます。そ

ういう点におきましては、合併しまして以降、各地域で取り組んでいただきました地域

サロン事業というものは文字どおり地域の宝物を掘り起こす、これからの神河町の観光

交流人口１００万人に向けた礎になったというふうに思っているところであります。そ

ういういろいろな宝物を活用していきながら、さらに町内にたくさん設置してあります

観光施設、そしてこれからのやはり観光は、その地域にしかないものを訪れていただい

た人々に提供していくという地産地消を基本とした食の提供であろうというふうに考え

ているところであります。そういうことをこれからの神河町の人口減少対策の政策の大

きな一つと考えて私はこれからさらに拡大をしていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。やり方はいろいろとあると思います。しかしながら、交流人口をふやし

ていくためには何をすべきなのかということを考えたときに、内にも外にも大胆に、そ

して長い視点でもってＰＲをしていかなければいけないというふうに感じているところ

であります。その一つとして、このたび補正予算に上げさせていただきました兵庫県の

観光プロモーションの一員として参加させていただいて海外に神河町の名前をしっかり

とＰＲするという行動をとらせていただいたわけであります。

一昨年は中国にも出向いていったわけであります。そのときも、先ほど説明しました

とおり、兵庫県観光プロモーション団の一員として行かせていただいたわけであります。
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県の要請があったから行くという、そういう御指摘もあったわけでありますけども、私

といたしましては、県のほうからあえて神河町行ってくれへんかということを言ってい

ただける神河町の存在そのものが私は非常にありがたいというふうに感じています。行

ってくれと強い要請を受けるということは、そこに神河町が非常に魅力のある町である

と。そして町そのものが人口減少対策に対する施策を、本当に小さい町ではあるけども、

大胆にやってきた、この間の取り組みが県もやはり一定認めていただいた中での要請で

あったというふうに受けとめております。そのことを深く受けとめながら、行くからに

は神河町をしっかりとＰＲしていかなければいけない。そこに見聞を広めるという、御

指摘のありました研修という部分も幾らかはあるかもしれません。しかし、私といたし

ましては、研修ということよりもしっかりと神河町の代表としてＰＲをするという、や

はりこれはプロモーション団の一員としての派遣であると、出張であるというふうに捉

えているところであります。

さらに、当初、担当課のほうからは１名の参加というふうに言っていたわけでありま

す。当然２人行くことで旅費がかさむということはわかっておりましたけども、私は１

名の職員が行くというよりも、やはり複数で行って、そして現地の人との交流をしっか

りとやりながらＰＲを進めて、そしてどういう雰囲気があるのか、当然プロモーション

団の中にも兵庫県だけではなくて大阪のほうからも参加いただいている。経済をリード

されている企業のトップであるとか、そういう方々も一緒になって行っておりますので、

そういう中での神河町のＰＲ効果というものもしっかりと果たしてくれたというふうに

思っているわけであります。

ここで少し話は、もとにといいますか、基本的な部分に戻るかもしれませんけども、

日本におきましては、２００３年に日本は観光立国ということで立ち上げたわけであり

まして、それ以降、外国人観光客の招致に向けて、今、政府が全力で取り組んでいると

いうことでございます。それと並行して兵庫県も、兵庫県にはたくさんの観光資産があ

るわけでございます。そういう中で、兵庫県にさらに外国人観光客をどんどん招致して

いきながら経済効果を上げるということで今進められております。

観光立国というのは、少しこれは書物に書いてありますけども、産業としての観光を

発展させることによって安定的、持続的に雇用と所得を生み出し、経済の牽引力とする

ことであるということでございます。このことから、日本において２００３年に立ち上

げた当時は年間観光客は五百何十万人という交流人口でありましたが、２０１２年、平

成２４年度での年間外国人観光客は８３７万人というところに伸びてきております。こ

れは、昨年は６２０万人前後ということで、東日本大震災の影響を受けて昨年は落ち込

んだところでございまして、その２年前を申し上げますと、８５０万人から７０万人と

いうところでありましたので、一昨年は落ち込みましたが、昨年はまた盛り返しをして

きているとという状況であります。

人口１億２，０００万人の日本に外国人観光客が８３７万人、これが多いのか少ない
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のかということでございます。実は世界的に見れば、今、世界の人口は６４億人という

ふうに言われております。ヨーロッパは特に観光立国ということで観光交流人口をふや

しながら経済を活性化さすという政策を随分前から取り組んでいるということで、フラ

ンスなどでは、人口６，０００万人ではありますけれども、年間７，０００万人の外国

人観光客がフランスに来ているということでありますし、フランスが第１位というふう

に言われています。第２位がアメリカであったり、スペインであったりということであ

りまして、スペインにしましても年間観光客は４，０００万人というふうにも言われて

います。こちらも国の人口を上回るというような、そういった状況があるわけでござい

ます。それから申し上げますと、日本はまだまだ観光交流人口をふやしていく可能性を

秘めた環境にあるというふうに言われているわけであります。

観光といいますと、本当に観光でどれだけのことができるんだということであります。

先ほども言われましたように、７０万人、年間来てどれだけの経済効果があったのだと

いうことを言われたときに、現時点で細かい数値を持っているわけではございません。

しかしながら、やはり観光戦略としてこれからのまちづくりに位置づけている以上は、

やはり何らかの形で数値でもってお示しをしなければならないということは思っている

ところでございます。

これも講演の中で聞いた話ではございますが、日本はやはり戦後、物づくりを中心と

した産業で経済発展をなし遂げた国であるというふうに言われています。本当にそのと

おりであります。物づくり立国日本だというふうに思っております。そういうふうな点

からすれば、観光という部分ではなかなか成果が見えにくいものであるということは否

めません。しかしながら、人口がこれだけ減ってくるというふうな中で考えますと、や

はりその人口減少したことによって国内需要額が国民１人当たり確実に減るわけであり

ますから、減ったその需要額をどこで補填するのかということを考えますと、やはり外

から人を呼び込んでくるという政策をしっかりとやっていかなければいけないというふ

うに思うわけであります。

産業所得の構造からいきますと、よく言われておりますのは、製造業としては２割、

それ以外の８割を農業であるとか、またサービス業というふうになっておりますが、し

かしながら、その所得全体からいえば、やはり物づくり産業の中での生産性というもの

は非常に大きなシェアを占めているということでもあろうかと思いますが、今後そうい

ったサービス産業、いわゆる観光産業もこれからどんどん進めていく中で、日本はその

経済成長を果たしていかなければいけないというふうにも言われておりますので、これ

も兵庫県も同様の政策として取り組まれておりますし、神河町は本当に年間５７人の出

生数ということを私自身改めて深刻事態と捉えて、あらゆる角度から大胆に積極的に取

り組んでいきたいなというふうに思っているところでございます。

足元も固め、そして外に向かってしっかりＰＲする。それが海外に出てどれだけの効

果があるんだということではありますが、しかしそのように神河町にお声がかかること

－１１２－



に対しては、これは本当にありがたいと受けとめて、なかなか神河町単独ではそういう

ＰＲはできないです。行っても相手にしてもらえないという、そういった状況かと思い

ます。そういう中で兵庫県の一員としてＰＲをさせていただくということは、これは必

ずや神河町のこれからの交流人口の増加からの経済発展につながるものというふうに考

えているところでございます。

以上、まだまだ言葉足らずではありますが、私のほうから基本的な考え方を申し上げ

まして、発言にかえさせていただきます。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩をいたします。再開は１０時４０分といたしま

す。

午前１０時２７分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き補正予算についての質疑に入ります。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。この問題、今の関連のアメリカの研

修旅行の関連の問題でございますが、今町長がいろいろと観光政策の基本的な考え方に

ついて意見を述べられたわけですが、この意見に関しては我々も考え方は同じでござい

ます。ただ今回、この問題につきましては、赤松議員が言われたように明確なルール違

反であるということでございまして、我々、私は総務委員長の立場なんですが、そうい

うルール違反のあるものを補正でということになりますと、委員長としてこれはどうも

やっぱり通すということに問題、課題があると、こういうことを申し上げておきたいと

思います。我々の立場からすれば、そういう立場であります。したがって、これに関し

ては同じく赤松議員が申されたんですが、責任という問題が発生しますので、これをき

ちっとしてもらわねばならない、このように考えております。これが１点です。

それからもう１点、この課題につきましては既に庁舎内、要は役場職員の中からもい

ろいろと批判が上がっておると。要はコンプライアンスというものをこの春からずっと

勉強してると思うんですが、昨年からですか、そういう面に関してもやっぱり社内的な

リスクというものがあるんじゃないかと、このように私は判断をしております。要は今

回の処置が社内的に見てもおかしいじゃないかということであろうと思います。

それからもう１点は、赤松議員がおっしゃったように、町民、住民の理解が得られて

ないという、こういうことです。今の財政環境もあります。観光政策もあります。観光

政策に関しましては、民生産業委員会のほうから、地域振興課観光係から資料の提供を

受けておりますけどね。１０施設ほどありますけど、観光施設、町としては３億７，４

００万円ぐらいの、それぐらいの投資をしてるわけですね。いろいろ費用を捻出してる

わけですね。いろんな面含めてですよ。そういう大幅な予算を投入しておる、こういう
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３億７，４００万の投資というものを価値ある投資に変革していくという研修を深めて

いくならば大いに結構。要は、私は前から言ってるように、やはり政策戦略、３億７，

４００万ずっと投資しっ放しということでなしに、これを減らしていって、町が投資し

たものについて付加価値で町に返ってくると、こういう政策展開、戦略展開をする勉強

をして政策を実質展開していただきたい。これはずっとここ三、四年言い続けてること

ですね。そういう面にかなう研修であれば大いに賛成だと思っておりますけども、今回

の研修は、私の判断は、これは個人的な見解ですが、観光が半分と、こういうふうに私

は理解をします。私の立場で、私、個人的に言えば、こういう場合は半分は本人が持て

と、でやらすと、そういうふうな形でやったと思います、私ならですね。そういうふう

に思います。

それからもう一つ、町長がおっしゃった方針、目標は大いに結構だと思います。しか

し、手段が私は違ってると思うんですよ。今、次いろいろ補正予算が出てきますけど、

また大河内高原にバスを出す。今度は黒田官兵衛のロケが決まりそうだ、決まったとい

うことなんですが、広告宣伝費を使ったり交際費をどんどん使ったり、そういうふうに

してお客さんを引っ張り込んでくる。これやっとる間は幾らやったって町に付加価値が

落ちてこない。つまり常に赤字経営。出した経費ほど回収できないということです。持

ち出し持ち出し。これずっとここ四、五年続けてきたわけですよね。これは過去にも質

問しましたけども、そういうことではなしに、本当にリピートですね。一遍来たらもう

１回、２遍もこっち来たいと、こういうことをするための具体的な政策、要は付加価値

を上げるための政策はどうなのかということをなぜなかなかできないのか。この辺を今

回は理解をしていただきたいと思うんですね。広告宣伝費とか交際費、おつき合い、こ

れやってる間は絶対付加価値上がってこないです。投資するだけ。半分回収できたらえ

えところですね。一般の企業も広告宣伝費をどんどんどんどん出してだんだん深みには

まってしまうということだと思います。

そんな件で、この辺についてしっかりと反省をしていただくということと、実質、今

度これは補正予算の総務委員会審議、付託されておりますので、そこでもまた細かく検

討せざるを得ないんですけれども、私の言いました意見につきまして十分御配慮を願い

たい、このように思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） このたびのアメリカプロモーション団の一員としての派遣、Ｐ

Ｒということでございますが、もう一度確認をしておきたいのが、今回の旅費につきま

しては今言いましたとおりでございまして、研修旅行ということではないというふうに

私は考えているところでございます。

それと、成田議員御発言にもありましたが、庁舎内でも職員から批判が上がってると

いう、このことについて私のほうはそこは、把握はといいますか、確認はしていないわ

けでございます。もしそういうことがあるのであれば、これは本当にチーム神河として
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まだまだ意思の疎通ができていないということでありますから、そこは反省すべき点が

あれば、それは改めてしっかりと意思の疎通を図っていかなければいけないいうふうに

思うところでございます。

それと、３億７，０００万円の観光施設に投資をしているということでございます。

そこをそれだけの投資したことに対してどれだけの効果を上げるのかという方法がこの

ＰＲということについて、それが効果的ではないということではございますが、私はこ

の効果の大小はあるにしても、私は外に向かってのＰＲをすることで、そして神河町か

ら発信することが、これは海外も含めて、兵庫県下、また日本国内においても必ず効果

が出るというふうに考えているわけでございます。このたびも官兵衛のロケということ

につきましても具体化してきているということでございます。これもこれまで兵庫県と

一緒になってＰＲを進めてきた成果の一つというふうに思っています。何もいきなりそ

ういったロケ地決定ということにはまずならないわけでございます。これもこの観光プ

ロモーション団の一員としてのかかわりとこれまでの神河町の取り組みの成果であろう

というふうに考えておりますし、また私もこの投資したものに対する経済効果を上げな

ければいけないということで、非常に各施設、指定管理料はゼロにはなっているものの、

やはり設備更新、修繕も絶対に出てくるわけであります。ランニングコストを今後どの

ようにしていくのかということも考えれば、施設管理基金というふうな、そういった基

金もこれからしっかりと組んでいきながら進めていかなければいけないんだろうという

ことは十分わかっているわけでございます。

そういう上において、私就任した当時は本当に赤字決算というふうな施設が多い中で

どうするんだという御指摘をいただきながら、やはり施設任せにするのではなくて、行

政も、そして職員一人一人が神河町の営業マンになって、外に向かって、内に向かって

発信していく、みずから汗を流してＰＲするという、これをせずして赤字だからどうす

るんだと、閉めるとか閉鎖するとか、そういう議論にはならないということで今進めて

きているところでございます。そういうことでございますので、いろんな効果があろう

かと思います。その効果の一つとして、観光プロモーションとしてのＰＲというものも

欠かすことができないものであると。ただし、観光産業というのは１年、２年で成果が

出るものではないというふうに私も思っております。だからといってあぐらをかくつも

りは全くございません。どれだけの成果が上がったかというところをどういった形で表

現できるか、これを早期に具体化していきたいというふうに思っております。

○議長（安部 重助君） 成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 町長の覚悟は聞いておきます。しっかりやっていただき

たいと思います。各課長も、あるいは各担当もやはり町長の思いというものをストレー

トに実現していくという政策を展開していただきたい、このように思います。ここ二、

三年ずっとそういうふうに言い続けておりますので、投資したものがぼつぼつ徐々に膨

れてくると、付加価値として返ってくると、こういうやっぱり流れになっておったらあ
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えて目的と手段がちょっと乖離してるんじゃないかということは言わないんですけども、

まだ目的に対して手段というものが弱いと。このように、達成する手段が弱い。お客さ

んがふえて、宿泊客がふえて、なおかつ観光のお土産なり地元の食材がどんどん売れて

いくという仕掛けにはまだなってないと。そこが不十分だと。そうしないと幾ら人が来

ても朝来の竹田のお城のようにごみだけ捨てて帰ってしまう、そういう社会問題になっ

てくると、こういうふうに思いますので、そこはひとつ十分お願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） これは、副町長、今の答弁お願いします。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。付加価値の件でございますが、やはり７

０万人で１，０００円落としていただければ７億という効果があります。そういう中で、

今現在では課が集めておるものについては５億ぐらいの効果が出ているということでご

ざいますので、それにプラス１，０００円を落としていただいて、プラス７億を目指そ

うというような取り組みを考えているところでございます。本当に竹田城については今

後においていろいろと検討されておりますけども、そのようにならないように、付加価

値を高めていくように努めてまいりますので、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。私も直近に行われました総務委員会で

もって十分意見なり議論させていただいたつもりなんですが、その模様については先ほ

ど来議員のほうから質問という形で出てますけれども、私も一、二点、意見を交えなが

ら、本当は今、質疑の時間ですから意見は余り言えないんですが、いずれ自分の考えを

もとにして皆さんにお尋ねするということになりますから、これはお許しをいただきた

い。

野村地域振興課長が当初、非常に丁寧に物事を分析して説明された、このことはその

とおりだと思いますし、謙虚に反省と謝罪をされたという意味では評価したいと思いま

す。ところが、なぜきょう説明のあったようなことが担当委員会なり、あるいは議会に

誠意を持ってされなかったかというのが非常に残念でなりません。先ほどは町長は日ご

ろから唱えられているまちづくりの理念、そして概念、これらを含めてとうとうとやら

れました。これは我々は常に聞いてますから、そのことは十分把握をいたしております。

これは一般のテレビ見てる方にとっては、ああ、ふだんどおりの政策、理念、あるいは

まちづくり理念ですね、これを述べておられた。立派なこと言うな、こうなると思うん

ですね。それに対して議会は、何かアメリカへ１人行った、２人行った、補正が２３万

７，０００円出た。何を細かいこと言うとんねん。これしか映らんのですよ。我々は、

ここではっきりしときたいのは、その補正の旅費の金額の多寡を言うとんと違うんです

ね。それと、何回も言いましたように、知見を深めて見聞を広めるということには何ら

我々、そのことに対して反対するものではございません、こう言うとるわけです。これ

も副町長代表してそういうふうに答弁なさいました。そのとおりだと思います。
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ただ今回は、町長がとうとうとやられた、まるで選挙演説のマニフェストの中身を言

うようなまちづくりの基本理念をとうとうとやられた。これは政治家ですから、それは

ええんですわ。それの末端のほうにたまたま観光政策があり、しかもそれの知見を深め

るために研修もさせとると。これも正解なんですよ。その正解な行動の一端をもっとオ

ープンに自信を持って、あれだけの自信で物を言われたんですから、それを住民にわか

るように、すなわち議会の力をかりて、自分の思いが２倍、３倍になるような手をなぜ

打てないのか。これが残念でしゃあないんですね。そうでしょう。町長、あれだけ熱意

持って、熱い思いでまちづくりの思いを持っとられるんですよ。ところが時としてこう

いう事態があらわれるから、一体どないなっとんか、町長の真のリーダーシップはどこ

にありやと、こういうふうに我々思わざるを得ない。これが問題なんですね。

言葉かえて言えば、今回の処置はルール違反やと、こういうふうに皆、感じとるわけ

ですわ、議会側としてはね。本当に金額でいえば２０万、３０万の額なんですよ、これ

はね。そのことよりも、やっぱり中国行きのそういう研修、交流団の中心になった。そ

れは我々が４月に認めた、たとえ４０万円であっても、これは大事な税金の中からそれ

を借りて使わせてもろて送り込むわけです。そういう目的で我々は４月の時点で予算を

通した。事実なんですね。ところが、目的と手段が変わってしもた。そうでしょう。中

国から、いろんな国際的な環境の中で事情が変化したから、これは取りやめになった。

それでええんですよ。しかし、変わるものとして、県の外郭団体、あるいは関連団体か

ら新しい行き先を決めました。これに何とか神河町さんも初めて上げとられるんですか

ら、内容は変わるけどぜひ参加してくださいよ、こういう呼びかけがあったと思うんで

すね。それに乗っかった。それもええんですわ。

じゃあ、新たな問題が発生したというとらまえ方をするべきやと思うんですね。これ

がルールなんですよ。たとえそれが１０万円であっても２０万円であってもね。そうい

うことのわきまえがどないなっとるのかというのが皆、ある意味では住民不在、すなわ

ち議会軽視、言葉かえたら、そういうことにつながるから、これは金額は小さくても今

までこういうのがたびたび起こっとるだけに、今回は看過できないぞというのが皆さん

の思いなんですよ。

それで、町長初め、申しわけなかったという謝罪の言葉、反省の言葉がありましたか

ら、これは今後真摯に実行してもらい、そういう議会との信頼関係が一層成就するよう

に、こういうふうに努めていただきたいなと、私はそういうふうに強く感じるわけでし

て、長々と申しましたけれども、町長の発信力をいかに効果的に周囲に、あるいは地域

に、日本国内に、外国に知らしめるようなことをやっぱり町が一体になって、すなわち

議会も巻き込んで、納得していただいて、住民に納得していただいて、その中で執行部

のそれぞれのスタッフが一生懸命働くと、こういう形であって初めて町長が言われるま

ちづくりの理想の形が生まれてくるんではないか、こういうふうに私は思います。考え

やいかに。一言だけ御答弁いただきたい。以上です。
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○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） ルール違反という点については私も何ら異論はございません。

私どもの手続上のミスということで、本当にこれは心からおわびを申し上げるところで

ございます。その中で、まちづくりの重点施策として観光戦略というものは、ここは欠

かせないということで御説明もさせていただいたところでございます。

考えてみますと、先ほど考え方を述べさせていただきましたが、あれだけ長い時間、

基本的な考え方を述べさせていただいたのは今回初めてだったのかなというふうにも思

うところではございます。そういう意味では、発言の機会があって私自身はよかったと

いうふうに思っておりますけども、争点としましては、この補正の手続上の問題という

ところは私どもも十分申しわけないという思いは持っております。そういうことで、こ

の町の政策に対して、それも重点政策の中の一つということでありますから、常にその

部分に神経を集中しながら業務に遂行しなければならないということでありますので、

そういう点についても少し考えが甘かったというふうに私自身思っております。そうい

うことで、今後そういうことがないように常に予算と、そして今進めている業務を照ら

し合わせながら、問題が生じた段階では早目早目に、これは委員会等で御相談させてい

ただきたいというふうに考えるわけでございます。よろしくお願い申し上げます。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。そういう心構えで今後ぜひ進めていた

だきたいな、これは思います。

それと、町長に一つ要望しておきたいんですが、今回のことも含めてですけれども、

我々が開く専門委員会、常任委員会、特別委員会、これは法的には何も町長、必ずしも

出席をしていただくという法の縛りはないわけなんですが、できたら重大な、重要な出

張業務がない限りは、年せいぜい４回の民生常任委員会、総務常任委員会、あるいは特

別調査委員会、主なものは３つがあるわけなんですが、できるだけその委員会にも出席

をしていただいて、胸襟を開いた議論ができるように今後努力をしていただきたいなと

いうふうに思います。何ら法的に決められておるわけでもございませんが、それぐらい

な姿勢があったら今答弁いただいたことが非常に生きてくると、私はそう思います。か

なり調査委員会では鋭いやりとりがあります、執行部の方と議会の委員のほうと。この

実態というものをいかにつかんでいくか。忙しいでしょうけれども、ことしあたりから

副課長、あるいは課長補佐、こういう方たちにも関連する調査項目がある場合は議長名

で出ていただいて、そこで意見交換をすることによって非常に物事が幅広く理解されて

いくんではないか、こういうことでございますので、ひとつ町長のほうから決意という

のか、自分の思いをこの際ですから聞かせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 委員会につきまして御意見を賜ったところでございます。御意

見の内容につきましては十分私も理解をさせていただきました。内容によりまして、何
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が何でも委員会優先して出るべきところはしっかりと出ていく考えでおりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） この件についていろいろと議論があったわけなんですけれども、

６月定例会の期間中に私のほうから町長に申し入れをしております。といいますのも、

いろいろと重要な案件については事前に議長なり、また担当委員長に相談してほしいと

いうことを強く申し入れをしております。そういった中でこういう形でまた再度出てき

たということは非常に遺憾に思うわけでございます。そういった中で、この本会議中に、

この定例会中に、私のほうから緊急発言をさせていただきたいと思いますので、まだま

だいろいろと私が申し入れた分が職員に徹底されていないということを十分に今受けと

めましたんで、再度この本会議において、テレビの前で緊急発言をさせていただきたい

というふうに思いますので、御了解いただきまして、ここでこの案については打ち切り

たいと思いますので、御了承願います。

続きまして、ほかに御意見ございませんか。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） これで３回目になるんですが、実は県の補助を受けて小

水力発電の開発というのが約５５０万円の補助金が出とんですが、これは１カ所５０万

円の分については新野地区内における小水力発電、こういうことの説明がございました。

あとの５００万円の調査費いうんか、これについてちょっとお尋ねしておきたいと思い

ます。

かつて関西電力が運営しておりました越知谷発電所、小水力がございました。これは

もう既になくなっておりますけれども、その跡地をうまく活用、再生できないかという

一つの狙いだろうと思うんですね。それで、お尋ねしたいのは、この段階では調査費で

すから金額は少ないんですが、これどっかにコンサル先はもうお決めになっとるのかど

うかいうことですね。これかなり専門的な仕事ですから、その筋でないとわからない。

依頼先と、そしてこれがまあまあ開発可能だという仮に結論出た場合、これは運営主体

はどこになるのか、町が運営していくのか、そこらの話ですね。県から小水力の開発と

いうことで補助金をいただいた。最終的には町の経営、運営になるのか。民間から投資

をさせて、それで民間に委託というか、民間の開発にするのか。これは重要な部分です

からね。５０キロ、３０キロの発電といえども、キロワット当たり、そんな安うはでき

へんわけですわな。１キロワット当たり１００万円以上のコストはかかると思うんです

ね。非常にそれ積み上げると膨大な額になりますので、そこらについてちょっと聞かせ

ていただきたい。よろしく。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。ただいまの立石議員

の御質問でございます。御質問のとおり、今予定しておりますのは岩屋、越知の学校の

上から導水路を通りまして、昔、公民館の向こうで落ちていた、あそこの発電所の跡地
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が何とか復活できないかなというのがございます。これにつきましては、私も担当も実

際、越知から岩屋まで、全部歩いたわけではないんですが、かなり歩きまして、古い水

路、昭和３０年代の水路なんで古いんですけども、８割ぐらいは残っております。実際

にそこを水が流れるかどうかはわかりません。現在はもう水流れておりませんのでわか

らないんですけども、形としてはコンクリート製の大きな水路が残っておりまして、途

中には、谷渡るところには、導水橋といいまして、高さ３メートルぐらいですかね、き

れいなアーチ形の橋もかかっておりまして、これは観光資源的にもおもしろいなという

ようなものもございます。それを何とか復活したいいうことで県にも相談してみました

ところ、１００％補助事業がつくというところがございまして、５００万円の調査費を

組ませていただきました。その中で、今申し上げました岩屋の発電所のできるかできな

いかいう概略設計、できないいう結論になるかもしれません。水の量が昔と比べて減っ

ていることもございますので、できないいうことになったらそれはそれでしようがない

なと。それと、寺前小学校前の農業用水路での可能性、それは小さいもんに、非常に小

さいもんになろうと思うんですが、あと上小田の砂防ダムの落差を使ったダムができな

いか。この３カ所の検討をしていただきたいなと思っております。

そのコンサルにつきましては、実は一番最初こういう話になったのは、民間の方から

の話の持ち込みがありまして、昔あったはずなんやけど何とかなれへんのと、なりそう

な感じなんやけどいうような話がありまして始まったことなんですけども、コンサルは

実際まだ決めておりません。小水力いいまして、今、岩屋で計画できるかなと思ってい

るのが、２００キロまでの分で一応は計画しております。やるとすれば３億円、４億円

かかるんじゃないかというふうに思われております。

開発可能となれば主体はどうなるかということでございます。県に聞きましたところ、

売電収入を農林業経費、農業の費用に充てるんであれば売電も可能であると。であれば

補助事業も可能であるというような話も聞いております。そうなりましたら半分補助に

なりまして、ひょっとして、まだ政策調整会議とか、ずっと以前の話なんでわからない

んですけども、町が経営してもいけるかなというような金額だと思います。

それと、町がやらなくても地元に土地の使用料とか、そんなようなメリットがあるん

であれば、民間の開発業者にお話を持っていってしていただくことも、それも一つの方

策かなというふうに考えております。具体的にはその可否をまず結論が出ないと次に進

めないという状況でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。１８ページですね。賃金のところで

財政担当参事のほうから説明があったんですが、この件につきましては過日の民生産業

常任委員会で説明を受けております。その辺について再度担当課長のほうから説明して

いただきたい。といいますのは、なぜかといいますと、観光交流センターの休日の対応
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と。水曜日が休みですが、それをオープンせんとあかんやないかと、あけんとあかんや

ないかというような意向の中での取り組みだと思いますので、その辺について再度説明

していただきたいのと、あわせてその賃金の中には、桜オーナーという話が出ましたね。

それも少し説明していただきたいと思います。

それからもう１点は、地籍調査の件についての太田参事の話があったんですが、これ

につきまして、最後のところで交付税措置もあるので実質の持ち出しは５％ですよとい

うような話やったんですね。例えば２４年度の実績で見ますと、決算額が１億３，４０

０万ぐらいになってると思いますが、それを分母としての５％なのか。となると、トー

タル１億３，０００万余りの事業でも５％一般財源を継ぎ足せば、この事業をやってお

るんですよというように受けとめられますので、これは普通交付税の算入なんかどうか

わかりませんが、その辺少し詳しく説明をしていただきたいと思います。

以上２点についてお願いいたします。

○議長（安部 重助君） まず１点目、地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。８月の民生産業常任

委員会で御説明申し上げましたように、特に１０月、１１月につきましては砥峰高原、

大河内高原での観光のピークを迎えるということでございます。それで、交流館のほう

で、上の交流館のほうで観光協会の物産コーナーを設けておりまして、そこへの対応を

毎日しているというような状況でございます。によりまして、非常にこちらの観光交流

センターが非常に手薄になって十分な電話応対もできないと、お客さんが目の前に来ら

れても接客できないというようなこともお聞きしておりました。それを何とか対応した

いということで、それと休館日をなくすいうこと、週に１回の休館日をなくすいうこと

もありまして、特に１０月、１１月につきましては観光交流センターで仕事をしていた

だきたいなということ。あわせて、その時期が過ぎましたら、桜華園の桜のオーナー制

度、昔からやっております。それの名簿整理等が十分にできていない現状がございまし

て、それを何とか仕上げまして、今後のそういう名簿自体をもっともっと観光施策に活

用していきたいなというところで、オーナー整理業務をしていただこうということで１

名雇用したいということでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ２点目は、特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。地籍調査の

補助金は、先ほど言いましたように、国が５０％、県が２５％で、残り２０％ぐらいが

交付税算入で５％は町持ちということでございますが、人件費を除くということで、昨

年の決算が１億３，４００万で人件費が８，０００万になっております。人件費を除い

た分ということになりますので、大方が人件費ですので事務費の分についてのみという

ことでございます。以上です。（「わかりました」と呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

赤松議員。
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○議員（７番 赤松 正道君） １８ページの１５節の工事請負費の中の県補助金はない

んか、このあたりについて、財源内訳をお願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。砥峰高原駐車場につ

きましては、昨年の地域の夢推進事業で造成したものでございますが、非常に、昨年度

も御説明申し上げましたように、土が悪くて工事が難航しまして、最後の植栽の仕上げ

が予算的にできなかったということでございます。現在、今回計上しております６２万

円につきましては、中央駐車場の、ずっと上がっていきまして十字路になるんですが…

…（「財源内訳。工事内容じゃなくて財源内訳」と呼ぶ者あり）財源内訳につきまして

は、県とも協議しましたが、今回は予算的に無理であるということでございます。以上

でございます。

○議長（安部 重助君） 一般財源でよろしいんですね。

○地域振興課長（野村 浩平君） 一般財源でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員、４回になりますので、申しわけございません。

ほかにございませんか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。今の１８ページの大河原高原整備費

の駐車場整備工事費請負というのをちょっと今聞きましたが、あとは、バスを走らすと

か何かいろいろ言ってましたが、ちょっとその辺もう少しわかるように説明願いたいと

思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。商工費の大河内高原

整備費、需用費でございます。７４万円。そのうちの消耗品が２２万円、垂れ幕と看板、

これ黒田官兵衛にかかわる分をつくりたいと考えております。食糧費につきましては、

撮影隊が来ますので、それの食糧支援ということで、ロケ弁当代１０万円。印刷製本費

につきましては、ロケを行った、それのマップを使って観光ＰＲにつなげていきたいと

いうことと、パネルもつくりたい、それに関連するポスターもつくりたいということで

４２万円。広告費につきましては５０万円。これは黒田官兵衛ロケに伴う新聞広告を予

定いたしております。９０万円の自動車借り上げ料につきましては、直通バスを増便す

るという分でございます。２０台分ふやしたいという補正でございます。以上でござい

ます。

○議長（安部 重助君） このバスの運行２０台分なんですけども、これは曜日的にはど

ういう形の組み合わせいうか配分になるんですか。

○地域振興課長（野村 浩平君） そうですね。ちょっとお待ちください。ちょっと調べ

させてください。

－１２２－



○議長（安部 重助君） 後ほど報告してください。

ほかにございますか。ほか、特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございます。

質疑を終結したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

ここで、お諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第８１号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします。再開は１１時３０分といたします。

午前１１時２２分休憩

午前１１時３０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

⋞ ⋞

日程第４ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第８２号議案、平成２５年度神河町介護療育支援事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）でござい

まして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

歳入におきまして、前年度繰越金５０８万８，０００円を計上、歳出では、６月定例

会において給与の臨時特例に関する条例等の制定、また職員の異動による人件費の補正

でございまして、給料で８万９，０００円減額、職員手当で１７万５，０００円増額、

共済費で５万３，０００円増額しておりまして、これら差し引き額４９４万９，０００

円を予備費に計上いたしております。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０８万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，７８０万３，０００円とするものでご

ざいます。
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以上、提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第５ 第８３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第８３号議案、平成２５年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でござい

まして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の内容は、歳入では、平成２４年度決算額確定によるものなどを計上しておりま

す。内容としましては、平成２４年度退職者医療療養給付費交付金の確定による２２２

万２，０００円の追加交付による増額、臨時特例による職員給与等の減額に伴う一般会

計繰入金３０万４，０００円の減額、前年度繰越金確定による３，４１３万８，０００

円の増額でございます。

歳出でも、平成２４年度決算額確定によるものなどを計上しております。内容として、

臨時特例による職員給与等の減額に伴う総務管理費３０万４，０００円の減額、平成２

４年度療養給付費等負担金などの確定による国庫支出金及び県支出金の返納金８０７万

６，０００円の増額、今回歳入歳出補正額の相殺額を財政調整基金として積むべく２，

８２８万４，０００円の増額でございます。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，６０５万６，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億８，２１５万２，０００円とす

るものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。５ページの２５節の積立金の２，８２

８万４，０００円を積み立てて、現在残高をお伺いします。
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○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 申しわけございません。手元に資料がございませんの

で、後ほど報告させていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 後ほど資料を提出してください。報告してください。

ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第６ 第８４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第８４号議案、平成２５年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、平成２４年度決算額確定によるものなどを計上しておりま

す。内容として、臨時特例による職員給与等の減額に伴う一般会計繰入金２５万２，０

００円の減額、保険料還付金４万円の増額、前年度繰越金確定による１７９万７，００

０円の増額でございます。

歳出でも平成２４年度決算額確定によるものなどを計上しておりまして、内容として、

臨時特例による職員給与等の減額に伴う総務管理費２５万２，０００円の減額、保険料

還付金４万円の増額、前年度繰越金確定分を広域連合保険料負担金として計上すべく１

７９万７，０００円の増額でございます。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５８万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，２９９万円とするものでございま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑、特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。
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⋞ ⋞

日程第７ 第８５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第８５号議案、平成２５年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でございまし

て、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正いたしております。

歳入につきましては、平成２４年度決算による国庫支出金の増額、人件費減額による

国県補助金等の減額、高齢者見守り事業の県補助による増額並びに繰越金の増額補正で

ございます。

歳出につきましては、平成２４年度決算による国庫負担金等の精算に伴う償還、人件

費の減額、高齢者見守り事業費の増額補正でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４６万３，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億５，４９１万７，０００円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、健康福祉課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。第８５号

議案の詳細について御説明申し上げます。

事項別明細書以下で説明させていただきますので、６ページをごらんいただきたいと

思います。

歳入でございます。まず、４款１項１目の介護給付費負担金でございますが、これは

国庫負担金の過年度分の増額分でございます。

続きまして、４款２項２目並びに５款１項２目、続いて６款２項１目につきましては、

これは人件費のいわゆる減額によるものの減額分でございます。

それと、第６款の２項３目でございますが、これにつきましては、物忘れ検診事業費

補助金ということで、１２５万円を計上させていただいております。この内容につきま

しては、認知症高齢者見守り事業で認知症の専門医賃金並びに備品購入費等に対する県

の補助金でございまして、補助対象経費の上限額が２５０万円ということで、その２分

の１ということで１２５万の計上をさせていただいております。
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続きまして、８款のそれぞれの項目でございますが、このものにつきましても、繰入

金等につきまして職員の人件費によるものと、それとあと基金等で繰り入れしとるもの

につきましては歳入不足の分を繰り入れるものということで計上いたしております。

続きまして、９款の繰越金でございますが、これは前年度の繰越金でございます。

続きまして、歳出をお願いいたします。８ページのほうをお願いいたします。１款１

目並びに２目等につきましては、これも人件費等のもので減額によるものでございます。

そして、５項１目の運営協議会費につきましては、介護保険事業運営協議会の委員の

謝金ということで、当初１回の予定をしておりましたが、必要があるというところであ

と１回分を増額補正をさせていただいております。

続きまして、２款保険給付費、１項１目でございますが、これは財源振替をさせてい

ただいております。

続きまして、３款の１項１目２次予防事業費につきましても、これは人件費の減額に

よるものでございます。

そして、２目の認知症高齢者見守り事業の事業費の２３７万円の増額でございまして、

これは先ほども申し上げましたように、歳入のほうで申し上げましたように、認知症の

簡易診断の結果、２次検診の必要な方に対して専門医を雇い上げ、そしてそれに対する

賃金が２７万円と、それとあわせまして認知症の簡易診断ということで、タッチパネル

は今現在１台を保有しとるわけでございますが、どうしても時間的なものがかなり１人

当たりにかかってくるというところで、このものを３台追加購入するというところでご

ざいます。

次に、諸支出金でございますが、このものにつきましては、過年度分に係る国県等の

負担金の償還金でございます。

最後、予備費に３６万６，０００円を計上させていただいております。

以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。特にございませんか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。９ページの１８節の備品購入の内容に

ついて御説明お願いします。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。先ほど申

し上げましたように、タッチパネルといいまして、この５月に講演会を開催したときに

も鳥取大学の浦上教授がタッチパネルで簡易診断ができるというお話があったわけでご

ざいますが、そのものにつきまして、現在、各集落等を回っております。それで、１５

項目のうちの１３項目までは認知症の疑いはないというところでございますが、１３項
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目以下であれば認知症の疑いがあるというところで、そのタッチパネルを購入するとい

うところで２次審査に使うもので、１台７０万円のタッチパネルの購入費でございます。

それを３台購入するということでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか、質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第８ 第８６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第８６号議案、平成２５年度神河町土地開発事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）でございま

す。

補正の理由は、平成２４年度からの繰越金が確定したことに伴うもので、歳入歳出と

も８４０万９，０００円の増額でございます。歳出は予備費の科目で調整しております。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４０万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，９２０万９，０００円とするものでご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第９ 第８７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第８７号議案、平成２５年度神河町老人訪問看護事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は平成２５年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）でござい

まして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

歳入では、前年度繰越金６１９万３，０００円、雑入で町有自動車の損害保険受入金

１７万７，０００円をそれぞれ増額しております。

歳出では、６月定例会において給与の臨時特例に関する条例等を制定したことにより、

人件費について、給料で１４８万円、共済費で３２万４，０００円を減額、また事故に

よる補償費示談金を１７万７，０００円増額しておりまして、これら差し引き７９９万

７，０００円を予備費に計上いたしております。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３７万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，０５１万６，０００円とするものでございま

す。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないことを認めます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１０ 第８８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第８８号議案、平成２５年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、平成２４年度決算額確定によるものを計上しております。

内容としましては、前年度繰越金５２９万円の増額、前年度繰越金確定により財源確保

可能となった財政調整基金４４６万５，０００円の減額でございます。

歳出では、歳入の前年度繰越金の充当残を予備費に８２万５，０００円増額するもの

でございます。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，４７２万８，０００円とするものでござい
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ます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでしたら質疑を終結したいと思いますが、御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１１ 第８９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第８９号議案、平成２５年度神河町寺前地区振興

基金特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）でござ

います。

補正の内容としましては、歳入で、各地区からの申請によりまして振興基金繰入金を

１９２万７，０００円増額いたします。その増額分を歳出の地域振興費、負担金補助及

び交付金に１９２万７，０００円増額し、各地区の施設整備事業に補助します。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９２万７，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，２１３万５，０００円とするものでご

ざいます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。４ページの歳出、これは集落集会施設

整備事業補助金１３２万７，０００円と下にスポーツレクリエーション施設の事業補助

金６０万円上がっとるんですが、これは対象はどこどこなのか、具体的な説明をいただ

きたいんですよね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。集落集会施設につき
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ましては、比延でございます。クーラー４台、テレビ３台等の費用でございます。

スポーツレクリエーションにつきましては高朝田でございまして、子ども屋台の修理

代でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１２ 第９０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第９０号議案、平成２５年度神河町水道事業会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）でございまして、補正

予算（第２号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条、収益的支出の営業費用で１３９万９，０００円の減、特

別損失を１５０万円の増額、予備費で１０万１，０００円減額することにより、予算第

３条に定めた水道事業費用の総額３億４，７５７万３，０００円に増減はありません。

予算第４条、資本的収入及び支出でありますが、収入で、県砂防工事に伴う水道管移

設工事負担金として１，４５０万円を追加し、既決予算額２７５万円を１，７２５万円

に補正。支出では、建設改良費に県砂防工事に伴う水道管移設工事に係る経費で１，４

５０万円の増額と、当初より計上の原水取水地改修工事に３８０万円を増額し、既決予

算額１億６，５４６万３，０００円に１，８３０万円を追加し、総額を１億８，３７６

万３，０００円とするものです。

予算第５条に定めた議会の議決を経なければ流用のできない経費については、職員給

与費で１３９万９，０００円減額し、５，４３３万７，０００円に補正するものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては上下水道課長から御説明しますので、よろしく御審議をお

願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を上下水道課長、してください。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課の坂本でございます。それでは、水道事業

会計補正予算（第３号）につきまして詳細を御説明いたします。

３条の補正予算実施計画をごらんください。予算第３条、収益的支出の総係費ですが、

給料で１１４万１，０００円減額、手当の管理職手当で９，０００円減額、法定福利費、
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共済組合手当を２４万７，０００円減額、厚生福利費で２，０００円の減額で、総係費

を１３９万９，０００円の減額としております。これは臨時特例による給与減額に伴う

ものでございます。

続いて、特別損失、固定資産除却損失で岩屋浄水場膜モジュールの更新と県砂防工事

関連の水道管移設工事に伴う既設分の除却損失を１５０万円増額、予備費で１０万１，

０００円減額いたしまして、収益的支出の総額３億４，７５７万３，０００円には増減

はございません。

続きまして、５ページ、予算第４条の資本的収入及び支出ですが、収入では、県砂防

関連の水道管移設、これは追加なんですけども、工事負担金といたしまして１，４５０

万円を増額し、既設予算額２７５万円を１，７２５万円に補正しております。支出では、

建設改良費の施設費に県砂防関連の水道管移設工事に係る設計委託料に１５０万円、工

事請負費で同じく県砂防関連の水道管移設工事に１，３００万円と当初予算計上の猪篠

浄水場原水取水地改修工事に３８０万円を追加した１，６８０万円を増額、既設予算額

１億６，５４６万３，０００円に合計１，８３０万円を増額した１億８，３７６万３，

０００円に補正するものでございます。

予算第５条に定めました議会の議決を経なければ流用のできない経費については、職

員給与費を臨時特例に伴う１３９万９，０００円を減額し、５，４３３万７，０００円

に補正するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開は１３時ちょうどといたします。

午後０時０５分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日、平成２４年度決算審査報告のために井上秀樹代表監査委員が御出席いただいて

おりますので、ここで御紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

それと、先ほどの審議の中で、８１号議案、成田議員のほうからありました地域振興

課のほうで、砥峰高原バスの運行についての詳細説明とありましたので、それの説明を、

追加説明をしていただきます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。バスの説明を申し上
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げます。

昨年は７月末から９月まで、９月いっぱい、週１回、日曜日に運行しております。そ

れをことしは同じ時期、７月末から９月末を火、木、土、日、１日１便運行いたしてお

ります。それと、昨年は１０月から１１月に火、木、土、日に１日３便運行しておりま

したが、ことしは１０月から１１月、毎日３便から１便減らしまして２便運行するとい

う計画をしておりまして、合計、差し引きしましたら、２０便ふえるというものでござ

います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 次に、８３号議案で赤松議員のほうから財政調整基金の積立金

の現在高の質問がございました。これについて住民生活課長のほうから説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。赤松議員の御質問に

お答えをいたします。大変失礼しました。

今回の積立金２，８２８万４，０００円を加えました提案額、加えました国保の財政

調整基金の合計でございますが、１億３，１８２万２，４２７円でございます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） それと、谷口教育課長が本日、もし審議が延長になれば途中で

退席されるということでございますので、御了承願います。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第１３ 第９１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第９１号議案、平成２５年度神河町下水道事業会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、補

正予算（第１号）以降、補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。補正の内容は、臨時特例措置による給与

減額に伴うものでありまして、予算第３条、収益的支出、営業費用の総係費で、給料を

４６万４，０００円、法定福利費、共済負担金を９万９，０００円、厚生福利費、互助

会負担金を１，０００円の合計５６万４，０００円を減額、予備費で５６万４，０００

円増額しますので、予算第３条に定めた下水道事業費用の総額６億１，１９８万６，０

００円に増減はありません。

予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用のできない経費については、職員給

与費を５６万４，０００円減額し、２，４７５万５，０００円に補正するものです。
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以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑、特にないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１４ 第９２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第９２号議案、平成２５年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）でございまして、

補正予算（第１号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容としましては、医業費用において、６月定例会において給与の臨時特例に

関する条例等を制定したことによる人件費の補正でございまして、給料で３，１６７万

３，０００円、職員手当の管理職手当で１９１万４，０００円及び法定福利費において

６７８万５，０００円をそれぞれ減額しております。また、経費において、職員被服費

で事務員の制服を更新するため６８万２，０００円を増額しております。そして、これ

らの差し引き額３，９６９万円を予備費に計上いたしております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。特にございませんか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 病院ですね。

○議長（安部 重助君） そうです。

○議員（12番 成田 政敏君） 給与について確認、お尋ねだけしておきます。このたび

の国の国家公務員の給与に準じて減額していただいたということでございますが、これ

はありがとうございます。その中で、医師給というところまで減額していただいたと、

こういうことでございますが、通常、医師というのはそういうところで今まで聞いたこ

とが余りないんですが、そういう協力をいただいたということについていろいろと状況

があったと思います。そこらお聞かせ願ったらと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 病院事務長。

○病院事務長（細岡 弘之君） 病院の細岡でございます。前にもちょっと御説明申し上
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げましたが、県下でも公立病院の中で医師は減額してるのは神崎総合病院だけという状

況でございますし、今、厳しい医療環境の中で、特に医師、看護師を中心に人材不足と

いう中では、ほかの病院では看護師、また医療技術職は行ってないというところも結構

あるわけでございます。しかしながら、先生方も医師不足といいながらも、その中で職

員が協力をして病院の健全経営をということが少しずつ病院全体で浸透してきまして、

先生方もそういう意識を持って取り組んでいただいてるという状況でございます。

今回の経緯としましては、県下の状況を踏まえまして、私としましては、当初はドク

ターの減額は行わないという思いで調整を行っておりました。そういうことにつきまし

ても病院のドクターに一応知っておいていただくことが必要だということで、執行部会

で職員については減額をしますという話をしたところ、職員だけ、医師以外はやるのに

医師だけがしないということはやはり職場としては、組織としてはそれは問題があると

いうふうに言っていただきまして、医師もあわせて減額をしてくれというお話でした。

そこで、医局会のほうで先生方に相談をしていただいた上で全員の了承を得て、そうい

う形になったということでございます。

大事なのは、それでよかったということではなくて、一つは組織としてそういう風土

ができ上がってきたということについては非常にやっぱりありがたいことだと。今後も

維持していきたいと思いますが、一方で、医師不足の厳しい状況の中においてもやはり

ドクターが減額されるということについては、私たちはそれをしっかりと受けとめて、

非常に申しわけないという思いも一方ではしっかりと持っていくと。その分については

ドクターにいろんな面で働きやすい環境づくりをしていくという思いを持って今回そう

いう結果になったということでございますので、その辺を住民の皆さんも十分に御理解

をいただきたいと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ここで、最高管理者であります町長のほうからも一言、言葉を

いただきたいと思います。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 職員給与減額につきましては、６月定例議会の中で提案をさせ

ていただいて、内容についても申し上げ、今、病院事務長のほうからさらに詳しい状況

も説明させていただいたところであります。

当初、病院事務長のほうからも病院の取り扱いについて協議をしたわけでございます

が、病院執行部会議において報告をしたところ、病院執行部、院長、副院長、そしてそ

れぞれの部長等も入っておられますので、そこからその中で職員が減額ということであ

れば同じようにすべきだというふうな話が出たということで、私自身、本当に病院その

ものは、これからの病院の将来像、将来ビジョンも打ち立ててきたところではあります

が、そのような中でやはり医師と、そして病院、看護職、また事務職との意思疎通が本

当にこの間なされてきてるんだなということを私は思った次第であります。これを受け

まして、私のほうからも病院院長のほうにもこのたびの給与減額に対しての病院として
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の御理解につきまして心からの感謝を申し上げますと、その旨を各先生方にお伝えくだ

さいということを申し述べたところであります。そういうことで、これからますます病

院においてもチームワークをさらに大切にしながら、喜んでいただける病院運営に心が

けていきたいということを病院のほうも言っていただいておりますし、私自身、同じ思

いで取り組んでいきたいと思っているところです。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） ありがとうございました。職員の皆さんもこのたびはそ

ういうことでスムーズにというか、納得して承認いただいたということで賜っておりま

すけども、実行に対して感謝を申し上げておきたいと思います。今後、我々いつもなか

なか厳しいこと言うんですけども、決して厳しいだけじゃなしに、しっかり行政経営や

って、やっぱり無駄な経費は落として有効な税金の使い道というものを常に我々はやる

責任というのがあります。その中で、しっかりと財源が余裕が出れば、給料をいつも下

げろ下げろと言ってますけども、そう言うばかりじゃございませんので、しっかりと資

金的に余裕ができれば、またそれに報いていくというのがやっぱり行政の経営のポイン

トだと思うんで、今後そういうことにつきまして、しっかりと我々も見ていきたいと思

いますので、このたびはいろいろとありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。先ほどの成田議員の質疑に関連をいた

しまして、私のほうからも一言申し述べておきたいと思います。

実は、先ほどの町長の答弁の中で病院のスタッフに感謝するという意味の言葉が述べ

られました。非常にいいことだと思いますし、その背景にはいろいろと、私、３月の定

例会、そして６月の定例会、２回の定例会にわたって病院と最高責任者である町長との

関係という意味で随分と意見を申し上げたところでございます、これは一般質問の中で

の話でございますが。そういうことからして、今町長の答弁を聞きよると、その後、病

院と連携を密にして、できるだけ幹部会議にも出席をして病院との意思疎通に努めてい

ると、こういうふうに私は受け取ったんですが、そうであろうということでございます。

引き続いて病院の健全経営、そして現場の士気の高揚、町長みずからが先頭に立って、

ひとつこの病院経営、４分の１の大きな予算で運営しておりますから、神河町の総予算

の４分の１を占める大事業でございますので、ひとつよろしくお願いしたい。私が今申

し上げましたことについて、私は期待を持って発言をいたしておりますので、町長から

一言答弁をいただきたい。以上です。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） ありがとうございます。公立神崎総合病院の位置づけというこ

とで申し上げましても、やはりこれからのまちづくりに、この町に総合病院があるかな

いかということは非常に大きな要素を占めるというふうに思っております。今年度より
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立ち上げております病院を核とした健康福祉のまちづくり構想を今進めているところで

はありますが、あわせて病院の耐震対策、耐震補強の問題も含めて、病院のこれからの

あり方、どうあるべきなのかということを病院執行部とも連携をとりながら、私自身、

病院の執行部会議にも新年度より参加をさせていただいているところであります。より

連携を密にしていきながら住民に喜んでいただける病院にしていきたいと思っておりま

すので、今後とも御指導のほどよろしくお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。３ページの３目の経費の関係で、職員

の被服費、金額的に少ないんですけれども、年度当初に上げるべきでないかな、その年

の採用数についても想定ができますので上げるべきでないかないうふうな中で、そして

またこの被服費を計上するとすれば金額が少額過ぎるん違うかなというような感じがす

るんで、内容について説明いただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。赤松議員さんの御質問

にお答えいたします。

制服の件でございますけども、この分につきましては、事務の女子の制服のみでござ

います。これにつきましては、予算の算定につきましては３１名で１人２万２，０００

円という予定をさせていただいております。本来、当初、事務の女子の制服につきまし

ては３年ごとにほぼ更新をしている状況でございまして、今年度３年たっておりました

けども、何とか１年延ばしたいということで来年度に予定をしておりましたが、実は新

しい職員が入りまして、つくる段になりまして製造中止ということになっておりまして、

同じ服がそろわないということになりましたので、やはり当初の予定どおり本年度で更

新ということで予定をさせていただきたいと思いまして、このたび上げさせていただい

たような次第でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございましたら質疑を終結したいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第１５ 第９３号議案から第１０５号議案

○議長（安部 重助君） 次に、日程第１５、第９３号議案から第１０５号議案、平成２

４年度各会計歳入歳出決算認定の件を一括議題といたします。
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まず、第９３号議案、平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案、平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

まず初めに、決算の概要につきまして申し上げます。お手元に配付しています平成２

４年度決算説明資料をごらんいただきたいと思います。

国の平成２４年度地方財政への対応は、通常収支と東日本大震災関係を別枠管理とし

て、財政運営戦略に基づく中期財政フレームにより、地方交付税等の地方一般財源は平

成２３年度と同水準が確保されていました。しかし、景気は長引くデフレや歴史的な円

高に加え、東日本大震災と原発事故によりまして低迷をし、５月には日本の原子力発電

を全て停止したため電力不足となる事態も生まれ、経済はなかなか回復のめどが立ちま

せんでした。そのような中、１２月の衆議院議員総選挙で政権が交代をし、金融緩和策

による円安傾向や株価回復等で、実体より先行していると言われていますが、経済回復

の兆しが見られているところではあります。

また、経済対策として大型の補正予算が組まれ、当町におきましても、その有利な補

助や起債を受けて学校施設の耐震化工事や道路舗装等の補正予算を組みましたが、全て

平成２５年度への繰り越しとなっています。

我が町の財政状況でございますが、継続費で進めてきました神崎小学校⋞幼稚園の整

備最終年ということや平成２３年度からの繰越額が多かったことなどで、普通会計歳出

総額は昨年より１１億７，９４５万１，０００円多い９０億９，８３４万円となりまし

た。歳入歳出差し引き額は２億７３万２，０００円で、一般財源１，５４８万４，００

０円を平成２５年度へ繰り越しましたので、実質収支額は１億８，５２４万８，０００

円となっています。

歳入における経常一般財源は対前年０．５％増の５４億３，８１９万７，０００円で、

地方税、地方譲与税、各交付金が減り、普通交付税や臨時対策債がふえています。歳出

における経常一般財源は１．５％減の４９億５，０９７万９，０００円で、人件費や公

債費が減っていますが、扶助費や物件費がふえています。これらによりまして経常経費

割合は若干減り、経常収支比率は９１．０％と１．９ポイント改善しました。

財政健全化指標である実質公債費比率は平成２４年度の３カ年平均比率は１８．０％

で、昨年より１．７ポイント改善しています。平成２５年度予算時点までは１７．９ポ

イントと見込み、平成２６年度に１８％未満とする計画が１年早く達成する予測をして

いましたが、０．１ポイント届きませんでした。また、将来負担比率も８０．２％と昨

年から２．２ポイントの改善となっています。
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特別交付税につきましては、当初見込みよりも２億１，６４６万円多い５億１，６４

６万円を受けることができました。これらを積むことにより、財政調整基金残高は１１

億６，８６７万９，０００円と昨年より３億３，８３２万９，０００円増額しています。

実質単年度収支は５億４１５万４，０００円と多くを残しましたが、普通交付税の額は

合併一本算定になると５億２，０００万円程度減る予定ですので、歳出の規模を縮小し

ていかなければなりません。

普通会計の決算数値の前年度比較については２ページのとおりでございます。

次に、途中省略させていただきまして、４ページをお願いいたします。一般会計歳出

での主な事業や特徴的な事業について目的別に説明します。

議会費では、収支に特に影響はありませんが、１月に神河町議会基本条例が施行され、

３月に議員定数を次回の一般選挙から１２名に削減する条例が可決されました。

総務費の一般管理費では、コンピューター使用料に７，８６６万９，０００円、保守

点検委託料に１０７万５，０００円、セキュリティーソフト更新手数料に１０７万５，

０００円を支出しています。職員の資質向上のために１人６回の４班で開講したマナー

研修の講師料が８４万円、病院充実のため神戸大学寄附講座の寄附金として３，３００

万円支出しました。また、７月から外国人登録がなくなり住民票を作成することになり

ましたが、その法務省情報連携設定作業委託料が１５万１，０００円でございます。

財産管理費では、神崎小学校学童生徒用のバス停留所を神崎支庁舎に整備しました工

事請負費が１，２３３万８，０００円、役場１階の照明省エネ化工事費が２０７万９，

０００円でございます。

町民の交通対策として、地方バス等公共交通維持確保対策補助金が６８５万円、コミ

ュニティバス運行委託料６，９８８万９，０００円、路線バスコミュニティ料金化事業

負担金３６２万５，０００円、またＪＲ山陰本線⋞播但線輸送改善事業補助金として２

０４万円を支出しております。コミュニティバスの利用者は一般で１，５６８名減の７

万３，２１４人、中学生等定期券利用者を含めると１，０７２人増の２５万３，２６２

人となっています。

１０月から情報センターの職員３名を減員し、番組制作事務を外部委託しましたが、

その委託料が８２１万１，０００円でございます。

１２月１６日に第４６回衆議院議員総選挙が行われましたが、執行費用は８０８万３，

０００円で、適正に執行されました。

民生費の心身障害者福祉費では、４月から障害者福祉サービスを受けるには計画書が

必要となり、平成２７年度までに段階的に適用されますが、香翠寮への相談支援委託料

１４８万７，０００円、町内のバリアフリー施設案内看板設置は１６万２，０００円で

した。

児童福祉費では、子どもを健やかに生み育てる支援金に３４５万円、平成２４年２月、

３月の子ども手当に３，２６８万５，０００円、平成２４年４月からの児童手当に１億
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５，４０３万円、保育所の運営委託料に１億８，００２万７，０００円、延長保育促進

事業補助金を１，０７４万１，０００円を支出しております。６月までは子ども医療費

として小学４年生以上の入院、通院と中学生の入院の拡充助成をしましたが、７月から

は中学生までの医療費無料化を実施しました。これにより乳幼児等医療費は対前年９９

７万４，０００円増額の３，１０７万１，０００円で、これを含めた医療助成費のシス

テム改修委託料が５７７万５，０００円でございます。

衛生費の企業会計補助金では、病院に４億６，０００万円、水道事業会計に６，７０

０万円、下水道事業会計に４億３，０００万円を補助しました。

予防接種では、９月からのポリオのワクチンが生から不活化に変更になり、接種回数

が２回から４回にふえ、１１月からは３種混合ワクチンにポリオを加え、４種混合ワク

チンとなりました。国の方針では予防接種は集団でなく個別接種を勧奨している中で、

昨今の予防接種の種類がふえているため、医療機関の負担が懸念されるところでござい

ます。医薬材料費に１，２０５万２，０００円、個別接種委託料に１，６０５万円でご

ざいます。

健診事業では、特定基本健診受診者数は横ばいですが、婦人健診は２年に１回となっ

たため減っています。特定健診事業３０９万８，０００円、がん等各種検診事業７４６

万６，０００円、婦人健診事業は２７３万６，０００円でございます。

中播北部行政事務組合クリーンセンターの負担金は３億３，７９９万２，０００円、

火葬場分は２，００３万４，０００円、中播衛生施設事務組合負担金は４，２０３万８，

０００円でございます。

次に、農林水産業費では、中播農業共済事務組合負担金１，０４１万９，０００円、

中山間地域等直接支払交付金事業１，４１８万６，０００円、神河町地域農業推進協議

会補助金３５４万９，０００円、鍛治用水路改修工事と日和農道新設工事に１，９１８

万円、その他町単独土地改良事業に５３６万７，０００円を支出しております。有害鳥

獣対策事業では、鹿、イノシシの金網柵７，０８５メートル、電気柵は２２５メートル

を設置、シカ捕獲実施隊編成支援事業委託料７８９万５，０００円、シカ緊急捕獲拡大

事業負担金３４２万３，０００円でございます。カドミウム対策として、湛水栽培と代

かき強化の取り組み指導を行う一方、土壌調査や立毛調査を継続して行い、カドミを吸

収する長香穀を栽培する植物浄化技術の導入、普及推進委託料に１２１万４，０００円

を支出いたしました。調査の結果は全て基準以下の問題ない数値となりました。また、

農業施設フードセンターの空調設備改修工事に８９１万８，０００円を支出いたしまし

た。地籍調査事業は順調に推移をしておりまして、平地部の再調査は南小田⋞上小田地

区、高朝田⋞宮野地区などを、山林調査は作畑地区を実施しました。

林業費では、千ケ峰⋞三国岳線工事費負担金に７１７万円、環境対策育林事業補助金

５４５万４，０００円、緊急防災林整備事業補助金８７５万９，０００円、針葉樹と広

葉樹の混合林整備事業補助金に１，８９８万５，０００円を支出しています。林道水谷
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線舗装新設工事に１，３５０万円、林道補修事業に３３５万２，０００円を支出してい

ます。１１月４日に峰山でひょうご森のまつりが知事を迎え開催され、５，５００人の

参加がありましたが、その地元市町負担金が１８０万円でございます。

商工費では、商工会補助金が２，０６０万円、商工振興事業補助金が２００万円、観

光振興費では、観光施設修繕料が１，０５２万１，０００円、農村環境改善センター指

定管理料３５０万円、グリーンエコー笠形体育施設指定管理料７００万円、夏まつり事

業委託料３００万円、地域の夢推進事業での福本藩陣屋跡庭園改修委託料に３００万円

等を支出しています。また、ヨーデルの森駐車場リニューアル工事に４１３万３，００

０円、ヨーデルの森浄化槽膜ユニット⋞散気管改修工事に６１８万円、ヨーデルの森備

品購入に４７１万２，０００円、ホテルモンテ⋞ローザ真空式温水ボイラー等改修工事

に６００万円、観光協会補助金に７０８万円を支出しています。

大河内高原整備費では、峰山高原ホテル空調設備更新工事に５，８５９万２，０００

円、地域の夢推進事業の砥峰高原駐車場整備工事に５４６万６，０００円でございます。

町内観光施設の入り込み客数は７０万７，００２人で、対前年度２．７％の伸びであ

りました。

土木費の道路整備では、電源立地地域交付金事業の川上太田ダム線のり面修繕工事に

１，２２３万６，０００円、同じく町道谷垣内重行線のり面修繕工事に１，１０６万７，

０００円、しんこう大橋の木製高欄が腐食していましたので、歩道側の擬木での改修に

１，６４６万円、その他道路維持補修に１，６２５万円を支出しました。

町道神崎⋞市川線に７０２万３，０００円、町道水走り中河原線に９４５万４，００

０円、町道粟賀⋞柏尾⋞貝野線では２４年度分が９，３０７万６，０００円で、２３年

繰り越しが６，４６９万９，０００円でありました。橋梁長寿命化修繕計画策定業務委

託に３３３万２，０００円、二本木線道路改良を含む地域交流館、寺前公民館整備事業

の工事請負費に１億２２１万２，０００円を支出しました。

消防費の常備消防費の姫路市消防局消防事務委託料では、救急無線のデジタル化もあ

り、１億３，９２７万８，０００円を支出しております。

非常備消防団活動事業で１，５８４万５，０００円、消防施設管理事業と整備事業で

６４１万３，０００円、河川量水標設置等災害対策事業に３３５万５，０００円を支出

しました。

次に、教育費でございますが、平成２１年度から継続費で整備しました神崎小学校⋞

幼稚園の校舎、園舎、プール新築とグラウンド整備と体育館の改修が終了しました。平

成２４年度の小学校施設整備工事は９億４，９３５万６，０００円、幼稚園施設整備工

事は２億６，７４５万５，０００円でございます。

社会教育では、長期山村留学業務委託料が１，９８２万５，０００円、社会体育では、

町民グラウンドの改修工事が１，４６４万１，０００円でございます。

３月の国の大型補正によりまして、中学校の多目的ホール、体育館、寺前小学校体育
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館、長谷小学校体育館の天井構造物の耐震化と越知谷幼稚園の耐震化建築工事の採択を

受けましたが、全額２５年度に繰り越しました。

公債費の元金は１１億５，５００万８，０００円で、うち１億２，９４０万４，００

０円の繰り上げ償還をしました。利子は１億４，７８６万６，０００円でございます。

災害復旧費では、平成２３年度災害の残りと６月の台風４号によるものは、農業施設

災害復旧工事の上岩栗谷頭首工ほか１件で４６万８，０００円、町単独林道施設災害復

旧工事林道市川左岸線の土砂除去に１３万９，０００円、公共土木施設の中茶屋川災害

復旧工事で１７０万１，０００円、町単独土木施設では、足尾川しゅんせつ工事ほか７

件で７３４万５，０００円でございます。平成２３年度繰り越しでは、農地災害の御弓

場農地復旧工事７７万７，０００円、農業施設災害復旧工事で加納上井頭首工ほか８件、

２，９４０万６，０００円、林業施設災害復旧費では林道黒川新田線ほか２件で１，２

９０万２，０００円、公共土木施設災害復旧費では茶の木原橋災害復旧工事ほか８件と

用地購入物件補償で４，５４７万６，０００円でございます。

以上、平成２４年度決算の概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては会計管

理者から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 会計課の橋本でございます。よろしくお願い

します。

それでは、第９３号議案の内容について決算書により御説明をさせていただきます。

最初に、決算書の１ページから４ページにかけて歳入の決算額を一覧表にしておりま

す。その歳入合計欄が３、４ページにありますので、お願いいたします。

歳入について、平成２４年度の当初予算額は７９億５００万円で、その後の補正によ

り５億９，５３６万６，０００円の増額と平成２３年度からの繰り越し財源が９億１，

９８３万２，１４３円あり、最終の予算現額は９４億２，０１９万８，１４３円となり

ました。これに対し、歳入の決算額は、収入済み額が９１億４，４３１万２，６２６円、

予算額に対する歳入の執行率は９７．１％です。不納欠損額が４２６万５，４５１円で、

収入済み額は１億２，８７１万８，７２４円となっています。

次に、決算書の５ページから８ページにかけて歳出の決算額を一覧表にしております。

その歳出合計欄が７、８ページにありますので、お願いいたします。

歳出の決算額は、支出済み額８９億５，５３７万３，１６３円で、予算額に対する歳

出の執行率は９５．１％です。翌年度繰越額が１億８，７９６万１，０００円で、不用

額は２億７，７１３万３，９８０円となり、歳入歳出差し引き残額は１億８，８９３万

９，４６３円となっています。

それでは、９、１０ページからの歳入歳出事項別明細書により説明させていただきま

す。歳入の第１款町税は、収入済み額２０億６，９６８万５，９５２円で、歳入総額の
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２２．６％、不納欠損額は４２６万５，４５１円、収入未済額は７，１６２万７，５２

４円で、徴収率は９６．５％です。

１項町民税は５億３，３５４万５，４５５円で、不納欠損額は１５４万６，６９１円、

収入未済額は２，５２４万７，２２９円で、徴収率は９５．２％です。うち個人町民税

は徴収率９４．６％、法人町民税は徴収率は９９．３％です。

２項固定資産税は１４億４，２７６万８，９９４円で、歳入総額の１５．８％、不納

欠損額は２５２万３，５６０円、収入未済額は４，４３４万４，６９５円で、徴収率は

９６．６％です。

１目の固定資産税では徴収率は９６．８％で、２目の国有資産等所在市町村交付金及

び納付金では、新野県営住宅や生野ダムなど関連の土地建物分です。

３項軽自動車税は３，１５６万１，０００円で、不納欠損額が１９万５，２００円、

収入未済額は２０３万５，６００円で、徴収率は９３．４％です。

４項町たばこ税は６，１２８万８，４０３円。

５項鉱産税は５２万１，１００円です。

２款地方譲与税は、収入済み額７，０４６万９，０９６円で、歳入総額の０．８％で

す。内訳については、次の１１ページ、１２ページのとおりでございます。

３款利子割交付金は４０５万８，０００円、４款配当割交付金は４１０万７，０００

円、５款株式等譲渡所得割交付金は９３万円、６款ゴルフ場利用税交付金は１，４１８

万７，５３０円で、次に１３ページ、１４ページ、７款地方消費税交付金は９，９５８

万８，０００円、８款自動車取得税交付金は２，５３８万４，０００円、９款地方特例

交付金は４２０万４，０００円です。

１０款地方交付税は３２億３，２１１万６，０００円で、歳入総額の３５．３％です。

内訳は、普通交付税が２７億１，５６５万６，０００円、特別交付税は５億１，６４６

万円でございます。

１１款交通安全対策特別交付金は２８４万９，０００円です。

次に、１５、１６ページで、１２款分担金及び負担金は、収入済み額１億７６１万３

７９円で、歳入総額の１．２％です。

１項分担金は３，８７１万４８１円で、１目総務費分担金はケーブルテレビの加入金

です。

２目農業費分担金のうち農業費では、平成２３年度からの繰り越し分の中山間地域総

合整備事業、日和農道分と農業体質強化基盤整備促進事業⋞鍛治用水路分合計で４７５

万３８７円、農村総合整備事業村づくり型⋞鍛治用水路分で１５２万５，３３５円です。

林業費では、林道寺谷線ほか町単独林道補修事業に係る分で２６万８，２７５円。

３目土木費分担金は、社会資本整備総合交付金事業の寺前区地域交流館分です。

４目災害復旧費分担金は、農業⋞林業施設災害復旧事業に係るもので、２３年度から

の繰り越し分も含め、農業施設災害事業分の９０万２，４４６円と繰り越し分の林業施
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設災害復旧事業分の１１２万２，１５８円です。

２項負担金は６，８８９万９，８９８円で、１目民生費負担金は、寺前保育所、神崎

保育園等の運営負担金。

次に１７、１８ページで、２目衛生費負担金は１，０７２万７，０８７円で、中播北

部行政事務組合からの職員給与分が主なものです。

３目農業費負担金は、中播農業共済事務組合からの職員給与分でございます。

４目土木費負担金は、県土木事務所の職員出向の人件費分でございます。

１３款使用料及び手数料は、収入済み額２億３，７１６万１，１１０円で、歳入総額

の２．６％です。

１項使用料は２億２，９２１万７，９９０円で、１目総務使用料は、過年度分も含め

てのケーブルテレビ利用料１億３，５０６万４４０円が主なもので、収入未済額２０７

万３，０５０円はケーブルテレビ利用料分です。

２目衛生使用料は、過年度分を含めての合併処理浄化槽の保守管理受託分で、収入未

済額は８万２，７４０円です。

３目土木使用料では、住宅使用料は３団地の過年度分を含め１，４８２万４，８１０

円で、収入未済額は２７万４，９８０円、次の道路使用料は９０１万９，６２０円、町

営駐車場使用料は４５５万４，８４０円などです。

次に、１９、２０ページ、４目教育使用料は、幼稚園の保育料、預かり保育料で１，

１５０万２，１００円、地域交流センター使用料４０９万１，８００円、学童保育クラ

ブ施設使用料４２８万４，５００円や町民温水プール使用料１，４４２万５１０円など

です。

２項手数料は７９４万３，１２０円で、１目総務手数料では、ケーブルテレビ端末機

器設置手数料や税関係諸証明に係る町税の手数料のほかに、戸籍住民基本台帳関係の諸

証明手数料などで、収入未済額８，９００円はケーブルテレビ端末機器設置手数料分で

す。衛生手数料は、し尿くみ取りなどの手数料で、次に、２１、２２ページで、土木手

数料は、屋外広告物許可手数料などです。

１４款国庫支出金は、収入済み額８億９，９７２万１，４３６円で、歳入総額の９．

８％です。

１項国庫負担金は６億５，０７０万６，９５５円で、１目民生費国庫負担金では、１

節の私立保育所運営費で５，２３万７，０４５円、２節の国保基盤安定負担金で３２７

万３，８２５円、３節の心身障害者福祉費で９，１２０万４，５９６円、４節の子ども

手当交付金と５節の児童手当交付金を合わせ１億２，８３９万６，４８９円、教育費国

庫負担金は、継続費分も含めて神崎小学校の施設整備費国庫負担金です。災害復旧費国

庫負担金は、次の２３、２４ページで、茶ノ木原橋など２３年度からの繰り越し分を含

めての公共土木施設災害復旧に係る国庫負担金です。

２項国庫補助金は２億４，６３５万４，７２５円で、１目総務費国庫補助金は、合併
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市町村補助金です。

２目民生費国庫補助金は、地域生活支援事業補助金１７７万３，０００円や子育て支

援交付金３１７万１，０００円などです。

３目衛生費国庫補助金は、感染症予防事業の補助金９３万５，０００円が主なもので

す。

４目土木費国庫補助金の道路橋梁費補助金では、神崎⋞市川線や水走り中河原線の道

路整備事業交付金が８１２万６，７２５円、粟賀⋞柏尾⋞貝野線の平成２３年度からの

繰り越し分も含めての社会資本整備総合交付金５，４２８万５，０００円などです。都

市計画費補助金では、寺前区地域交流館新築、二本木線道路改良の社会資本整備総合交

付金４，０６３万９，０００円、住宅費補助金では、空き家利活用再生等の社会資本整

備総合交付金５７５万６，０００円などです。

５目教育費国庫補助金は、平成２３年度からの神崎小学校⋞幼稚園の整備に係る継続

費分の学校施設環境改善補助金交付金で、１節の小学校費で６，７１４万３，０００円、

次の２５、２６ページの３節の幼稚園費で５，８３６万１，０００円などが主なもので

す。

３項国庫委託金は２６５万９，７５６円で、総務費国庫委託金は、中長期在留居住地

届出事務委託金１５万２，０００円など、民生費国庫委託金は、国民年金事務委託金２

４３万１，１２６円が主なものです。

１５款県支出金は、収入済み額５億１，７７０万８４１円で、歳入総額の５．７％で

す。

１項県負担金は１億５，８８２万６，５１０円で、１目総務費県負担金は、移譲事務

市町交付金、２目民生費県負担金では、１節の保育所運営費で２，８１１万８，５２２

円、２節の国保の保険基盤安定負担金で２，４３９万３，５５５円、３節の心身障害者

福祉費負担金で４，９０６万２，０３９円、次の２７、２８ページで、４節の後期高齢

者医療保険の保険基盤安定負担金で２，５０７万６，８９２円、５節の子ども手当交付

金と６節の児童手当交付金を合わせて２，８５４万２，８３２円です。

２項県補助金は３億２，０１４万７，７３３円で、１目総務費県補助金は、バス対策

補助金３９４万５，０００円、コミュニティバスの運営補助金６０９万４，０００円、

町道川上太田ダム線のり面改良工事等の電源立地地域対策交付金事業補助金２，３０５

万３，０００円などです。

２目民生費県補助金では、１節社会福祉費補助金では民生児童委員活動費用などの社

会福祉事業に対する補助金、２節老人福祉費補助金では、老人クラブに係る補助金です。

次の２９、３０ページで、３節医療助成費補助金では、それぞれの医療に対する補助金、

４節児童福祉費補助金では、地域子育て特別支援事業分と児童虐待防止緊急強化事業に

係る子育て支援対策臨時特例交付金３７２万２，０００円や保育対策等促進事業補助金

７１６万円などです。
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３目衛生費県補助金は、妊婦健診、健康増進事業、自殺対策強化やワクチン接種緊急

促進事業などの補助金です。

４目農林業費県補助金の１節農業費補助金で、中山間地域等直接支払交付金１，０６

３万９，４８３円、地籍調査事業補助金３，６３７万５，０００円、次の３１、３２ペ

ージで、平成２３年度から日和農道の繰り越し分の中山間地域総合整備事業３４０万円、

シカ捕獲実施隊編成支援事業補助金３９４万７，５００円、鳥獣被害防止総合対策費用

補助金１，５２９万６，０００円、鍛治用水路分の繰り越し分の農業体質強化基盤整備

促進事業６３５万円などです。２節の林業費補助金では、緊急防災林整備事業補助金９

０２万１，７３０円、針葉樹林と広葉樹林の混合林整備事業で１，９５７万１，０００

円、林道水谷線改良事業に伴う補助金６８８万円などです。

５目商工費県補助金は、峰山宿泊施設起債償還補助金４，７５５万９，０００円や福

本藩池田陣屋跡の庭園改修や砥峰高原駐車場整備に係る地域の夢推進事業補助金４００

万円。

６目土木費補助金は、防災情報発信基盤整備に係る地域の夢推進事業補助金５８８万

円。

消防費県補助金は、避難所看板設置に係る地域の夢推進事業補助金です。

８目教育費県補助金は、小学校体験活動補助金１６３万６，０００円や、次の３３、

３４ページで、中学校のトライやる⋞ウイーク事業補助金４５万円、ひょうご放課後子

どもプラン推進事業３０９万５，０００円などとなっています。

９目災害復旧費県補助金は、平成２３年度からの繰り越し分の頭首工、農地に係る農

業施設災害復旧補助金３，１２１万５，８８７円や林道に係る林業施設災害復旧事業補

助金８８３万９，０００円などです。

３項県委託金は３，８７２万６，５９８円で、総務費県委託金は、県民税の徴収委託

金１，８３０万３，７２６円、衆議院選挙に係る委託金８０８万３，１１５円や各種統

計調査の委託金です。

２目民生費県委託金の５００円は、社会福祉統計事務交付金です。

３目衛生費県委託金は、歳入はありません。

次に、３５、３６ページで、４目農業費県委託金は、地産地消学校給食推進事業委託

金、５目商工費県委託金は、砥峰高原の自然交流館の管理運営に係る委託金です。

６目土木費県委託金は、県道などの用地取得事務委託金２０２万２，３７９円やチェ

ーン脱着所維持管理委託金１２３万円などです。

７目教育費県委託金は、道徳教育推進地域⋞推進校実施委託金１９万円や水辺の自然

環境学習事業委託金３５万円などとなっています。

１６款財産収入は、収入済み額１，１２３万４，４２４円で、歳入総額の０．１％で

す。

１項財産運用収入は８７３万８１６円で、１目利子及び配当金は各基金から生じた利
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子で、２目財産貸付収入は、歯科診療所テナント等貸付料１５９万７，２００円、駐車

場貸し付け１２８万７，６００円や、次の３７、３８ページで、医療法人白鳳会等、そ

の他貸し付け２４５万２，４４４円などで、収入未済額５万３，６００円は川崎住宅跡

地貸し付け分です。

２項財産売り払い収入は２５０万３，６０８円で、不動産売り払い収入は、町有地や

里道水路などの売り払い収入です。物品売り払い収入は、給食配送車の売却分です。

１７款寄附金は、収入済み額３１７万３，２１６円で、歳入総額の０．０３％です。

１目一般寄附金は、喜楽鉱業株式会社ほかからの寄附金で、２目指定寄附金は、神河

ふるさとづくり応援基金１３０万円や神崎青年会議所、むつみ会などからの指定寄附金

３７万３，２８０円となっています。

１８款繰入金は、収入済み額９，３６０万２，３４９円で、歳入総額の１．０％です。

１項他会計繰入金は７，１５１万１，９２２円、介護療育支援事業特別会計繰り入れ

は建設償還分の負担金で、国民健康保険事業特別会計繰り入れは特定保健指導事業分で、

介護保険事業特別会計繰り入れは郡認定審査会と光熱水費など、次の３９、４０ページ

で、土地開発事業特別会計繰り入れは、貝野しんこうタウン売却に伴う収入分、振興基

金特別会計繰り入れは、寺前及び長谷漁業組合への補助金分です。

２項基金繰入金は、収入済み額２，２０９万４２７円で、公共施設維持管理基金から、

次の４１、４２ページの地域福祉基金まで、各基金の目的により取り崩しをしておりま

す。

１９款繰越金は、収入済み額１億９，９５９万４，０１７円で、平成２３年度からの

繰り越し財源充当額５，９１２万９，１４３円を含んでの繰越金で、歳入総額の２．２

％です。

２０款諸収入は、収入済み額１億７，００１万５，２７６円で、歳入総額の１．９％

です。

１項町預金利子は２５万６，８１０円、２項延滞金加算金及び過料は９６万３，８４

８円で、町税の延滞金です。

３項貸付金元利収入は２４４万９，２６２円で、住宅改修⋞新築資金貸し付け事業等

に係るもので、収入未済額は過年度分も含めて５，２１４万３，３６２円です。

次に、４３、４４ページで、４項受託事業収入は４４万２，２６０円、県道などの草

刈り、草処分に係る土木事業所からの環境整備受託事業収入分です。

５項雑入は１億６，５９０万３，０９６円で、１目診療収入は、上小田、川上各診療

所の診療報酬で、国保連合会からの受入金です。

２目雑入は１億６，１５８万６，９９４円で、主なものは、市町村振興交付金では宝

くじの市町交付金で１，２００万２，５３１円、集団検診実費徴収金は３０２万１，１

００円、環境対策育林事業受入金は兵庫みどり公社からの森林管理１００％作戦の推進

事業受入金で１３１万７，９０５円、消防団員退職報償金等受入金は消防団員の退団に
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係る退職報償金で１，１１８万５，０００円、給食事業収入は原材料分の徴収金、収入

未済額は過年度も含め２４２万１，１１８円です。起債償還受入金は、中播北部行政事

務組合から福本揚羽ホールの建設分４７６万２，８００円と神崎フードから炊飯設備更

新に係る償還補填３８１万３，８６３円です。１０節の雑入で、１００万円以上の主な

ものとして、次の４５、４６ページで、上から６行目、田舎暮らしの推進協力金が２件

で５７２万９，０００円、その下、７行目で福祉医療高額療養費給付調整金が２４５万

７，９３９円、その下、長寿社会づくりソフト事業交付金は１００万円、その下、５段

目のかみかわ田舎暮らし推進協会支援金返還金３２０万円、その下、６段目で後期高齢

者医療広域連合健診補助金で１４０万円、その下、３段目で庁有自動車損害保険受入金

２４３万８，５５６円、その下、７段目で山村留学の参加費で１，０３０万４，９４０

円、その下、ケーブルテレビ引き込み工事費負担金が１３４万９５０円で、収入未済額

として３万３，４５０円があります。次の４７、４８ページ、上から９段目の文化遺産

を活かした観光振興⋞地域活性化事業返済金として５００万４９７円、その下、コミュ

ニティ助成事業助成金で２５０万円、その下、１２段目ですけども、町民グラウンド改

修に伴うスポーツ振興くじ助成金で７５３万２，０００円、その下、９段目で振興協会

より社会貢献広報事業交付金３７８万３，２２５円、その下、４段目で後期高齢者医療

広域連合療養給付費負担金精算金３０３万２，５０２円などです。

２１款町債は、収入済み額１３億７，６９２万１，０００円で、歳入総額の１５．１

％です。

１目の臨時財政対策債は、地方税収等の減収に係るもので、次の４９、５０ページ、

２目の農林業債は、千ケ峰三国岳線の広域基幹林道開設事業、水谷林道整備事業と繰り

越し分の中山間地域総合整備事業の日和農道に係るものです。

３目の商工債は、峰山高原のリラクシアの空調設備、駐車場整備に係るものです。

４目土木債の道路橋梁事業債で、町道粟賀⋞柏尾⋞貝野線の現年度分と繰り越し分の

社会資本整備総合交付金事業債で９，９４０万円、道路整備と橋梁整備事業債では、神

崎⋞市川線や水走り中河原線しんこう大橋高欄改修で２，４００万円、河川整備事業債

は、防災情報発信基盤整備事業分、都市計画整備事業債は、寺前地域交流館整備に係る

ものです。

５目の教育債は、継続事業で実施してました神崎小学校⋞幼稚園の整備に係るもので

す。

６目の災害復旧事業債は、農業施設や林業施設、公共土木施設の繰り越し事業分も含

めての災害復旧に係るものです。

以上で歳入を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 会計管理者、ここで暫時休憩をいたします。再開は１４時３５

分といたします。

午後２時１７分休憩
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午後２時３５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き平成２４年度の歳入歳出決算の説明を受けます。

会計管理者、どうぞ。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） それでは、５１、５２ページからの歳出を説

明させていただきます。説明についてなんですけども、町長の提案説明の中で大体の項

目が出ておりまして、私と大分重複するところがありますので、私のほうの説明は歳出

については款項の金額のみを朗読させていただきまして、後の実質収支からについては

再度詳しく説明をさせていただきますので、御了解をいただきたいと思います。

それでは、５１、５２ページからは歳出、第１款議会費は、支出済み額１億１７７万

６，１５８円で、歳出総額の１．１％です。説明資料は１４ページとなっております。

次に、２款総務費は、支出済み額１３億１，４８４万１，０３２円で、歳出総額の１

４．７％です。説明資料は１４から１９ページです。１項総務管理費は１２億１，６８

７万４，４４８円です。

次に、６９、７０ページ、２項徴税費は７，３１０万９，８８９円、３項戸籍住民基

本台帳費は８６６万１，４６５円、４項選挙費は１，５１３万３，４９９円、次の７７、

７８ページに飛びます。５項統計調査費は４５万１，５００円、次の７９、８０ページ、

６項監査委員会費は６４万７，２６０円。

次に、８１、８２ページで、３款民生費は、支出済み額１１億８，４２９万９，０４

６円、歳出総額の１３．２％です。説明資料は１９ページから２３ページです。

１項の社会福祉費は７億９，７３８万６，３７６円、次に、９１、９２ページに飛び

まして、２項児童福祉費は３億８，６９１万２，６７０円、３項の災害救助費は支出は

ありません。

４款衛生費は、支出済み額１５億９，３１１万７，８０５円で、歳出総額の１７．８

％です。説明資料は２３から２６ページでございます。

１項保健衛生費は６億７，１３０万６，１０９円で、次の９９、１００ページで、２

項環境衛生費は７，１８３万６，９８４円、３項清掃費は８億４，９９７万４，７１２

円です。

次に、１０３、１０４ページで、５款農林水産業費は、支出済み額３億８，４９１万

５，５２０円で、歳出総額の４．３％です。説明資料は２６から３０ページです。

１項農業費は２億９，８６１万７０５円、次に、１１３ページ、１１４ページ、２項

林業費は７，９７５万４，８１５円、３項水産業費は６５５万円。

６款商工費は、支出済み額２億５，１６４万２２５円です。歳出総額の２．８％で、

説明資料は３０ページから３２ページとなっております。

次に、１２３、１２４ページ、７款土木費は、支出済み額４億８，４９７万５，０１
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６円、歳出総額の５．４％です。説明資料は３２ページから３５ページです。１項土木

管理費は９，８０４万４，１９８円、次の１２５、１２６ページで、２項道路橋梁費は

２億４，１２５万２，６７２円、次に、１２７、１２８ページで、３項河川費は１，６

３５万８，４００円、４項都市計画費は１億１，０７１万７，７３７円、次の１２９、

１３０ページで、５項住宅費は１，８６０万２，００９円。

次の１３１、１３２ページで、８款消防費は、支出済み額１億９，３１９万２９４円

で、歳出総額の２．２％、説明資料は３５、３６ページです。１項消防費は１億３，９

１９万２９４円。

次の１３５、１３６ページで、９款教育費は、支出済み額２０億４，１１２万３，７

８８円で、歳出総額の２２．８％です。説明資料は３６から３３ページです。

１項教育総務費は７，５８５万６，６２３円です。次に、１３９、１４０ページ、２

項小学校費は１０億５，１９４万６，８７１円、次に１４５、１４６ページで、３項中

学校費は５，８５４万７，５１１円、次に１４９、１５０ページで、４項幼稚園費は４

億２，２７１万８，９７８円、次に１５３、１５４ページで、５項社会教育費は１億８，

８０７万１，８２０円です。次に、１６３、１６４ページ、６項保健体育費は２億４，

３９８万１，９８５円。

次に、１６９、１７０ページで、第１０款公債費は、支出済み額１３億２８８万８，

４３７円、１１款諸支出金は、支出済み額４４８万５，０００円です。

次に、飛びまして１３款災害復旧費は、支出済み額９，８１２万８４２円で、歳出総

額の１．１％、説明資料は４４から４５ページです。同じページの１項農林水産業施設

災害復旧費は４，３２７万１，５５０円です。次に、１７３、１７４ページで、２項公

共土木施設災害復旧費は５，４８４万９，２９２円です。

次に、１７５ページで一般会計決算実質収支に関する調書では、歳入総額９１億４，

４３１万３，０００円、歳出総額８９億５，５３７万４，０００円で、歳入歳出差し引

き額は１億８，８９３万９，０００円となっております。そのうち翌年度へ繰り越しす

べき財源は１，５４８万４，０００円で、実質収支額は１億７，３４５万５，０００円

です。

次の１７６、１７７ページで、財産に関する調書では、土地の決算年度中の増減は、

行政財産では、閉校に伴い、川上小学校用地を学校からその他施設に変更し、その他施

設であったゆめ花館用地１，１８７．９３平米のうち９２１．１９平米を神崎小学校用

地に変更したことにより、学校、幼稚園で５，２８５．５５平米減少し、その他施設用

地で５，０１８．８１平米が増加し、差し引き２６６．７４平米が減少しています。

普通財産では、宅地で土地開発基金所有の中村地内の１筆２２５．９９平米を購入し、

うち５０平米を売り払い、差し引き１７５．９９平米の増加となり、その他では、新野

の土地１筆６８平米を売り払っており、差し引き１０７．９９平米の増となり、土地全

体では１５８．７５平米減少しています。
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建物についてです。学校、幼稚園で川上小学校の木造、非木造合計で１，７４４平米、

幼稚園で１９８平米を閉校、閉園に伴い、その他施設に変更し、新築により神崎小学校

木造、非木造計で５，５２４．３１平米と神崎幼稚園で１，０８６．３６平米が増とな

り、差し引き４，６３８．６７平米の増、観光交流施設では、誤りにより、かんざき大

黒茶屋をその他施設から変更し、６４．９８平米の増、その他施設では、川上小学校⋞

幼稚園及び大黒茶屋の変更に伴うものとゆめ花館の取り壊しにより３５４．９８平米の

減とケアステーションかんざきが普通会計のため、病院から移管したことにより７２５．

５３平米の増となり、差し引き合計で１，５５２．０４平米の増となりました。その結

果、全体で木造が３，５４９．０５平米、非木造で２，７０６．６４平米、合計で６，

２５５．６９平米の増となっております。

次の１７８ページで、有価証券及び出資による権利には増減はありません。

次の１７９ページで、債権では、住宅資金等貸付金で元利返済による２０７万６，０

００円の減、医師修学資金貸与金で４８０万円の増で、差し引き２７２万４，０００円

の増となっています。

基金では、おのおのの目的により取り崩し、積み立てを行っております。財政調整基

金は３億３，８３２万９，０００円を積み立て、１１億６，８６７万９，０００円とな

り、基金合計では決算年度中の増減は合計で３億５，２２５万１，０００円の増で、年

度末現在高は１４億８３９万円となっています。

次の１８０ページで、物品では、普通乗用車１台と軽四自動車２台の計３台が減とな

っております。

以上で、歳入歳出決算書の説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

以上で第９３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９４号議案、平成２４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の件でご

ざいます。神河町介護療育支援事業は、神崎郡３町と姫路市が共同で運営しておりまし

て、障害を持つ子供の療育や家庭への直接的支援はもとより、学校や各町保健担当、健

康福祉事務所との連携を通して障害を持つ子供たちを支えています。

今年度の小児療育延べ利用児数は、就学前児８３９人、就学児１，５２８人、合計２，

３６７人であります。収入済み額５，７５４万９３８円、支出済み額５，１０３万９，

３６５円、歳入歳出差し引き残額は６５０万１，５７３円でございます。

以上が決算の概要でございます。
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詳細につきまして病院総務課副課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 病院総務課副課長、詳細説明をしてください。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。

それでは、介護療育支援事業特別会計の詳細説明をさせていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、５ページ、６ページをお願いいたし

ます。１款分担金及び負担金は、市川町、福崎町、姫路市からの運営費の負担金２，４

９５万８，０００円でございます。

２款繰入金の１目一般会計繰入金は、神河町の運営負担金で１，１８２万円、２目老

人訪問看護事業特別会計繰入金１００万円は、ケアステーションの事務所を訪問看護ス

テーションが利用していることから、訪問看護事業からの事務所の賃貸料としましての

負担金でございます。

次に、４款諸収入、１項事業収入でございますが、障害児の通園事業収入で９８１万

９，５０３円でございます。

次に、２項受託事業収入１２２万９，３５８円は、スタッフを各町の介護予防教室な

どに講師として派遣した事業収入でございます。

次に、７ページ、８ページをお願いいたします。歳出でございます。１款業務費４，

４６５万１，９６１円でございます。これにつきましては、人件費が主なものでござい

ます。給料及び職員手当は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケースワーカーの

４名分でございます。共済費は、その４名の共済費及び嘱託及び臨時職員の社会保険料

等でございます。賃金につきましては、嘱託及び臨時職員の保育士各１名と嘱託事務員

の３名分で７４２万５，９９５円でございます。その他につきましては経費でございま

して、中でも、光熱水費の需用費が２６９万１，８１５円、次に、８ページから次の１

０ページの清掃維持管理を初めとした委託料が１３３万５，１２３円と多くを占めてお

ります。

３款諸支出金の一般会計繰出金６３８万７，４０４円は、建設償還金の負担分でござ

います。

次に、１１ページ、１２ページには実質収支に関する調書と財産等に関する調書をつ

けておりますので、御参照いただければと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 以上で第９４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９５号議案、平成２４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件でご
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ざいます。本会計は、本年３月の補正予算におきまして、医療費高騰による収支の悪化

から、財政調整基金約９，５００万円を投入して収支を調整する提案を行ったところで

ありますが、本年６月の常任委員会において、決算見込みとして歳入の国県支出金や各

種交付金の増額等により財政調整基金の投入をゼロとし、かつ約３，０００万円の繰越

金を計上することが可能となる報告を行ったところでございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。歳入では、国民健康保険税が２億７，

０２３万８，０００円、国庫支出金が３億１，５９０万５，０００円、療養給付費交付

金が９，７８０万１，０００円、前期高齢者交付金が２億５，３５７万３，０００円、

県支出金が１億３，８７５万２，０００円、共同事業交付金が１億８，１５８万２，０

００円、繰入金５，９６４万８，０００円、繰越金４，４０７万５，０００円などで、

歳入合計は１３億６，３３４万５，０００円となっております。

歳出では、総務費が２，０８３万３，０００円、保険給付費が９億１，１９５万６，

０００円、後期高齢者支援金等が１億４，７５７万７，０００円、介護給付金が６，６

１１万８，０００円、共同事業拠出金が１億６，０５２万７，０００円などで、歳出合

計は１３億２，９２０万６，０００円となっておりまして、歳入歳出差し引き額３，４

１３万９，０００円となり、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

それでは、説明をさせていただきます。決算書の１ページをごらんください。歳入の

部につきまして、まず構成比の高い事項を歳入に占める割合と内容を説明をいたします。

１款国民健康保険税は、歳入の約２０％を占め、被保険者が納めていただくものであ

りまして、その内訳は、医療給付費分として約６７％、後期高齢者支援分約２４％、介

護分約９％の３つから成り立っております。

３款及び６款の国及び県支出金は、国県合計で歳入の約３３％を占めており、前年度

の構成比２３％から１０％の伸びをしております。国県支出金は一般被保険者に対する

措置であります。

４款療養給付費交付金は、歳入の約７％を占め、退職者分について医療費等経費から

保険税を控除した額が社会保険支払い基金より交付されております。

５款前期高齢者交付金は、約１９％を占め、６５歳以上７５歳未満の加入率と医療費

により算出をされます。この交付金の額は、当該年度の概算額から前々年度の概算額と

確定額の差額を差し引く方式となっております。

７款共同事業交付金は、約１３％を占めております。
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それでは、事項別明細書５ページから収入済み額を中心にいたしまして、主な項目と

あわせまして顕著な増減部分を前年度比較にて説明をいたします。なお、時間短縮のた

め１００円以下は読み上げを省略させていただきます。

１款国民健康保険税の総額は２億７，０２３万８，０００円で、収入済み額が７，２

７２万７，０００円であります。収入額の内訳は、１目一般被保険者分２億３，５７０

万１，０００円で、うち現年分が２億２，４２３万２，０００円、滞納分１，１４６万

８，０００円で、税の３区分は備考のとおりでございます。

２目の退職被保険者分は３，４５３万７，０００円で、うち現年分３，３７９万４，

０００円、滞納分７４万２，０００円でございます。税の３区分は備考のとおりでござ

います。

２款の使用料及び手数料は８万９，０００円で、保険税の督促手数料でございます。

３款国庫支出金の総額は３億１，５９０万５，０００円で、前年比約７，９００万の

増額です。内訳は、１項国庫負担金２億４，４５９万２，０００円、１目療養給付費等

負担金が２億３，６０６万９，０００円で、保険者負担額の３２％が交付されるもので

ございます。

７ページをごらんください。２目の高額医療費共同事業負担金が７２６万３，０００

円で、国、県おのおの、歳出の共同事業拠出金の４分の１が交付をされます。

３目の特定健診負担金は１２６万円で、４０歳以上７５歳未満の特定健診、保健指導

事業費の国、県おのおの３分の１が交付されるものでございます。

２項の国庫補助金７，１３１万３，０００円の内訳は、１目財政調整交付金で、１節

の普通調整交付金は、財政力が一定水準以下の市町に、その程度の応じ交付されるもの

でございます。

４款の療養給付費国庫負担金は９，７８０万１，０００円で、前年比約３，２００万

円の増額です。現年分でございます。

５款前期高齢者交付金は２億５，３５７万３，０００円で、この交付金は前年比約１

億１，０００万円の減額でございます。

９ページをごらんください。６款県支出金の総額は１億３，８７５万２，０００円で、

前年比約６，４００万円の増額となっております。内訳は、１項県負担金８５２万３，

０００円のうち、１目の高額医療費共同事業負担金７２６万３，０００円、２目特定健

診等負担金１２６万円、２項の県補助金１億３，０２２万９，０００円のうち、１目財

政調整交付金１億２，８６０万９，０００円、２目国保育成指導費補助金１６２万円で

ございます。

７款の共同事業交付金は１億８，１５８万２，０００円で、前年比約４，６００万円

の増額でございます。内訳は、備考欄の高額医療費共同事業交付金３，５８５万８，０

００円は、８０万円以上の医療費に対しまして、歳出の共同事業拠出金の２分の１相当

が交付されます。保険財政共同安定化事業交付金は１億４，５７２万３，０００円で、
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３０万円以上８０万円未満の医療費に対し、歳出の同拠出金と同額が交付されるもので

ございますけれども、２４年度におきましては、医療費が伸びたことによりまして、歳

入のほうが多くなってございます。

８款の財産収入は１７万７，０００円で、財政調整基金利子でございます。

１１ページ、９款繰入金は、一般会計からの繰入金で５，９６４万８，０００円であ

ります。内訳は、１節保険基盤安定繰入金で、備考欄の保険税軽減分３，０３４万２，

０００円と保険者支援分６５４万７，０００円、２節職員給与費等繰入金１，６５５万

９，０００円、３節出産育児一時金繰入金８４万、４節財政安定化支援事業繰入金は交

付税算入分であり、５３５万９，０００円でございます。

１０款の繰越金は、前年度繰越金で４，４０７万５，０００円でございます。

１１款諸収入は１５０万円でございます。１３ページの１項雑入、２目返納金１９万

７，０００円、３目雑入は９５万１，０００円で、内容は備考欄のとおりでございます。

２項の延滞金及び加算金は、一般被保険者分で３５万１，０００円でございます。

以上、歳入合計が１３億６，３３４万５，７５５円で、前年比では約２，４００万円

の増額でございます。

続きまして、歳出の部でございますが、決算書の３ページをお願いをいたします。ま

ず、構成比の高い事項の内容を説明をいたします。

２款保険給付費は、歳出の約６９％を占めまして、１項医療諸費は、国保事業制度の

本体をなすものでございます。一般被保険者、退職被保険者に分けて運営をしておりま

す。

３款後期高齢者支援分は約１１％を占めまして、後期高齢者医療制度の創設に伴いま

して平成２０年度から設けられ、厚生労働省の基礎数値をもとに積算をしております。

７款の共同事業拠出金は約１２％を占めまして、高額医療費共同事業拠出金と保険財

政共同安定化事業拠出金から成り、いずれも再保険の掛金的な性格になってございます。

それでは、事項別明細書１５ページから主な項目と顕著な増減分を前年比較で説明を

いたします。

１款総務費の総額が２，０８３万３，０００円、１項総務管理費は２，０３６万１，

０００円で、節の区分の主なものは、給料、職員手当、共済費、委託料で、詳細は記載

のとおりでございます。

２項徴税費は４１万８，０００円で、賦課徴収費でございます。

１７ページの３項運営協議会費は５万４，０００円であります。

２款保険給付費の総額は９億１，１９５万６，０００円で、前年比較で約１億円、１

２％の増額となっております。医療費高騰の証左でございます。

１項療養諸費の目の欄をごらんいただき、頭についてございます一般、退職の後の療

養給付費と療養費の違いを申し上げます。療養給付費は、通常の診察、処置、治療、看

護の医療行為でありまして、被保険者は負担分３割等のみ支払う方式でございまして、
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現物支給と言われております。一方、療養費は、補装具などで被保険者が一旦全額をお

支払いしまして、国保連合会の審査の後、適正であれば７割等が現金支給される方式で

あります。

それでは、内訳は、１項療養諸費８億５７８万９，０００円で、前年度比較が約８，

０００万円、１１％の増でございます。

１目一般被保険者療養給付費は、件数が４万５８件でありまして、７億２，３９４万

１，０００円で、９％の増でございます。

２目の退職被保険者は４，３１３件でございまして、７，３４０万５，０００円、４

０％の増でございます。

３目の一般療養費は９８５件、額が４３３万８，０００円で、２２％の伸びを示して

おります。

４目の退職療養費は、７９件で３５万８，０００円で、これも１４％の伸びを示して

おります。

５目の審査支払い手数料は、レセプト点検手数料などで１７４万４，０００円でござ

います。

２項の高額療養費１億３０１万４，０００円で、前年度比較で約２，４００万円、３

０％の増でございます。内訳は、１目一般分１，４８９件、９，２１５万円、２目退職

分１０６件で１，０８６万４，０００円でございます。

１９ページをお願いいたします。４項出産育児諸費は、件数が３件で、前年比１２件

の減は、出生率の減が如実にあらわれたところでございます。金額は１２６万円でござ

います。

５項の葬祭諸費、件数が２０件、１００万でございます。

６項精神⋞結核医療付加金は、７２０件で８９万２，０００円でございます。

２１ページをお願いいたします。３款後期高齢者支援金等は１億４，７５７万７，０

００円で、１目後期高齢者支援金は、厚生労働省の基準により積算したものでございま

す。

４款前期高齢者納付金等は１４万８，０００円で、平成２０年度から創設され、厚生

労働省の基準により前期高齢者の加入率、医療費から積算した額でございます。

２３ページの６款介護給付費は６，６１１万８，０００円で、同じく厚労省の基準に

より積算をしたものでございます。

７款の共同事業拠出金の総額は１億６，０５２万７，０００円で、１目高額医療費拠

出金２，８８９万４，０００円は、医療費が１件８０万を超える場合、その一部が補填

されます。２目の保険財政共同安定化事業拠出金は１億３１６３万３，０００円で、１

件が３０万以上８０万円未満の医療費の拠出金でございます。

８款の保健事業費の総額が８５７万８，０００円で、内訳は、１項特定健診等事業費

５８１万円、これにつきましては、４０歳から７５歳未満を対象とした特定健診、保健

－１５６－



指導に係る経費でございます。

２５ページをお願いいたします。２項保健事業費は２７６万７，０００円、これにつ

きましては、無受診家庭への記念品や制度啓発パンフ、人間ドック、脳ドックなどに係

る経費でございます。

９款基金費は１７万７，０００円で、財政調整基金の貯金利子積立金であります。

１０款諸支出金の総額が１，３２７万９，０００円で、１項１目国保税還付金６４万

５，０００円、２目国庫支出金返納金は８６９万２，０００円で、詳細は備考に記載の

とおりでございます。

２７ページの２項繰出金は２４万９，０００円、内容は特定健診、保健指導に係る事

務経費でございます。

１１款の予備費はゼロでございます。

以上、歳出合計が１３億２，９２０万６，４０３円で、前年比でいいますと約３，４

００万円の増額であります。

なお、２９ページに決算実質収支を記載をしております。

２４年度国民健康保険特別会計の決算の説明は以上でございます。よろしく御審議を

お願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９６号議案、平成２４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件で

ございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。

歳入では、後期高齢者医療保険料が１億１，３２５万１，０００円、繰入金が４，０

６５万３，０００円などで、歳入合計は１億５，５５９万円となっております。

歳出では、総務費が７２５万１，０００円、後期高齢者医療広域連合納付金が１億４，

６５３万円などで、歳出合計は１億５，３７９万２，０００円となっており、歳入歳出

差し引き額は１７９万８，０００円で、実質収支額も同様となっております。

以上、決算の概要でございます。

詳細につきまして住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。
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それでは、詳細につきまして説明をさせていただきます。

決算書の１ページをお願いをいたします。歳入の部につきまして、まず構成比の高い

項目を述べさせていただきます。１款の後期高齢者医療保険料は、歳入の約７３％を占

めております。被保険者が納めていただくものでございまして、保険料の内訳は、年金

から天引きする特別徴収と、それ以外の普通徴収がございます。

３款繰入金は、歳入の約２６％を占め、一般会計からの繰入金で、内訳は、人件費、

事務費と広域連合からの提示額分でございます。

それでは、事項別明細書５ページから説明をさせていただきます。

１款後期高齢者医療保険料の総額は１億１，３２５万１，０００円で、収入未済額が

６８万５，０００円、徴収率９９．４％であります。内訳は、１目特別徴収８，９７７

万８，０００円、徴収率１００％。調定額より多い３万７，０００円は、年金の天引き

と死亡時期が原因となりますが、後日還付の予定でございます。

２目の普通徴収２，３４７万３，０００円で、徴収率が現年が９７．６％、過年度が

７７．６％となっております。

３款の繰入金の総額が４，０６５万３，０００円、１目事務費繰入金７２１万７，０

００円、２目保険基盤安定繰入金３，３４３万５，０００円でございます。

以上等で歳入合計が１億５，５５９万９０８円であります。

続きまして、歳出の部でございます。決算書の３ページをごらんください。

１款総務費は約５％を占めておりまして、職員１名の人件費と事務費であります。

２款の後期高齢者医療広域連合納付金は約９５％を占め、徴収した保険料と歳入の繰

入金中の保険基盤安定分を国保連合会へ納付するものでございます。

それでは、事項別明細書９ページをお願いをいたします。

１款総務費の総額が７２５万１，０００円で、主なものは、２節給料３５２万４，０

００円、３節職員手当１４３万５，０００円、４節共済費１７４万円でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億４，６５３万円で、備考欄の保険料等負担

金１億１，３０９万５，０００円は、３月３１日までに徴収した額でございまして、歳

入の保険料と約１５万円の差額がありますが、２５年度に歳入をいたします。同じく備

考欄の保険基盤安定制度負担金は３，３４３万５，０００円でございまして、歳入の保

険基盤安定繰入金と同額となっております。

以上等で、歳出の合計が１億５，３７９万２，６１６円であります。

なお、１３ページに決算実質収支を記載をしております。

２４年度後期高齢者医療事業特別会計の決算の説明は以上でございます。よろしく御

審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９６号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９７号議案、平成２４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。
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町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件でござい

ます。

歳入におきましては、介護保険料として２億１３６万１，１９５円、分担金及び負担

金は２，４７３万３，０００円、国庫支出金は２億５，２９４万７，７６１円、支払い

基金交付金といたしまして２億９，０２５万４，５８８円、県支出金は１億５，９３７

万７，４７３円、繰入金は１億８，１０５万４，２３２円等で、歳入合計は１１億１，

９７０万４９２円となっております。

歳出におきましては、総務費で７，７５３万６，６００円、保険給付費で９億８，４

７７万２，７８５円、地域支援事業費で３，１２５万２，９１１円、基金積立金で１，

７６８万７，１５０円等で、歳出合計は１１億１，４４５万８，１４６円となり、歳入

歳出差し引き額は５１４万２，３４６円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして健康福祉課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。

第９７号議案の詳細について御説明申し上げます。

事項別明細書以下で説明させていただきますので、５、６ページをごらんいただきた

いと思います。

まず、歳入でございます。１款介護保険料、現年度分２億１３６万１，１９５円、徴

収率につきましては９９．３％、これは６５歳以上の方の保険料でございます。滞納繰

越分１０２万７，１１５円、徴収率につきましては４４．７％でございます。

２款分担金及び負担金２，４７３万３，０００円は、神崎郡認定審査会共同設置負担

金で、市川町から１，０６４万４，０００円、福崎町から１，４０８万９，０００円の

負担をいただいております。この負担割合は、介護認定者割が５０％、審査件数割が５

０％となっております。

続きまして、３款使用料及び手数料は、介護保険料に係る督促手数料１件１００円と

いうことで、１万９，９８０円でございます。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金１億７，４０２万２，００

０円は、介護給付費に係る国の負担分でございます。

２項国庫補助金、１目調整交付金６，９２８万３，０００円は、高齢化率などにより

調整されて交付されております。
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２目地域支援事業交付金⋞介護予防事業分１２７万８，５００円は、介護予防事業実

施に係る交付金でございます。

続きまして、７、８ページをお願いいたします。３目包括的支援事業⋞任意事業分８

１１万３，３００円、５目介護保険事業費補助金２５万円でございます。

５款支払い基金交付金、１目介護給付費交付金、現年度分、過年度分の合計で２億８，

７７６万９，５８８円。２目地域支援事業交付金２４８万５，０００円、これは第２号

被保険者、４０歳から６４歳の方の保険料で、支払い基金を通して交付されるものでご

ざいます。

６款県支出金、１項１目介護給付費負担金１億４，６６１万８，０００円、介護給付

費に係る県の１２．５％負担相当分でございます。

２項県補助金、１目地域支援事業交付金６３万９，０００円でございます。

続きまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。２目包括的支援事業⋞任意

事業分４０５万６，０００円。３目第５期介護保険料軽減交付金８０６万４，４７３円、

このものにつきましては、県において積み立てていた基金を拠出額に応じた配分により

交付されるものでございます。

７款財産収入、１目利子及び配当金でございますが、２万９，６８５円は、給付費準

備基金に生じた利子でございます。

８款繰入金、１目介護給付費繰入金１億２，３０８万２，０３４円は、介護給付費に

係る町の１２．５％負担相当分でございます。

２目一般会計繰入金、職員給与費等繰入金３，７６２万７，３７０円は、職員４名並

びに介護認定訪問調査員１名の給与費相当分でございます。事務費繰入金１，５６５万

３，８２８円は、郡認定審査会に係る神河町負担分１，０５５万３，０００円と、その

他事務費繰入金でございます。地域支援事業繰入金⋞介護予防事業分６３万５，０００

円、地域支援事業繰入金、包括的支援事業⋞任意事業分４０５万６，０００円でござい

ます。

続きまして、１１ページ、１２ページをお願いいたします。９款繰越金４０８万１，

３４５円は、前年度繰越金でございます。

１０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料はございません。２項雑入、１目雑入返納

金１１万６，５１３円、これは過誤による返納金でございます。雑入５７２万４，７２

０円は、介護予防ケアプラン作成料でございます。第三者納付金はございませんでした。

以上、歳入合計は１１億１，９７０万４９２円でございます。

続きまして、１３ページ、１４ページをお願いいたします。

歳出でございます。１款１項１目資格業務管理費１，６７０万６，６５９円、これは

資格及び保険料賦課業務の税務課、健康福祉課職員２名分の人件費と法改正に伴うシス

テム改修委託料などの事務費でございます。

２目サービス業務管理費２，１９７万４，１１４円、これは職員２名分の人件費と介
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護認定訪問調査員の賃金、事務費でございます。

続きまして、１５ページから１８ページをお願いいたします。３目連合会負担金９万

９，３９６円。

２項徴税費、１目賦課徴収費２２万７，１５１円、これにつきましては納税通知と発

送に係る経費でございます。

３項介護認定審査会費３，４７８万８，５２２円、審査員報酬と２名の嘱託職員賃金

並びにシステム導入委託料及び認定審査コンピューター保守点検委託料などの事務費で

ございます。そのうち繰出金でありますが、郡の広域の事務に対し、神河町の職員も携

わっておりますので、給与分の４５０万円と光熱水費２５万７，０００円を一般会計に

繰り出しをいたしております。

４項訪問調査費３７１万４，８９１円、これは介護保険訪問調査に係る事務費で、主

なものは主治医の意見書料でございます。

１５項運営協議会費２万５，８３７円、これは委員の報酬、費用弁償等でございます。

続きまして、７ページから、２款保険給付費でございます。１目介護サービス給付費

等諸費９億８，３９４万３，８８５円で、主なものは居宅介護サービス給付費３億３，

２４２万６，８７４円、施設介護サービス給付費４億１３５万９，０１０円でございま

す。

２項その他諸費８２万８，９００円は、介護給付費審査支払い手数料でございます。

３款地域支援事業費、１目二次予防事業費８９７万２，７８２円は、要介護状態等に

なるおそれが高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象として実施をする事業

でございまして、こつこつ貯筋教室、元気や脳教室などを実施いたしております。また、

保健師１名の人件費、事務費及び介護予防事業委託料などでございます。

続きまして、２１ページ、２２ページをお願いいたします。２項包括的支援事業⋞任

意事業、１目介護予防ケアマネジメント事業費２，２０２万９，２６４円は、介護サー

ビスと、それを必要とする方のニーズをつないだり、町内ケアマネジャーの資質向上の

研修などの事業でございまして、保健師２名、社会福祉士１名の人件費及び介護予防サ

ービス計画作成委託料などでございます。２目認知症高齢者見守り事業費２５万８６５

円は、認知症講演会経費、講師謝礼、ワーキンググループ謝礼などでございます。

続きまして、２３ページ、２４ページをお願いいたします。５款諸支出金、１項償還

金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金１３万１，２９０円は、死亡等に

よる保険料の還付金でございます。

２目償還金３０７万７，４１０円は、過年度に係る国県負担金等の償還金でございま

す。

６款基金費、１目介護給付費準備基金積立金１，７６８万７，１５０円は、第５期介

護保険料軽減基金の積み立てでございます。

これらによりまして、歳出合計は１１億１，４４５万８，１４６円でございます。
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次に、２７ページには決算実質収支に関する調書、２８ページには財産調書というこ

とで掲載をしております。

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で第９７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９８号議案、平成２４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件について

でございます。

歳入におきましては、予算現額１億１，３６４万１，０００円に対しまして、調定額、

収入済み額ともに７，６８０万９，５６８円で、その割合は６７．６％であります。

歳出につきましては、予算現額１億１，３６４万１，０００円に対しまして、支出済

み額が５，５９８万５，３３１円、執行率４９．３％であります。実質収支におきまし

ては、歳入歳出差し引き額が２，０８２万４，２３７円で、実質収支額も同様でござい

ます。

次に、財産についてでございますが、行政財産の保有は、公園としまして秋桜たうん

に１，３６５平方メートルございます。普通財産では、宅地として秋桜たうんに６，８

４９平方メートル、カクレ畑にクラインガルテン１８棟敷地分４，４９９平方メートル、

しんこうタウン第３期分３，５４７平方メートルがあり、田畑として、しんこうタウン

に１，０２８平方メートルがあります。その他の土地として、しんこうタウンで１，１

５６平方メートル、カクレ畑で５，３８３平方メートルございます。行政財産と普通財

産と合わせて２万３，８２７平方メートルを所有いたしており、２３年度と比べまして

４，６０９平方メートルの減少となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして地域振興課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課の野村でございます。

それでは、平成２４年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算につきまして御

説明申し上げます。

概要は町長の説明のとおりですので、５ページからの事項別明細書で御説明いたしま

す。

歳入でございますが、１款財産収入、１目土地売り払い収入で７，６５１万９，２０
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０円ございました。内訳は、しんこうタウン第３期分譲地が１０区画売れましたので、

その代金７，６１６万１，０００円とクラインガルテン、カクレ畑の２４年の分割払い

の土地代として３５万８，２００円であります。３５万円余りの内訳は、大川原区の土

地と大川原区１組の土地と神河町の土地の使用料の合計でありまして、町の取り分は１

２万４，１１１円となっております。

次に、２款諸収入、１目雑入は、カクレ畑入居者負担金ですが、分譲地が売れなかっ

たので、収入はありませんでした。

３款繰越金、１目前年度繰越金ですが、２９万３６８円でございました。

歳入合計は７，６８０万９，５６８円となっております。

次に、７ページからの歳出でありますが、１款土木費、１目貝野宅地造成事業費です

が、職員の時間外手当で９万５，２７３円、需用費で２７万６５４円を支払い、うち印

刷製本費で、しんこうタウンのチラシ代と決算書の印刷代で２５万５，５３４円を支払

っております。役務費で２万３，０００枚のしんこうタウン販売促進のチラシを２回、

郡内等に折り込みました折り込み代１０万９，８２５円を支払いました。委託料は、県

の宅建協会からの土地あっせんがありませんでしたので、支払っておりません。通行料

等の使用料及び賃借料で１万４，６００円、備品購入費では、ごみステーション１基と

消火栓ボックス２カ所で４４万２，８９０円、一般会計繰出金で５，４８１万８，００

０円を支払いました。

２目寺前宅地造成事業費は、支出はございませんでした。

３目カクレ畑多自然居住推進事業は３，２６６万４，０００円の委託料を組んでいま

したが、１区画も売れませんでしたので、支払いはございません。補償補填及び賠償金

で２３万４，０８９円を大川原区と大川原１組へ土地代金として支払っております。予

備費の支出はございません。

歳出の合計は５，５９８万５，３３１円となっています。

９ページには、実質収支を記載しております。差し引き２，０８２万４，０００円と

なっております。

１０ページには、財産等に関する調書を記載しております。行政財産としての公園は、

秋桜たうんの１，３６５平米で、２３年度と変わっておりません。普通財産であります

が、宅地では、秋桜たうんが６，８４９平米で増減なし、しんこうタウンは１０区画販

売できましたので、２，１１０平米減少しまして３，５４７平米となっています。カク

レ畑、クラインガルテン、ログハウスにつきましては、再度測量したため、２平米減少

して４，４９９平米となり、田畑につきましては、しんこうタウンの集会所か公園の整

備用地として１，０２８平米が残っております。それぞれとしまして、しんこうタウン

の第３期分譲地の敷地内の道路部分を町道認定したために２，４９７平米減の１，１５

６平米となり、カクレ畑は分譲地分の１５区画の面積５，３８３平米を記載しておりま

す。合計しまして、２４年度中に４，６００平米減少しまして、合計２万３，８２７平
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米の財産となっております。

以上で、土地開発事業特別会計の御説明を終わらせていただきます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９８号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９９号議案、平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件でご

ざいます。

訪問看護は、中播磨地域の病院や開業医からの依頼が多く、姫路市香寺町から朝来市

生野町までをエリアとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っています。また、在宅医

療、在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として地域住民の皆様の要望に応えるべ

く、夜間の携帯電話への転送により２４時間緊急連絡体制をとる対応も行っております。

今年度の訪問看護ステーション利用者数は１，７８９人、訪問総回数は８，９８６回、

収入済み額１億１，８６４万６，５８９円、支出済み額１億１４５万２，６１６円、歳

入歳出差し引き残額は１，７１９万３，９７３円であります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして病院総務課副課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。

それでは、平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計の決算の詳細説明をさせて

いただきます。

それでは、事項別明細書で説明をさせていただきますので、５ページ、６ページをお

願いいたします。主なもののみの説明とさせていただきます。

１款事業収入が９，４１３万４００円、内訳につきましては、１節医業保険収入が１，

７１１万２，４０５円と介護保険収入のサービス事業収入が６，７７５万９，４９５円、

介護保険事業収入がケアプラン作成費として９２５万８，５００円でございます。

３款の繰入金としまして２００万円、財政調整基金から繰り入れをしております。

４款の繰越金が２，２０１万３，８２５円、諸収入が４９万３，７０２円でございま

して、主なものとしましては、受託事業収入の備考のところで介護予防受託事業収入の

２２万８，０００円などでございます。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いいたします。１款業務費につ
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きましては１億３５万８２９円で、主に訪問看護ステーションの運営に係ります人件費

で、看護師、理学療法士、作業療法士９名分の給料及び手当でございます。共済費は、

正規職員の共済費及び嘱託⋞臨時職員の社会保険料などでございます。また、賃金は、

嘱託の事務員と看護師及び臨時の看護師の分で１，２１３万７，５４９円でございます。

１３節の委託料の主なものは、訪問看護委託料が６１５万３，４５０円で、姫路市香寺

町について登録看護師に委託しております経費でございます。続きまして、９ページ、

１０ページになりますが、主なものとしましては、１８節の備品購入費の訪問看護用車

両購入費で９８万６，４２５円で、これは軽四１台を購入をいたしております。

３款の基金積立金で財政調整基金の１０万円は、基金に積み立てを行っております。

４款の諸支出金は、介護療育支援事業特別会計への繰出金で、事務所の賃借料としま

して介護療育事業会計に１００万円を繰り出しております。

歳出につきましては以上でございまして、１１ページ、１２ページにつきましては、

決算実質収支に関する調書、財産等に関する調書をつけさせていただいておりますので、

ごらんいただけたらと思います。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９９号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１００号議案、平成２４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決

算認定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１００号議案の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、平成２４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定の件で

ございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。

歳入では、使用料及び手数料が１，６４４万円、繰越金が３８７万４，０００円など

で、歳入合計は２，０３３万４，０００円となっております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が１，５０４万３，０００円で、歳出合計も同額で

あります。

歳入歳出差し引き額５２９万１，０００円となり、実質収支額も同様であります。

以上が決算の概要であります。

詳細につきまして住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、説明をさ

せていただきます。

事項別明細書５ページをお願いをいたします。歳入の部、１款使用料及び手数料は１，
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６４４万５２円でございます。歳入の約８１％を占め、残土と不燃物の合計約１万５０

０トンの処分地使用料でございます。

２款財産収入２万８４円は、財政調整基金の利子でございます。

４款繰越金３８７万４，２７３円は、前年度繰越金でございます。

５款諸収入は、２３年度では施設への落雷に伴う災害共済金がありましたが、２４年

度についてはゼロでございます。

以上、歳入合計が２，０３３万４，４０９円であります。

続きまして歳出の部ですが、７ページをお願いをいたします。１款産業廃棄物処理事

業は１，５０４万３，２０９円で、１３節委託料は１，３３０万９，５０７円で、内訳

の備考欄の６項目につきまして御説明をさせていただきます。施設管理費、業務委託料

は、地元２集落への環境保全業務委託でございます。水質検査委託料は、定期検査とし

て月１回、地下水、沈砂池、放流水の検査と詳細検査としまして年１回、同様の箇所で

項目をふやしまして検査を行っております。測量等委託料は、保安林内作業の許可申請

書作成のための測量計画書作成の委託でございます。管理委託料は、搬入土１万５００

トンの押し土敷きならしと北部の保安林復旧のための運土、盛り土、のり面整形等でご

ざいます。管理業務委託料は、搬入土の検収等シルバーの委託分でございます。植栽委

託料は、北部の保安林復旧計画の中の植栽分で、クリ、コナラの植栽及び獣害ネットの

設置等でございます。２５節積立金１０万９，０００円は財政調整基金への積み立てで、

２７節の公課費１１３万８，６００円は処分地使用料の消費税等でございます。

以上等で歳出合計が１，５０４万３，２０９円でございます。

なお、９ページに決算実質収支を記載をしております。

２４年度産業廃棄物処理事業特別会計の決算の説明は以上でございます。よろしく御

審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１００号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０１号議案、平成２４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件でご

ざいます。

歳入におきましては、予算現額８，５９４万７，０００円に対しまして、調定額、収

入済み額ともに８，５６６万７１６円で、その割合は９９．７％であります。

歳出につきましても、予算現額８，５９４万７，０００円に対しまして、支出済み額

が８，５６６万７１６円、執行率９９．７％であります。また、地区振興基金の決算年

度末現在高は６億２，４３６万２，８２３円でございます。
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以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして地域振興課長から説明をしますので、よろしく御審議をお願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） それでは、１０１号議案、平成２４年度神河町寺前地

区振興基金特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。

まず、５ページの事項別明細書をごらんください。１款繰入金、１目振興基金繰入金

でございますが、各区からの取り崩しの申請及び事務費を基金より繰り入れしたもので

ありますが、５，５４０万９，０８１円でございます。

２目財産区繰入金につきましては、収入はございません。

３目他会計繰入金につきましては、一般会計から２，０００万円を返金として繰り入

れています。

次に、２款財産収入、１目利子及び配当収入でございますが、２４年度当初基金残高

６億４，９５２万円に対する利息でございますが、１，０２５万１，６３５円ありまし

て、国債、県債、預金利子で５４５万７，００５円、県債を国債へ買いかえたことによ

る譲渡益等が４７９万４，６３０円でございました。

以上、歳入の合計は、予算額８，５９４万７，０００円に対しまして８，５６６万７

１６円でございます。

次に、７ページ、歳出をごらんください。１款総務費、１目一般管理費ですが、事務

費でございます。２４年度につきましては、審議会委員１１名様でございます。８月２

８日と、ことしの２月２８日に開催しておりまして、予算など経費の適正な執行に関し、

審議をいただきました。一般管理費の合計といたしまして２５万５，８７６円でござい

ます。

次に、２目振興基金、２５節積立金ですが、歳入の他会計繰入金と財産運用収入の３，

０２５万１，６３５円を積み立てたものでございます。

次に、３目地域振興費、１９節負担金補助及び交付金でございますが、集落運営諸経

費助成金１１件、９７１万８，０００円、農業生産基盤整備事業補助金１件、９０万円、

集落集会施設整備事業補助金３件、４，１５９万２，２０５円、集落拠点集会施設整備

事業補助金２件、２９万３，０００円、林業生産基盤整備事業１件、３５万円で、合計

５，２８５万３，２０５円でございます。２８節繰出金ですが、寺前漁協への補助分を

一般会計へ繰り出しするものでございます。２３０万円を一般会計へ繰り出ししており

ます。

以上、歳出の合計は８，５６６万７１６円でございます。

次に、９ページ、決算実質収支に関する調書では、歳入総額８，５６６万１，０００

円、歳出総額８，５６６万１，０００円で、差し引き実質収入額ともにゼロでございま
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す。

１０ページの財産に関する調書でございますが、２４年度末残高６億２，４３６万３，

０００円で、有価証券はゼロでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０２号議案、平成２４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件でご

ざいます。

歳入におきましては、予算現額４，２５４万２，０００円に対しまして、調定額、収

入済み額ともに３，５１３万３７０円で、その割合は８２．６％であります。

歳出につきましても、予算現額４，２５４万２，０００円に対しまして、支出済み額

が３，５１３万３７０円、執行率８２．６％であります。また、地区振興基金の決算年

度末現在高は１億６，１３５万９６７円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして地域振興課長から説明しますので、よろしく御審議のほどお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） それでは、５ページの事項別明細書をごらんください。

１款繰入金、１目振興基金繰入金でございますが、各区からの取り崩しの申請及び事務

費を基金より繰り入れしたものでありますが、３，４６４万９，４５２円でございます。

次に、２款財産収入、１目利子及び配当収入でございます。２４年度当初基金残高１

億９，５５１万９，０００円に対する利息でございますが、４８万９１８円でございま

す。

以上、歳入の合計は３，５１３万３７０円でございます。

次に、７ページ、歳出でございます。１款総務費、１目一般管理費ですが、事務費で

ございます。２４年度につきましては、審議会委員さん１２人で、８月２８日と、こと

しの２月２７日の２回開催しておりまして、予算など経費の適正な執行に御審議をいた

だきました。一般管理費の合計といたしまして１８万２，７６４円でございます。次に、

２目振興基金費、２５節積立金ですが、歳入の財産収入の４８万９１８円を積み立てた

ものでございます。

３目地域振興費、１９節負担金補助及び交付金でございますが、集落運営諸経費助成
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金９件、２，４２３万２，６３５円、農業生産基盤整備事業補助金２件、４０３万８，

９００円、スポーツ⋞レクリエーション施設整備事業補助金１件、３１９万５，１５３

円で、合計３，１４６万６，６８８円でございます。なお、集落振興部分は全て取り崩

して、残額ゼロ円となりまして、基金の残りは地区振興分と長谷漁協分だけとなってお

ります。次に、２８節繰出金ですが、長谷漁協への補助金を一般会計へ繰り出しするも

のでありまして、３００万円を一般会計へ繰り出ししております。

以上、歳出の合計は３，５１３万３７０円でございます。

９ページ、実質収支に関する調書では、歳入歳出ともに３，５１３万円で、差し引き

ゼロでございます。

財産でございますが、有価証券はゼロでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０２号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開は１６時２０分といたします。

午後４時０６分休憩

午後４時２０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

次に、第１０３号議案、平成２４年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２４年度神河町水道事業会計決算認定の件でございます。

決算書の７ページ、水道事業報告書をお願いします。平成２４年度は、人口減少に加

え、節水意識により使用水量が減少傾向にある中、有収水量は前年比１．２％減の１１

１万立方メートルとなり、有収率は０．３％増の７３．９％となりました。営業面では、

水道事業経営健全化に向けた経費の削減と未納料金の収納強化を図り、浄水場と配水池

等の維持管理を行い、安全で良質な水道水の供給に努めるとともに、有収率向上のため

漏水調査を実施し、修繕向上は可能な限り直営工事としてコスト縮減に努めてまいりま

した。

経営状況は、収益的収支では、事業収入が３億３，３５２万３，０００円、事業費用

は３億２，６４１万１，０００円で、経常利益は７１１万２，０００円となりましたが、

特別損失の５４万２，０００円の算入で６５７万円の当年度純利益となりました。

資本的収支では、収入で負担金の３２８万７，０００円、支出では１億５，９５０万

１，０００円、そのうち建設改良費１，７７７万４，０００円、企業債償還金で１億４，

１７２万７，０００円となりまして、収支不足額１億５，６２１万４，０００円につき
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ましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填をいたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして上下水道課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課の坂本でございます。

それでは、平成２４年度神河町水道事業会計決算につきまして詳細を御説明申し上げ

ます。

決算書の１ページをお願いいたします。この決算報告書は、消費税込みの決算額とな

っております。収益的収入及び支出です。収入の第１款水道事業収益は、予算額３億４，

５７０万３，０００円で、決算額は３億３，６６６万２８５円、支出の第１款水道事業

費用は、予算額３億４，５７０万３，０００円で、決算額は３億２，９２４万８，２１

０円となりました。

２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出です。収入、第１款資本的収入は、

予算４７５万円で、決算額は３４５万１，０００円、支出、第１款、予算額１億６，７

４８万７，０００円で、決算額は１億６，０３８万９，７６６円でございます。資本的

収入が資本的支出額に不足する額１億５，６９３万８，７６６円は、過年度分損益勘定

留保資金等で補填いたしました。

３ページをお願いいたします。この損益計算書は、消費税抜きの金額となっておりま

す。まず、営業収益では、給水収益から、その他営業収益の合計で２億５，６６４万８，

６４８円でございます。

営業費用は、原水及び浄水費から、その他営業費用の合計で２億６，５３４万６，０

８４円、差し引き営業収支は８６９万７，４３６円の営業損失となっております。

営業外収益は、受取利息及び配当金からの雑収益の合計で７，６８７万３，７１８円。

営業外費用は、支払い利息及び企業債取り扱い諸費から雑支出の合計で６，１０６万

４，６１５円。

営業外利益は１，５８０万９，１０３円となり、営業損失と営業外利益の差し引きで

７１１万１，６６７円の経常利益となりました。

特別損失は、固定資産除却損失等で５４万２，２８８円となり、差し引き６５６万９，

３７９円の当年度純利益となっております。

前年度繰越欠損金は１億１，５０１万６，８２３円で、当年度末未処理欠損金が１億

８４４万７４４円となりました。欠損金となっておりますが、減価償却費を原資といた

しました内部留保資金を運用させていただきましたので、資金不足は発生しておりませ

ん。

次に、４ページでございますが、剰余金計算書でございます。資本金、自己資本金は
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４億９，３７４万８，５０１円で、増減はございません。

借入資本金は、起債元金償還金が１億４，１７２万６，６７６円で、残高は２２億５，

７４７万８２３円、資本剰余金では、国庫補助金で茶ノ木原橋水道管添架工事等による

処分額が２２万６，１２３円となり、残高が１２億８，１２８万５，３８０円、工事負

担金は、県工事関連、水道管布設がえによる１１６万３，７６４円の処分額と３２８万

６，６６７円の工事負担金の受け入れにより、１２億９，８００万９，２１９円となっ

ております。受贈財産評価額３億６，８６４万２，３７６円については、増減はござい

ません。翌年度の繰越資本剰余金につきましては２９億４，７９３万６，９７５円でご

ざいます。利益剰余金未処理欠損金につきましては１億８４４万７，４４４円となり、

資本合計は５５億９，０７０万８，８５５円でございます。

次に、５ページ、６ページは貸借対照表でございます。資本の部でございますが、固

定資産で有形固定資産がイの土地からへの工具⋞器具及び備品までで、合計額は５３億

８，９６０万３，４５８円で、固定資産合計は同額でございます。

次に、流動資産で現金預金が２億６１１万２，６０６円、未収金が１，１９７万５，

２９５円で、主に水道料金と工事負担金等となっております。貯蔵品は、修理材料等で

２２５万３，８４１円、前払い金１８万８，３７０円でございまして、流動資産の合計

は２億２，０５３万１１２円でございます。資産合計は、固定資産と流動資産を合計い

たしまして５６億１，０１３万３，５７０円でございます。

負債の部では、固定負債、修繕引当金で３万８，０５１円、未払い流動負債で未払い

金は主に３月の電気代や消費税、工事請負金等で１，９１９万５，５４６円、前受け金

は水道料金の前受けで１９０円、預かり金は下水道料金で１９万９２８円、流動負債合

計は１，９３８万６，６６４円となっております。負債合計は１，９４２万４，７１５

円でございます。

次に資本の部でございますが、資本金のうち自己資本金は４億９，３７４万８，５０

１円、借入資本金は、企業債が２２億５，７４７万８２３円で、資本金合計は２７億５，

１２１万９，３２４円でございます。剰余金は、資本剰余金が２９億４，７９３万６，

９７０円でございます。欠損金では、当年度未処理欠損金が１億８４４万７，４４４円

です。剰余金合計は２８億３，９４８万９，５３１円、資本金合計で５５億９，０７０

万８，８５５円で、負債資本合計は、資産合計と同額の５６億１，０１３万３，５７０

円でございます。

続きまして、７ページは先ほど町長から申し上げましたので、省略させていただきま

す。

８ページをお開きください。議会議決事項につきましては、この表のとおり６件の議

決をいただいております。職員に関する事項では、平成２４年度末で事務職員５名、労

務職員１名の計６名でございます。

９ページの建設改良工事の概況でございますけども、工事が３件となっております。
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続きまして、１０ページをお願いいたします。業務量は、年間配水量１５０万１，８

７３立米で、年間有収水量は１１０万９，６８７立米でございます。有収率は７３．９

％となりました。

１１ページに移ります。重要契約でございますが、工事が３件と委託業務が４件、そ

れと固定資産購入が１件でございます。企業債の残高でございますが、２２億５，７４

７万８２３円で、議会の議決を経なければ流用のできない経費、職員給与費は５，５１

５万５４円となりました。

次に、１２ページの収益費用明細書につきまして、主な事項について御説明申し上げ

ます。金額につきましては、消費税抜きの金額です。

収入、１款水道事業収益は３億３，０５２万２，３６６円でございます。１項営業収

益は２億５，６６４万８，６４８円、１目１節の水道使用料は２億５，２２７万７，１

３０円で、内訳は基本料金、超過料金とメーター使用料でございます。３目３節の雑収

益のうち、新規加入金は２５件で２２０万円となっております。続いて、２項営業外収

益ですが、７，６８７万３，７１８円で、主なものは一般会計からの補助金６，７００

万でございます。

次に、１３ページの支出でございます。１款水道事業費用は３億２，６９５万２，９

８７円でございます。

１項営業費用は２億６，５３４万６，０８４円、１目の原水及び浄水費ですけども、

２，８４９万５６５円で、これは１２カ所の浄水場に係る経費でございます。

次に、２目の配水及び給水費で１，２７７万８，１５７円、これは配水池や配水管等

に係るものでございます。

次に、１４ページの３目でございます。受託工事費は、消火栓取りかえ修繕工事費で

ございまして、５１万１，６７１円、４目の総係費が６，５０６万４，０８８円で、職

員６名の人件費や事務費が主なものでございます。

次に、１５ページの５目減価償却費ですが、１億５，８４９万３，１７３円で、建物、

構築物等の減価償却費でございまして、現金支出を伴わない営業費用となっており、こ

れが原資となって内部留保資金という形で運用しております。

次に、１６ページの２項の営業外費用が６，１０６万４，６１５円で、うち企業債借

り入れ償還利子で支払い利息が５，１２３万６，６９５円、支払い消費税は９６８万７，

０００円でございます。次、雑支出は１４万９２０円で、平成２１年から２３年度分の

水道使用料の不納欠損１５件分でございます。未収対策につきまして努力をしたのでは

ございますが、最終的に不納欠損をさせていただくことになりました。何とぞよろしく

お願い申し上げます。

３項の特別損失は５４万２，２８８円で、主なものは茶ノ木原橋水道添架工事等によ

るものでございます。

次に、１７ページ、資本的収支でございます。収入は負担金で３２８万６，６６７円
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で、次に、１８ページの資本的支出は１億５，９５０万１，０４８円となりまして、建

設改良費は施設費の委託料で１１５万円、工事請負費で３件、１，５４８万７，０００

円と固定資産購入費、これは軽四トラックですけども、１１３万７，３７２円の合計１，

７７７万４，３７２円となっております。企業債償還金で企業債の借り入れ償還元金と

して１億４，１７２万６，６７６円を支出しております。

１９ページは固定資産明細書でございますが、表の右下、年度末償却未済額は５３億

８，９６０万３，４５８円となっております。

２０ページと２１ページは企業債の明細書でございまして、未償還残高は２２億５，

７４７万８２３円となっております。

次に、２２ページをお願いいたします。補填財源明細書でございますが、先ほど資金

不足は発生してないと御説明申し上げましたが、前年度末の資金剰余金（ア）の１億９，

１８２万３，３０７円に当年度消費税資本的収支調整額（Ｂ）、当年度損益勘定留保資

金（Ｄ）、当年度利益剰余金（Ｆ）の合計となります当年度補填財源発生額（イ）の１

億６，６２５万８，９０７円を加算した（ア）足す（イ）の３億５，８０８万２，２１

４円が当年度補填可能額となります。当年度補填額でございますが、４条の資本的収支

の不足額（ク）の１億５，６９３万８，７６６円を留保資金から補填いたしまして、翌

年度繰越額は一番下の欄で２億１１４万３，４４８円となります。これが内部留保資金

であり、現金として手持ちしてるということであります。したがいまして、累積赤字は

ございますが、資金不足は起きていないということでございます。

その他決算の説明資料につきましては添付させていただいておりますので、ごらんい

ただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０３号議案の提案説明が終わりました。

ここでお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを

延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。

次に、第１０４号議案、平成２４年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２４年度神河町下水道事業会計決算認定の件でございます。

決算書の７ページ、下水道事業報告書をお願いします。当町の生活排水処理率は９８．

２％で、有収水量は１３２万７，０００立方メートルとなっており、町民の皆様に快適
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な生活環境を提供しています。事業運営については、昨今の社会経済情勢と人口の減少

から料金収入も減少傾向にあります。一般会計繰入金も減少する中、厳しい経営状況で

はありますが、経営健全化に向けて事業運営に取り組みました。

経営状況では、収益的収支の事業収益で６億１８６万９，０００円、うち営業収益が

２億３４２万円、営業外収益が３億９，８４４万９，０００円。事業費用は５億７，９

１０万５，０００円で、うち営業費用が４億７５５万２，０００円、営業外費用が１億

７，１５５万３，０００円。収支は、経常利益２，２７６万４，０００円となりました。

資本的収支におきましては、収入は、資本費平準化債、一般会計負担金等で１億３，

５４０万円。支出は、企業債償還金の３億７，２８２万２，０００円となり、収支不足

額２億３，７４２万２，０００円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填をしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして上下水道課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課の坂本でございます。

それでは、平成２４年度神河町下水道事業会計決算につきまして詳細説明を申し上げ

ます。

１ページをお願いいたします。この決算報告書は消費税込みの数字でございます。収

益的収入及び支出ですが、収入は、第１款下水道事業収益、予算額６億９６９万３，０

００円で、決算額は６億７６７万９，０４０円。支出は、第１款下水道事業費用、予算

額６億９６９万３，０００円で、決算額は５億８，４９１万４，８７２円となりました。

２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。収入は、第１款資

本的収入、予算額１億５，６１５万円で、決算額は１億３，５４０万円。支出は、第１

款資本的支出、予算額３億９，５３２万３，０００円で、決算額は３億７，２８２万１，

６８８円でございます。資本的収入が資本的支出額に不足する２億３，７４２万１，６

８８円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填をしております。

３ページをお願いいたします。この損益計算書は消費税抜きの数字となっております。

営業収益では、下水道使用料とその他営業収益の合計で２億３，３４２万４７５円、営

業費用では、管渠費から減価償却費の合計で４億７５５万１，９５４円となっておりま

して、差し引き後の営業損失は２億４１３万１，４７９円でございます。営業外収益は、

受取利息及び配当金から雑収益の合計で３億９，８４４万８，５８７円となっておりま

す。営業外費用は、支払い利息及び企業債取り扱い諸費から雑支出の合計で１億７，１

５５万２，９４０円でございまして、差し引き合計は２億２，６８９万５，６４７円で

あります。

営業収益から営業外費用を差し引きますと２，２７６万４，１６８円の経常利益とな

りまして、当年度純利益も同額の２，２７６万４，１６８円でございます。前年度繰越
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欠損金の１４億８，７７９万６６１円に当年度純利益を合計した１億６，５０２万６，

４９３円が当年度未処理欠損金でございまして、大変高額とはなっておりますけども、

減価償却費を原資といたしました内部留保資金を運用し、債務超過にならないように注

意を払っております。

次に、４ページ、剰余金計算書でございます。自己資本は、他会計繰入金３，６００

万円の受け入れで２６億４，１２０万２，３５７円、借入資本金は、企業債償還金３億

４，２９８万１，３９７円の減で、残高は５６億２９４万７５３円となってございます。

資本剰余金は動きがなく、６２億９，６９２万９，２３９円でございます。利益剰余金

の未処理欠損金では、当年度純利益２，２７６万４，１６８円の算入で１４億６，５０

２万６，４９３円となっておりまして、資本合計は１３０億７，６０４万５，８５６円

となりました。

次に、５ページ、６ページでございます。貸借対照表でございます。資本の部といた

しまして、固定資産の有形固定資産で、イの土地からトの建設仮勘定までで有形固定資

産合計は１３６億７，４５２万３，４８３円で、固定資産合計も同額となっております。

次に、流動資産といたしまして、現金預金が２億１，７０９万７，４７６円、未収金

は、下水道料金で８５８万１，８５５円、前払い金５８０万円の流動資産合計が２億３，

１４７万９，３３１円で、資産合計は１３９億６００万２，８１４円でございます。

負債の部では、固定負債の企業債は、資本費平準化債で８億８２０万７，９７７円で

ございます。固定負債合計は同額となっております。流動負債の未払い金は、３月分電

気代、下半期の処理場管理費等で２，１７２万１，３７９円、前受け金が３４５円、預

かり金は所得税等で２万７，２５７円、流動負債合計は２，１７４万８，９８１円で、

負債合計は８億２，９９５万６，９５８円となっております。

６ページは、同じく資本の部でございます。資本の自己資本合計は２６億４，１２０

万２，３５７円、借入資本金では、企業債が５６億２９４万７５３円で、借入資本合計

は同額であります。資本金合計は８２億４，４１４万３，１１０円でございます。剰余

金は、資本剰余金で国県補助金以下合計額６２億９，６９２万９，２３９円、利益剰余

金で当年度未処理欠損金が１４億６，５０２万６，４９３円でございます。剰余金合計

は、差し引き４８億３，１９０万２，７４６円、資本合計ですが、１３０億７，６０４

万５，８５６円、負債資本合計は、資産合計と同額の１３９億６００万２，８１４円で

ございます。

７ページは、先ほど町長が説明しましたので、省略させていただきます。

８ページをお願いいたします。議会議決事項につきましては、５件の議決をいただい

ております。職員に関する事項では、事務職員２名、労務職員１名の３名でございます。

９ページの業務量でございますが、施設、公共が３施設、農集の施設が５施設、コミ

プラが４施設の状況でございます。

１０ページをお願いいたします。会計の重要契約でございます。工事委託等で３件の
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契約を上げております。企業債につきましては、年度末残高は６４億１，１１４万８，

７３０円、職員給与費は２，４４３万９，４２３円となりました。

次に、１１ページをごらんいただきます。収益費用明細書でございます。主な事項に

つきまして説明させていただきます。金額につきましては、消費税抜きの数字となって

おります。

収入で、１款下水道事業収益は６億１８６万９，０６２円でございます。１項の営業

収益は２億３４２万４７５円、１目１節の下水道使用料は、基本料金と人数割料金を合

わせまして１億９，７０４万３，６４２円となってございます。２目１節のその他の営

業費用は６３７万６，８３３円で、主なものは新規加入の１９件となっております。

続いて、２項営業外収益が３億９，８４４万８，５８７円で、主なものは一般会計か

らの補助金が３億９，４００万円、雑収益で仮受消費税が４３５万９，００７円となっ

ております。

次に、１２ページの支出ですけども、１款下水道事業費用が５億７，９１０万４，８

９４円でございます。１項営業費用は４億７５５万１，９５４円、１目の管渠費が１，

１４２万７，５１１円で、これは下水道本管、マンホールポンプ等の維持管理に係る経

費でございます。

２目処理場費が１億３８４万９，３２０円で、町内１２カ所の処理場に係る経費でご

ざいます。

１３ページの３目です。総係費は２，６４６万２，４８４円で、職員３名の人件費、

事務経費に係るものでございます。

１４ページの４目減価償却費は２億６，５８１万２，６３９円でございます。この金

額が現金支出を伴わない経費ということで、内部留保資金で運用する原資となっており

ます。

１５ページでございます。２項営業外費用が１億７，１５５万２，９４０円で、企業

債償還利息が１億５，９８９万７，５４６円となっております。支払い消費税は１，１

４８万４，０００円、雑支出といたしまして、不納欠損１１件で１７万１，１２０円で

ございます。

次に、１６ページの資本的収入及び支出でございます。資本的収入が１億３，５４０

万円で、１款１項企業債で９，９４０万円、これは資本費平準化債でございます。一般

会計からの負担金が３，６００万円でございます。

１７ページの資本的支出が３億７，２８２万１，６８８円で、これは企業債償還元金

となっております。

次に、１８ページの固定資産明細書でございますが、表の右下、年度末償却未済額は

１３６億７，４５２万３，４８３円となっております。

次に、１９ページから２４ページにかけましては企業債明細書でございます。企業債

の未償還残高は６４億１，１１４万８，７３０円となっております。
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次に、２５ページをお願いいたします。補填財源明細書でございます。前年度末資金

剰余金（ア）ですが、１億５，８５７万５，２３１円でございました。当年度補填財源

発生額（イ）は、当年度損益勘定留保資金（Ｄ）と当年度利益剰余金（Ｆ）を合計しま

した２億８，８５７万６，８０７円で、当年度補填可能額（ア）足す（イ）ですけども、

これは４億４，７１５万２，０３８円となりまして、４条の資本的支出の不足額の２億

３，７４２万１，６８８円を当年度補填可能額（ア）足す（イ）から補填いたしまして、

翌年度繰越額は一番下の欄で２億９７３万３５０円となります。これが内部留保資金で

ございまして、現金として手持ちしているということであります。したがいまして、水

道事業会計同様、累積赤字はございますけども、資金不足は起こしていないということ

でございます。

その他の決算の説明資料につきましては添付をさせていただいておりますので、ごら

んいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。

なお、本日、決算説明資料に追加資料を添付させていただいております。御審議、ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０５号議案、平成２４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件につい

て、提案者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件でございます。

国の医療費抑制策、深刻な医師不足等により全国の自治体病院の経営は非常に厳しい

状況が続いております。そんな中、公立神崎総合病院では、小児科、耳鼻咽喉科、整形

外科及び外科の常勤医師の採用ができ、若干好転の兆しが見え始めていますが、内科に

おいては医師不足が続いており、地域住民の皆様に御迷惑をおかけしていると同時に、

経営状況は極めて厳しいものとなっています。このような状況下ではございますが、当

院は地域医療の拠点病院として地域住民の皆様に安全⋞安心な生活を送っていただくた

め、よりよい医療の提供に向けて職員が一丸となって懸命に努力いたしております。

そこで、公立神崎総合病院事業会計の平成２４年度の決算状況でございますが、入院

患者数４万６７７人、１日当たりの患者数が１１１．４人、外来患者数は１１万８，２

２７人、１日当たり４８２．６人、収益的収入では３９億６９７万２，３０７円、収益

的支出では３６億３，１４９万４，２０８円、収益的収支額はプラスの２億７，５４７

万８，０９９円、資本的収入では１億９，３６９万８，０００円、資本的支出では３億

５，６９６万３１７円、資本的収支額はマイナスの１億６，３２６万２，３１６円であ

りますが、過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填いたしております。
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以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして病院総務課副課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。

それでは、平成２４年度公立神崎総合病院事業会計の決算の詳細説明をさせていただ

きます。

それでは、病院決算報告書１ページをお願いいたします。この分につきましては、消

費税込みでございまして、収益的収入及び支出でございます。収入では、病院事業収益

で決算額が３９億１，６７２万１，９５８円、内訳は、医業収益、医業外収益と特別利

益でございます。次に、支出では、病院事業費用といたしまして決算額３６億３，５２

４万５，３８４円、内訳は、医業費用、医業外費用でございます。

次に、２ページでございます。２ページは資本的収入及び支出の収入では、決算額で

１億９，３６９万８，０００円、企業債負担金交付金及び固定資産売却代金でございま

す。支出では、決算額３億５，６９６万３１７円、内訳は、建設改良費、企業債償還金

及び投資でございます。

次に、３ページは損益計算書でございます。医業収益では３１億５，８６８万７，１

０４円、医業費用では、給与費などで３５億９４０万１，５２３円、医業損失が３億５，

０７１４，４１９円でございます。医業外収益では、負担金交付金などで３億７，２６

８万３，２０３円、続きまして４ページになりますが、４ページの医業外費用は、支払

い利息及び企業債取扱諸費などで１億２，２０９万２，６８５円、医業外利益が２億５，

０５９万５１８円、経常損失が１億１２万３，９０１円でございます。特別利益として、

土地売却利益が３億７，５６０万２，０００円で、当年度利益が２億７，５４７万８，

０９９円となりました。前年度の繰越欠損金が７億７，５４８万８，２５６円で、当年

度未処理欠損金が５億１万１５７円となっております。

続きまして、５ページは貸借対照表でございまして、固定資産で有形固定資産の土地、

建物、構築物、器械及び備品、車両、建設仮勘定で、有形固定資産の合計が３２億７，

９６５万３，８７０円でございます。無形固定資産合計が２２万４，５８４円で、６ペ

ージをお願いします。６ページでは、投資合計が１，２４８万７，４８０円、固定資産

合計で３２億９，２３６万５，９３４円でございます。

流動資産は、現金預金と医業未収金などで、この医業未収金は診療費の未収金で、４

億６，７７５万１，４９４円でございます。これは診療報酬が２カ月おくれで入るもの

がほとんどでございまして、窓口の滞納者は、このうち約３００万円でございますが、

分割払い等で納めていただいている状況でございます。流動資産合計が５億６３１万１，

００５円で、繰延勘定の控除対象外消費税が４，３１７万６，３２０円で、資産合計が
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３８億４，１８５万３，２５９円でございます。

負債の部では、医業未収金などで流動負債合計並びに負債合計は２億７８７万５，９

５８円でございます。

７ページの資本の部では、資本金では自己資本金と借入資本金でございまして、資本

金合計で４０億５，３３６万９，４５８円でございます。剰余金につきましては、資本

剰余金合計が８，０６１万８，０００円、利益剰余金合計ではマイナスの５億１万１５

７円、剰余金合計がマイナスの４億１，９３９万２，１５７円で、資本合計が３６億３，

３９７万７，３０１円、負債資本合計が３８億４，１８５万３，２５９円でございます。

８ページでございますが、８ページは剰余金計算書で、資本金の自己資本金の当年度

変動額は、他会計繰入金の繰り入れにより１億円の増、借入資本金では、企業債の発行

で８，９３０万円の増、企業債の償還で３億５，６４４万６，７４２円の減となってお

ります。資本剰余金については増減がございません。また、積立金についてもございま

せんので、利益剰余金の欠損金は、当年度純利益が２億７，５４７万８，０９９円で、

資本合計は、一番右下になりますが、３６億３，３９７万７，３０１円となります。

次に、９ページは欠損金処理計算書でございますが、欠損金処理はございません。

次に、１０ページ、１１ページは、町長の提案説明などにございますので、省略をさ

せていただきます。

１２ページは議会議決事項でございまして、６件ございます。４の部門別職員数でご

ざいますが、平成２５年３月３１日現在で医師が２１人、看護師１２５人、医療技術員

４８人、事務員４１人、労務員４３人の合計２７８人でございます。

１３ページは、職員の異動でございます。

次に、１４ページでございますが、工事及び資産購入の状況でございます。建設工事

は、ロータリー測量設計で２９４万円と医療器械等で８０品目で９，０６４万１，５０

０円となっております。

続きまして、１７ページでございますが、業務量で患者等の状況につきましては、町

長の説明にございましたので、中段の外来患者数のうち休日夜間の患者数でございます

が、休日夜間時間帯で３，０２４人で、１日平均８．３人でございます。

続きまして、１８ページでございますが、手術件数でございますが、合計で５１４件

でございます。中段の分娩数でございますが、１１８件、エックス線件数で１万８，８

５１件、検査件数で外注も含めまして４９万７，５９１件、ＣＴ件数で２，９３５件、

解剖はございません。ＭＲＩで１，６３９件。下の段に行きまして調剤件数で、入院、

外来合わせまして１９万７，４２３件、給食で合計で１１万３４１件となっております。

続きまして、１９ページでございますが、大畑診療所の状況でございます。患者数１

３４人、１日平均５．６人となっております。下段の病床利用率では、一番右側でござ

いますが、病床利用率で７１．９％でございます。

続きまして、２０ページをお願いいたします。２０ページから２１ページの事業収入
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及び事業費用に関する事項でございますが、事業収入に関する事項の主なものとしまし

て、医業収益の入院収益で１４億４，０１６万５，５４２円、前年比較では４，５９４

万１，８７２円の増、外来収益では１５億３，２８４万８，６６７円、前年比較では７

８８万９９２円の減、医業収益合計では３１億５，８６８万７，１０４円で、前年比較

３，９０６万２９２円の増でございます。医業外収益の合計では３億７，２６８万３，

２０３円で、前年比較６，５１５万７，１５４円の減でございます。特別利益が３億７，

５６０万２，０００円でございまして、合計で３９億６９７万２，３０７円で、前年比

較３億４，９５０万５，１３８円の増でございます。

続きまして、２１ページでございますが、事業費用に関する事項でございまして、主

なものとしましては、医業費用のうち給与費で２０億３，４７２万９，３１８円、材料

費で９億６，９２３万２，６４６円、経費で３億１，６３０万７，８５５円で、医業費

用合計で３５億９４０万１，５２３円で、前年比較１億４，４２６万４，４３３円の増

でございます。医業外費用の合計は１億２，２０９万２，６８５円でございます。事業

費用合計で３６億３，１４９万４，２０８円で、前年比較１億４，４１５万１，６６５

円の増でございます。事業収支額ではプラスの２億７，５４７万８，０９９円でござい

ます。

続きまして、２２ページでございますが、２２ページの資本的収入及び支出でござい

ますが、この明細につきましては後ほど収支明細書で御説明を申し上げます。２３ペー

ジをお願いいたします。

２３ページの企業債他会計借入金及び一時借入金の概況の企業債は、本年度借入金の

財政融資資金の８，９３０万円、これは医療器械の購入分でございます。一時借入金に

つきましては、年度末ではございません。

次に、２４ページでございますが、収益費用明細書でございます。医業収益で３１億

５，８６８万７，１０４円、内訳は、入院収益、外来収益、大畑診療所収益、その他医

業収益でございます。医業外収益で３億７，２６８万３，２０３円で、１目の負担金交

付金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。補助金、患者外給食収益、

その他医業外収益が内訳でございます。

続きまして、２６ページでございます。２６ページは費用の部でございます。医業費

用で３５億９４０万１，５２３円、給与費が２０億３，４７２万９，３１８円で、病院

は人的サービス事業であることから、給与費が最も多く割合を占めております。

２８ページをお願いします。２８ページの２目材料費は９億６，９２３万２，６４６

円で、薬品費、診療材料費などでございます。

次に、２９ページの３目経費が３億１，６３０万７，８５５円で、報償費から次の３

１ページの雑費まででございます。

４目の交際費につきましては１６２万３，１７７円、５目の減価償却費は１億６，７

８９万９，５９３円で、建物などの減価償却費でございます。
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６目の資産減耗費は、固定資産の除却費で４９９万９，６００円、７目の研究研修費

は１，０９９万９，９３８円で、謝金、図書費、旅費、研究雑費でございます。

続きまして、３２ページでございます。３２ページの８目大畑診療所費用で３６０万

９，３９６円で、医師給から需用費まででございます。

２項の医業外費用では１億２，２０９万２，６８５円で、支払い利息及び企業債取扱

諸費、看護師養成費で看護師修学資金貸付金などでございます。

次に、３３ページは資本的収支明細書でございます。資本的収入の企業債が８，９３

０万円で、医療器械購入分でございます。他会計負担金は１億円で、一般会計からの繰

り入れでございます。土地売却代金は４３９万８，０００円でございます。資本的支出

の建設改良費で器械器具購入費で９，０６４万１，５００円、ロータリー測量設計委託

料で２９４万円、企業債償還金で２億５，６４４万６，７４２円、医師修学資金貸付金

で２４０万円でございます。

次に、３４ページは有形固定資産明細書でございます。当年度の増加分は、医療器械

の購入費で９，０６４万１，５００円、減少分は、除却したもので９，９９９万２，０

００円でございます。

次に、３５ページの企業債明細書でございますが、本年度の借り入れは一番下の財政

融資資金の２５年３月２５日の分でございます。医療器械の購入分でございます。未償

還残高は２５億７，５４７万５，８４７円でございます。

３６ページから４２ページは固定資産減価償却明細書で、記載のとおりでございます。

４３ページは補填財源明細書でございまして、留保資金の分でございます。トータル

しまして一番右下でございますが、２億９，８４３万５，０４７円となっております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０５号議案の提案説明が終わりました。

以上で１３件の決算認定の提案説明が終わりました。

大変遅くなりましたが、ここで監査委員から平成２４年度神河町各会計決算について

審査の結果を報告していただきます。

井上代表監査委員。

○代表監査委員（井上 秀樹君） 失礼いたします。監査委員を仰せつかっております井

上秀樹でございます。

平成２４年度の神河町一般会計、各特別会計並びに企業会計、財産区決算につきまし

ては、平成２５年８月９日付で意見書を町長に提出いたしております。また、その写し

はお手元の決算書に添付いただいておりますので、お目通しいただきたいと思います。

本日、この席では、平成２４年度の決算審査について、並びに例月出納検査の結果に

ついて、要約を述べさせていただきます。

なお、決算審査、例月出納検査につきましては、議会選出の立石富章監査委員ととも

に、細岡副町長、橋本三千也会計管理者、また藤原前会計管理者立ち会いのもとに行い

－１８１－



ましたことを申し添えたいと思います。

監査の実施日でございますが、書面に書いておりますとおりでございまして、実質的

に７日、まとめを半日、延べ８日間かけております。

監査の対象会計でございます。１、神河町一般会計歳入歳出決算書、２、特別事業会

計といたしまして、（１）神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算、（２）国民

健康保険事業、（３）後期高齢者医療事業、（４）介護保険事業、（５）土地改良事業、

（６）老人訪問看護事業、（７）産業廃棄物処理事業、（８）寺前地区振興基金、

（９）長谷地区振興基金、あわせて粟賀財産区、越知谷財産区、大山財産区、寺前財産

区、長谷財産区の決算書も拝見させていただきました。

また、企業会計といたしまして、神河町の水道事業会計、神河町下水道事業会計、公

立神崎総合病院事業会計、合計１８会計の決算を拝見させていただきました。ただ、限

られた時間での審査となりましたこと、御承知をいただきたいと思います。

監査の結果でございますが、監査に付されました一般会計、各特別会計及び企業会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書など実質収支に関する調書及び財産に関

する調書は、法令、例規に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書

類と照合した結果、適切に処理されておりましたことをまず御報告させていただきたい

と思います。

総括で触れておりますが、平成２４年度は神河町として実質７年目に入りました。決

算書に当たりましては、昨年に引き続き、既に導入されております新地方公会計制度を

念頭に置きながら、行政の保有する債権を含めた財産が適切に表示されているか確認を

しながら進めていきました。あわせて、企業会計を除いては各単年度会計方式でありま

すが、各課では事業の進行、展開につきましては、ＰＤＣＡ、つまりプラン⋞ドゥー⋞

チェック⋞アクションが全課的に浸透してきており、無駄のない執行、より合理的な展

開を進めているとの印象を受けました。

前期から継続的に進められてきた小学校、幼稚園や中学校建設については、前期決算

でも述べましたが、合併特例債など最大限に活用できた点や、地元住民理解のもとに時

期を逸せず取り組みができた点は、重ねて評価したいと考えます。

観光政策につきましては、観光交流人口１００万人を目指し、ＰＲにも力を入れ、新

聞紙上に当町の記事が多く掲載されているように感じました。私ごとで恐縮でございま

すが、姫路のほうに行きましても神河町出身の私の前で、神河町の記事が新聞に載らな

い日は少ないなどと話す人が多くいました。これらも間接的に町の活性化につながって

いくものと、うれしく思っております。

しかし、やがて合併特例期間が終了し、交付税などの縮減、人口減少、過疎の進行、

取り巻く経済状況の不透明さが行財政に厳しさをもたらすことも考えておかなければな

りません。したがいまして、前例にとらわれずに、我が町独自の施策を生み出し、将来

に向かって中長期的な視野に立ち、施策の展開を進めていただくことを期待しておりま
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す。

まことに残念なことでありますが、期中に公立神崎総合病院において保存すべき外来

カルテの保存箱の一部が誤って処分されてしまったと聞きました。関係部署、町長ある

いは病院長あるいは保健所などへの速やかな報告と対応がなされましたが、改めて各部

署に対し、文書管理規定などに基づき厳格な取り扱いを期待したいと切に望みます。

続きまして、近年申し述べております地方公共団体財政の健全化に関する法律に基づ

く神河町の財政健全化について、予定どおり進んでいるかどうかについて触れたいと思

います。

（１）実質赤字比率なし。（２）連結実質赤字比率なし。実質赤字比率につきまして

は、普通会計において１億８，５２５万円の黒字でございますから、特に問題はありま

せん。連結実質赤字につきまして、資金不足に陥っている会計もありませんでしたので、

問題がないと考えております。実質公債費比率、中心的な比率でありますが、２４年度

は１８％となり、２３年度決算と比較いたしますと１．７ポイント改善しております。

昨年も申し上げましたが、当然、１、財政再生基準３５％、２、早期健全化基準２５％

にも抵触する比率ではありません。しかしながら、１８％であり、２５年度も国の公債

費負担適正化計画のフォローアップを受ける団体ということになります。

なお、２６年度には１８％を下回るように取り組みをしておりまして、まず予定どお

り進んでいると申し上げてよいと思います。

期末の公債費残高でございますが、先ほどもるる説明がありましたが、２１４億３，

９２７万５，０００円となっております。前年からは３億６，０００万円余り減ってお

ります。将来負担比率でございますが、２４年度は８０．２％、前年の２３年度が８２．

４％でありますから、２．２ポイント減少しております。この比率については、基準値

が３５０％でありますから、当然心配するところではありません。

今後とも、厳しい財政事情は続いていくものと考えられますが、健全化に向けて優先

と集中による具体的な事業の選別を行い、将来を見据えた効率的な行財政運営を期待す

るところであります。

総括でも触れておりますが、以下１２点ばかり列挙し、申し上げたいと思います。

１、公会計制度により、資産の適正な評価と、より効率的な行財政運営のため、引き

続き全町的な習熟を高めていただきたいと思っております。作成だけで現実的に神河町

一般会計及び特別各会計決算とフィットしていないところを感じております。

２、学校の統廃合に伴って、統合後の跡地利用が課題となっております。一部は活用

策が具体化し、進展しつつありますが、広い角度から調査研究し、早期の方向性を保っ

ていただきたいと思います。

３、ロケ地効果を一過性のものにせず、継続的な観光戦略を確立され、地域の自然遺

産を広く継続的にＰＲするとともに、地域の振興発展につながるような形にさらに進め

ていただくことを望みます。
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４、町税等滞納整理対策委員会の取り組みについて、２４年度には、２３年度の終わ

りかもしれませんが、債権管理条例ができております。それに基づきまして、税務課を

中心にさらに適切な債権の管理、回収に努めていただきたいと思います。公平公正を期

するためにも大切な債権管理と考えます。

５、重要課題については、当該課のみで抱え込まずに、政策調整会議の機能を活用し、

速やかな解決をとるスタンスを継続していただきたいと思います。

６、前年に引き続きでありますが、川崎住宅問題の早期解決を図っていただきたいと

思います。

７、ヨーデルの森、グリーンエコー笠形、新田ふるさと村、峰山高原ホテルリラクシ

ア、モンテ⋞ローザ、こっとん亭、神崎フードなど、指定管理者制度などに基づき管理

運営を委ねております資産でございますが、改善が図られておりますところもあります

が、また大変厳しい経営の先も見られます。委託先のマネジメントを注視するスタンス

を強化いただくとともに、設置者としての責任を果たしていただきたいと思っておりま

す。

８、公金並びに職員が業務にかかわる金銭の授受について、補助金などで運営する公

的組織は、各種団体会計処理要綱に基づき、引き続き適正な事務遂行を努めていただき

たいと思います。

９、例年申し上げておりますが、公金の賦課、徴収を怠る事実が生じることのないよ

うに、また町の財産管理を怠る事実が生じないように、各課十分に認識をいただくこと

を再度期待したいと思います。

１０、昨年度から町内財産区事務局は町職員２名体制で進められており、評価すると

ころであります。各財産区は、それぞれ独立の議会を持ち、会計処理をしているものの、

広い意味では同じ町内財産の管理、運用と考えます。障壁も多いと考えられますが、同

じ尺度で事務局一元化に向けて、継続的な検討をしていただきたいと考えます。

１１、前期、町内でも児童虐待育児事象が発生していると聞きました。他市町村で報

道されるほどの大きな問題ではないと考えますが、各課、関係先、学校との連携を強め、

隠蔽などの起こらぬように、引き続き対策の強化をしていただきたいと思います。

１２、先ほども触れましたが、各部署の文書管理について保存管理のシステムを導入

されておりますが、さらに適正な管理を改めて徹底していただきたいと思います。

次に、企業会計を採用しております下水道、水道、特に公立神崎総合病院について触

れたいと思います。特にその３事業は、経営収支について当然マネジメント、スタンス

というものを持ち合わせていただかなければなりません。

病院会計でありますが、２４年度収支において経常利益の段階でマイナスの１億円余

りとなりました。その内容を見ますと、給与費２０億３，４７２万９，０００円で、前

年比１億７４３万２，０００円増加しております。先ほども説明があったところであり

ますが、医師プラス４名、看護師プラス６名、事務職プラス６名、労務員プラス７名の
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確保がその要因でありますが、自治体病院として医師の確保、看護体制の確立から人員

の確保は当然やむを得ませんが、先ほども申しましたように、損益収支において１億円

のマイナスが生じております。

御存じのとおり、薬局の関係で期中に特別の利益３億７，５００万がありますから、

最終的には黒字決算、そしてまた補填財源も３億円近くになっておりますが、収支改善

マネジメントは引き続き努力いただきたいと思っております。

また、期末の資産計上において固定資産、投資勘定においてゴルフ会員権評価は従来

より高く、実態に合っていないと申し上げておりますが、ほかにも実は電話施設利用分

担金２２万４，０００円、わずかな金額でありますが、計上なされております。つまり、

これは農協の有線放送電話に該当するものであります。とっくに撤去済みでありますか

ら、この計上は適切か否か再度検討をいただきたいと考えます。

また、別の角度から少し申し上げたいと思います。

地籍課について。地籍課の事業については、聞き取りでありますが、近隣市町の状況

からすると断トツに効率よく進められているとのことであります。１６％の進捗状況で

ありますが、県下の平均２２％からすれば若干低いものの、姫路土地改良区管内で一番

大きい事業実績で進められているとのこと、目立たない事業でありますが、確実な取り

組みに対して評価したいところと考えます。

また、給食センターにつきましても、神河町地産給食生産者連絡会を通じて、地産地

消のウエートがふえているとのことでございます。町内児童の食育にも大きく影響する

ことでありまして、いい傾向というふうに考えております。

現在のごみ処理施設を考慮し、住民生活課のごみ減量対策の取り組みが進められてお

ります。木製コンポスト、電動乾燥型コンポスト、あるいは電動バイオ型コンポストな

どの検討、試験的なモニターを依頼し、その結果が良好であればモデル地区の設定をす

るなど、具体的な取り組みが進められております。これも大きな印象として残りました。

先ほども申し上げております税等の滞納、未収についてでありますが、２４年度も多

くの不納欠損処理が行われております。いつも申し上げておりますところですが、安易

な欠損処理は公平公正さに欠けることでもあります。引き続いて慎重な対応を望みたい

と思います。債権管理条例がつくられ、今後は有効に機能するものと考えております。

保存文書について。何度も言いまして申しわけないと思うところでありますが、病院

のカルテの誤った処理につき、担当部署のみで隠蔽することなく、適切かつ速やかに対

応しており、その姿勢は非常に大切と考えております。改めて各課取り組みの姿勢を徹

底されることを望みます。

以上、まとまりのない列記となりましたが、口頭での監査報告とさせていただきたい

と思います。

なお、最後に町の代表監査委員として一言申し上げさせていただくお時間をお許しい

ただきたいと思います。

－１８５－



長年にわたり、浅学非才の私を代表監査委員として務めさせていただきました。まこ

とにありがとうございます。厚くお礼を申し上げたいと思います。

その間に、兵庫県町監査委員協議会研修、全国町村監査委員研修など多くの研修会に

参加させていただきました。そして、その関係で知識もたくさんと習得することができ

ましたし、多くの知己を得ることができました。まことにありがとうございます。

御承知のとおり、監査委員の役割と責任は年々大きくなってきております。それらは

また、上記の研修からも実感いたしているところでございます。その認識は、また議会

の先生方とも共有したいと思っておりますが、その関係からも、議会選出の監査委員任

期が２年となっております。ちょうど立石議会選出監査委員は、今回４年就任をいただ

きました。今申し上げましたように、その責任と役割は同じと考えております。

議会におかれましても、引き続き選出議員の任期が４年となりますようにお考えをい

ただき、県下でもいち早く御理解をいただければと思っております。そして、代表監査

委員とともに、その役割を務めることができればと切に考えております。まことに勝手

なことを最後に申し上げましたが、御理解を賜りますように、よろしくお願い申し上げ

ます。

以上でございます。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） どうもありがとうございました。

代表監査委員の決算審査報告書が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けますが、監査委員の日程の都合

上、本日のみ出席いただくことになっておりますので、御了承願います。

質疑のある方、どうぞ。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） それでは、これをもって審査報告に対する質疑は終了しました。

なお、先ほど代表監査委員から議会選出の監査委員の任期を４年間にすべきとの要請、

希望がございました。真摯に受けとめて、議会運営委員会を通じて議論を今後させてい

ただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上１３件の決算の質疑については第４日目に行い、本日は説明のみにとどめます。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

本日はこれで延会とすることに決定しました。

次の本会議は、９月６日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後５時５３分延会
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